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     会議録・平成25年９月11日第３回定例会（第１日目） 

 

１．招集の年月日                 平成25年９月２日 

１．招 集 の 場 所                 明 和 町 議 会 議 場                       

１．開    会  ９月11日 午前９時00分 議長宣告 

１．応 召 議 員 １４名 

 １番  奥 山 幸 洋      ２番  江   京 子 

  ３番  松 本   忍      ５番  綿 民 和 子 

  ６番  上 田   清      ７番  田 邊 ひとみ 

  ８番  辻 井 成 人      ９番  乾   健 郎 

    10香  伊 豆 千夜子      11番  阪 井 勇 男 

12番  田 辺 泰 宏      13番  土 屋 吉 昭 

  14番  間 宮 一 彦      15番  北 岡   泰 

１．欠 席 議 員                

   なし 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

  議会事務局長  浅尾  恵次 

  議会書記     朝倉  晶子  松井  友吾  西尾 仁志 

１．地方自治法第 121条による説明のため会議に出席した者の職氏名 

町 長    中井 幸充   副 町 長  寺前  和彦 

教 育 長  西岡 惠三   総 務 課 長   北岡 和成 

防災企画課長  中谷  英樹   税 務 課 長  世古口 和也 

人権生活環境課長  西口 竜嘉   福祉子育て課長  下村由美子 

会計管理者（兼）会計課長   田中 一夫   長寿健康課長    小池  弘紀 

農水商工課長(兼)農業委員会事務局長  堀   真   まち整備課長  沼田 昌久 

上下水道課長  潮谷    剛   斎宮跡・文化観光課長  西口  和良 

教育委員会教育課長  西田  一成   文化財保存活用監  中野   敦夫 
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人権啓発推進監   中瀬 行久   土地利用調整監     松本 雅之 

施設整備推進監   世古口 哲哉    監 査 委 員    児島  吉男 

教 育 委 員     水門  洋子 

１．会議録署名議員 

  12番  田 辺 泰 宏      13番  土 屋 吉 昭 

１．提出議案 

発議第５号 道州制導入に断固反対する意見書 

同意第３号 教育委員会委員の任命同意について 

議案第64号 平成24年度明和町水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい

て 

議案第65号 平成25年度明和町一般会計補正予算（第３号） 

議案第66号 平成25年度明和町斎宮跡保存事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第67号 平成25年度明和町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

議案第68号 平成25年度明和町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

議案第69号 平成25年度明和町水道事業会計補正予算（第２号） 

認定第１号 平成24年度明和町一般会計歳入歳出決算認定 

認定第２号 平成24年度明和町斎宮跡保存事業特別会計歳入歳出決算認定 

認定第３号 平成24年度明和町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定 

認定第４号 平成24年度明和町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決

算認定 

認定第５号 平成24年度明和町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定 

認定第６号 平成24年度明和町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定 

認定第７号 平成24年度明和町介護保険特別会計歳入歳出決算認定 

認定第８号 平成24年度明和町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定 

認定第９号 平成24年度明和町水道事業決算認定 

１．議事日程 

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 
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  日程第２ 会期の決定について 

  日程第３ 諸般の報告 

日程第４ 行政報告 

  日程第５ 一般質問 

１．７番  田 邊 ひとみ 

２．２番  江   京 子 

３．３番  松 本   忍 

４．５番  綿 民 和 子 

５．12番  田 辺 泰 宏 

       ６．１番  奥 山 幸 洋 
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                        （午前  ９時  00分） 

    開会の宣言 

 

○議長（北岡 泰）  おはようございます。 

  ただいまの出席議員数は14人であります。 

  定足数に達しておりますので、ただいまから、平成25年第３回明和町議会定

例会を開会いたします。 

  なお、中野文化財保存活用監から公務のため、また、中瀬人権啓発推進監か

ら所用のため、本日の会議を欠席する旨の連絡を受けておりますので、報告を

いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

  日程につきましては、お手元の日程表により進めたいので、どうぞ、よろし

くお願いします。 

 

 

    会議録署名議員の指名について 

 

○議長（北岡 泰）  日程第１ 「会議録署名議員の指名について」は、会議規

則第119条の規定により、議長から指名をいたします。 

12番  田 辺 泰 宏 議員 

13番  土 屋 吉 昭 議員 

の両名を指名いたします。 

 

 

    会期の決定について 
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○議長（北岡 泰）  日程第２ 「会期の決定について」を議題といたします。 

  お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から９月20日までの10日間といたしたいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

           （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

○議長（北岡 泰）  ご異議なしと認めます。 

  従って、会期は、本日から９月20日までの10日間と決定いたしました。 

  

 

    諸般の報告 

 

○議長（北岡 泰）  日程第３ 諸般の報告を行います。 

  監査委員さんから提出をいただいております、５月、６月、７月の例月出納

検査結果報告書の写しと、一部事務組合議会の報告書の写しをお手元に配付し

ておりますので、後ほどご覧ください。 

  次に、請願を５件受理しております。 

  この取扱いにつきましては、９月６日に開催をいたしました議会運営委員会

にお諮りし、全員協議会でも報告をさせていただきましたように、教育厚生常

任委員会に、 

  請願第４号 義務教育費国庫負担制度の存続とさらなる充実を求める請願書 

  請願第５号 「教職員定数改善計画」の着実な実施と教育予算拡充を求める

請願書 

  請願第６号 保護者負担の軽減と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求め

る請願書 

請願第７号 防災対策の見直しをはじめとした総合的な学校安全対策の充実

を求める請願書 

総務産業常任委員会に、 
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  請願第８号 日本国憲法の「改正」に反対し活かすことを求める意見書の提

出を求める請願を 

それぞれ付託し、ご審議をいただくことにしております。 

  以上で、日程第３ 諸般の報告を終わります。 

 

  

   行政報告 

 

○議長（北岡 泰）  日程第４ 行政報告を行います。 

  町長。 

○町長（中井 幸充） おはようございます。 

  平成25年第３回明和町議会定例会の開会にあたり、一言ご挨拶を申し上げま

す。 

  議員の皆様には、公私何かとご多用のところ、本定例会にご出席を賜り、誠

にありがとうございます。また、ただいまは、本定例会の会期を10日間とお決

めいただき、諸案件のご審議を賜りますことに対し、厚くお礼を申し上げます。 

  皆さまご承知のとおり、国では税と社会保障の一体改革法案の成立を踏まえ、

社会保障制度改革国民会議が「確かな社会保障を将来世代に伝えるための道

筋」と題した報告書をまとめ、このほど発表しました。 

  報告書は、年間100兆円を超える水準に達した年金、医療、介護などの社会

保障制度の現状に鑑み、制度の持続可能性を高め、その機能が更に高度に発揮

されるように、社会保険料と並ぶ主要な財源として、消費税の引き上げを前提

とすること。社会保障制度は、自助・共助・公助の考え方を基本に、能力に応

じた仕組みを整備すると同時に、社会保障がそれを必要とする人たちにしっか

りと給付されるような改革を行う必要があること。また、何よりも社会保障制

度を支える現役世代、特に若い人たちの活力を高めることが重要であると指摘

をしています。 
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  私は、この報告書で、社会保障のあるべき姿と、それを支える私たち国民の

努力について、具体的な考え方が示されたと受け止めております。８月21日、

国はこの報告書を踏まえて『社会保障制度改革推進法に基づく「法制上の措

置」の骨子について』を閣議決定しました。 

  骨子は、少子化対策、医療保健制度、介護保険制度、公的年金制度など多岐

にわたり、特に医療制度においては70歳から74歳の方の一部負担の見直し、国

民健康保険料の賦課限度額の見直し、国保運営業務、保険者の都道府県への移

管、また、介護保険においては、要支援２以下の対象者を介護保険から切り離

し、市町村の介護予防事業へ振り分ける考え方が示されるなど、町にとりまし

ても、大きな影響を受ける内容のものであり、今後も改革内容をしっかりと見

据えて、適切に対応してまいりたいと存じます。 

  また、国の平成26年度予算編成概算要求基準が閣議了解されましたが、年金、

医療等の社会保障給付費の資源増への対応、東日本大震災からの早期復興や、

ＴＰＰを含めた経済問題などへの対応など、大きな政策課題を踏まえつつ、一

方で、当面の財政健全化に向けて、中期財政計画を策定するとのことであり、

消費税については、安倍総理大臣が「経済状況を総合的に勘案して判断を行

う」とし、国の予算編成については、消費税の結論を出してから、本格化させ

るとのことであります。なお、地方の平成26、27年度の一般財源総額は、平成

25年度と同水準とする方針が示されましたが、リーマンショックの危機対応で

創設された地方歳出の特別枠を解消することも示されており、現時点では地方

財政計画も不透明な状況で、町としましては引き続き国の予算編成について、

情報収集に努める所存です。 

  現在、町におきましては、平成25年度予算でお認めいただいた防災や観光、

文化財、産業あるいは福祉や教育、環境などの各事業の推進を図っているとこ

ろでございます。 

  最近の景気は、各種の経済指標では「一部では持ち直しの兆しが見られる」

とのことでございますが、地方経済にとりましては、まだまだ現実味が感じら
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れないというのが実態であると受け止めております。交渉中のＴＰＰの地方経

済への影響を含め、見通しは不透明で極めて厳しい状況ですが、最少の経費で

最大の効果を得ることを念頭に、まちづくりの基本であります第５次総合計画

に定める各種施策を着実に進められるよう、取り組みを強めたいと思います。 

  それでは、６月定例会以降、本定例会までの間の主な動きにつきまして、簡

略にご報告をさせていただきます。 

  6月21日、「鈴木知事との１対１対談」を、いつきのみや歴史体験館で行い

ました。対談は各市町の具体的な課題解決に向け、それぞれの連携強化を図ろ

うというもので、町の課題の中から、お伊勢参りを兼ねて、伊勢街道を散策す

る人たちが多くなっている、参宮街道の景観整備と安全性確保のための事業推

進をお願いしました。また、併せて、祓川などの河川堤防の防災対策の対応を

要望しました。知事からは、「一昨年から要望を受けている河川堤防について

は調査を完了し、危険箇所の改修に一部着手する。その他の要望は少し時間を

かけて検討したい。」と述べていただきました。 

  ６月21日、恒例となりました老人クラブ連合会主催の「健康と生きがいづく

り事業・ミニ運動会」が開催されました。約600人の参加者があり、大まりこ

ろがしや風船割、地区別対抗リレーなど和気あいあいと楽しんでいただきまし

た。 

  この日は、準備体操として「ゴーゴーはつらつ体操」も行われました。この

体操は高齢者の方が、毎日気軽にどこでも楽しくできる体操をつくろうと、町

が町内の理学療法士さんや明和太鼓の皆さんなどにお世話になり、制作したも

のです。同時にＤＶＤも作成いたしました。反響も大きく北海道や九州からも

問い合わせがありますが、今後、更なる普及に努めていきたいと考えておりま

す。 

  ６月23日、町観光協会と商工会などが実行委員会方式で主催した、ＲＯＵＴ

Ｅ４２の映画会が町中央公民館で開かれました。上映会では、映画監督の瀬木

直樹さんと音楽を担当された明和町出身の長岡成貢さんから、映画制作の経緯
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や苦労話をしていただきました。瀬木さんは学生時代に斎宮跡の発掘にも関わ

られた経験があり、長岡成貢さんは地元出身ということで、早速お二人に町の

観光大使の就任をお願いしたところ、快諾いただきました。今後も、あらゆる

機会を通じて、町に縁のある方々に観光大使就任をお願いし、郷土の発展のた

めにご支援をいただけるよう推進してまいります。 

   ６月30日から７月９日にかけて、各地区で地区別自治会長会を開催しました。

５月末の全町自治会長会でいただいた要望や質問に対して、それぞれ解答をい

たしました。その内容は、信号機設置など交通安全施設や国道・県道の改修整

備、各種の災害対策が主なものでございますが、町で解決できるものは早速に

実施するとお答えし、県や国に対する要望は関係部署へ早急に要望すると説明

いたしました。このことを受けて、７月29日には、信号機増設、規制の見直し、

減速帯やスクールゾーンの設置を含む、交通安全対策について、松阪警察署長

に要望をさせていただきました。また、８月19日には、三重県松阪建設事務所

長に対して、県道及び河川の整備推進について、要望をさせていただきました。

いずれも県の財政的には大変厳しいとのことでしたが、緊急性の高い順に整備

をしていくとお話をいただきました。 

  ７月10日、ポーランド共和国中日大使一行が、明和町を表敬訪問されました。

斎宮歴史博物館を見学した後、いつきのみや歴史体験館では斎王の舞や龍笛演

奏の鑑賞、また機織りや十二単の試着などを体験され、伊勢神宮と関わりの深

い史跡斎宮跡を知っていただくとともに、深い関心を持っていただきました。 

  ７月19日、伊勢市と明和町ほか２市４町と、伊勢志摩定住圏形成に向けた協

定書を締結しました。定住自立圏は、伊勢市が中心市宣言を行い、周辺市町と

の間で医療、福祉、教育、産業、観光、交通などの各分野において、役割分担

を決め、地域の特性をいかしながら伊勢志摩地域の活性化を図る、新たな広域

的行政の取り組みで、特に、救急医療体制の確保や観光振興、人材育成などの

分野で連携を図ることを狙いとしております。今後は、将来像や具体的な施策

を定める「共生ビジョン」を策定することとしており、これらの取り組みを通
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じて、地域の人口や定住化、活性化をめざしたいと考えております。 

  ＡＬＴ外国語女子スコットさんの任期満了に伴い、８月１日付けで新しくア

メリカ合衆国インディアナ州フォートウェイン出身サナイ・アエラさんに就任

いただきました。サナイさんには明和中学校に籍を置いて、中学校の外国語活

動の指導補助をお願いし、小学校でも児童たちに生の英語に触れる機会を設け

てご指導いただくこととしています。 

  ８月３日、大淀祇園まつりと花火大会が開かれました。今年で260周年、そ

して、町制55周年ということで、夕刻には、東区、三世古、山大淀の３台の山

車が勢ぞろいし、夜は花火大会が華やかに繰り広げられました。江戸時代から

続く伝統行事ですが、関係者の皆さんのご苦労に対し、深く敬意と感謝を申し

上げる次第です。 

  ７月31日で、平成26年４月採用予定の町職員の募集を締め切ったところ、応

募状況は、事務職員は募集３人に対して23人、技術職は、募集１人に対し２人、

保育士・幼稚園教諭は募集２人に対して６人、給食調理員は、募集２人に対し

て９人の応募がありました。試験日程は９月22日に第１次試験として、県下統

一の筆記試験を実施し、10月下旬には、第２次試験として面接試験を行い、11

月中旬には採用者を決定していくこととしています。 

  この夏もスポーツ少年団をはじめ、中学・高校・一般の各種競技で全国大会

へ出場する選手が多くあり、町からそれぞれ激励をしました。平成33年には、

第76回三重国体が予定されており、選手の皆さんは勿論、指導者や審判の皆さ

んをはじめ、各種大会の運営を支援していただくボランティアの皆さんなど、

スポーツに関わる人材の裾野を広げていくことの必要性を感じております。 

  ８月29日、ひじき組合の皆さんから敬老福祉大会や福祉施設などで使ってく

ださいと、ひじき２千袋をご寄贈いただきました。ひじきの寄贈は毎年この時

期に行われており、今年で29回目となります。ひじきは町の特産品でもあり、

自然食品として注目され、全国の生産量の70％が、この地方で生産されており

ます。町としましても、特産品の振興策など、これからもしっかりと支援をし
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てまいります。 

  ９月8日、町制55周年記念式典と講演会を中央公民館で行いました。来賓に

は、大変お忙しいなか、田村憲久厚生労働大臣や近隣市町から尾上武義大台町

長、久保行央多気町長、辻村修一玉城町長のほか、群馬県明和町の恩田久町長

などにもご臨席をいただき、ご祝辞を頂戴しました。記念式典では、日頃のさ

まざまな分野で町に貢献していただいた個人の部28人と団体の部17団体を、そ

れぞれ表彰させていただきました。 

  皆さんいずれも町政の発展に、それぞれの分野で貢献いただいた方々ですが、

ここに改めてお礼を申し上げますとともに、今後も引き続き、町政の発展にご

尽力をいただきますようお願いするものでございます。 

  また、第２部の記念講演には、定員いっぱいの500人の方々に参加いただき

ました。講演は、「五体不満足」の著書で知られる乙武洋匡さんに、「みんな

ちがって、みんないい」と題して講演していただきました。この講演会は、福

祉と人権のまちづくり講演会を兼ねて行ったもので、人権を守る会の会員の皆

さんにも運営面で大変お世話になりました。ここに改めて、関係者の皆さんに

お礼を申し上げます。 

  今月９月16日は敬老の日ですが、長寿のお祝いと社会貢献へのお礼を込めて、

町内高齢者の皆さんを訪問し、長寿のお祝いをさせていただくこととしました。

当町の最高齢者は、明治42年生まれの104歳の女性の方で、今年度100歳を迎え

られる方は３名、同じく夫婦ともに88歳以上になられたご夫婦10組の方々に、

長寿のお祝い状と記念品をそれぞれお渡しいたします。併せて、今年77歳、88

歳、99歳になられた方々にも記念品を贈呈し、80歳以上の皆さんには、昨年に

引き続き、全員に記念品を贈らせていただきます。また、65歳以上の方々を対

象に、９月16日の敬老の日と、10月６日に開催します敬老福祉大会の当日は、

終日町民バスを乗車無料とさせていただく予定です。 

  本日、着用しております明和町の特産品であります「御糸織り」シャツは、

私たち執行部や議員の皆さん、町職員が着用することにより、町の特産品とし
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て広くＰＲするため、クールビズの期間中の７月10日から毎週水曜日に着用す

ることとしました。今後もイベントなどの機会に着用し、歴史・文化のまち明

和町が誇る特産品として、積極的に活用させていただくことにしておりますの

で、何卒ご理解を賜わりますようお願い申し上げます。 

  以上、主な事項の報告とさせていただきます。 

  次に、本定例会の上程議案につきましては、教育委員の任命同意が１件、平

成24年度水道事業会計未処分利益剰余金の処分が１件、平成25年度一般会計補

正予算ほか３つの特別会計補正予算と水道事業会計補正予算、そして、平成24

年度の各会計の決算認定をお願いすることとしています。 

  最後になりますが、今後とも町民の皆様が日々充実した暮らしができるまち

づくりの実現のため、町民の皆様、議員の皆様のご理解とご協力を賜わりなが

ら、総合計画に定める将来像の「歴史・文化と自然が輝き、快適でこころ豊か

な和のまち明和」をめざして、誠心誠意努力してまいりますので、よろしくご

審議を賜わりますようお願いを申し上げ、行政報告とさせていただきます。 

○議長（北岡 泰）  以上で、日程第４ 行政報告を終わります。 

  

 

    一般質問 

 

○議長（北岡 泰）  日程第５ 一般質問を行います。 

  一般質問は、６名の方より通告されております。 

  許可いたしたいと思います。 

 

          ７番    田  邊  ひとみ  議員 

 

○議長（北岡 泰）  １番通告者は、田邊ひとみ議員であります。 

  質問項目は、「平和事業と憲法問題」 
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        「地元の活性化と住宅リフォーム助成制度について」 

の２点であります。 

  田邊ひとみ議員、登壇願います。 

○７番（田邊ひとみ） ７番 田邊ひとみ。おはようございます。 

  ただいまより一般質問をさせていただきます。まず最初に、本日、今日の一

般質問のこの場におきまして、私もこの御糸織りのシャツ、着用させていただ

きました。本当にこのシャツを着ますと、私も明和町の人間である、本当に良

かったなと、そういう新たな気持ち、強く感じております。これからも皆様の

ために力いっぱい議会の全員、力をそろえて頑張っていきたいと、そういう思

いでおります。 

  それでは、質問を行います。平和事業と憲法問題について、猛暑となった今

年の８月、広島・長崎に原爆が投下をされてから68年を迎えました。広島・長

崎に落とされた原爆は、瞬時に多くの命を奪い、その後も多くの人を苦しめな

がら、命を奪い続けております。この１年間だけでも多くの方がお亡くなりに

なっております。各地の被爆者の平均年齢は、78.3歳。68年間、ずっとずっと

苦しみながら生活を、今も続けていらっしゃいます。決して、戦争は過去のも

のではない、そのことを改めて思い胸に刻む。それが、８月の私たちの大きな

節目であると考えております。 

  私は去年、今年と広島を訪問いたしました。ぬけるような真夏の青空と暑さ、

そのなかで、空を見上げて思ったことは、二度と戦争はしてはいけない。命よ

り重いものはない。そのことにつきる思いでございました。８月６日、８月９

日、そして、私たち日本人にとって新たに加えられました３月11日、形は違お

うとも日本は年に３回も原子力の犠牲者に、世界中から黙祷を捧げられる国に

なったのだと、このように世界から言われていることも、目をそらしてはいけ

ない現実でございます。 

  今年、広島市の松井和美市長は、平和宣言で、無差別に多くの市民の命を奪

い、人生をも一変をさせ、また終生にわたり心身をさいなみ続ける原爆は、非
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人造兵器の極みであり、絶対悪ですと指摘をし、平和主張会議加盟都市、国連

やＮＧＯなどと連携をいたしまして、2020年までの核兵器廃絶をめざし、核兵

器禁止条約の早期実現に全力を尽くすと宣言をいたしました。 

  パン・ギム国連事務総長は、原爆投下を生き延びた経験について、60年以上

にわたって証言を続けてこられた被爆者の皆さんに敬意を表します。私は勇気

ある活動家の皆さんに励まされて、核兵器のない世界をめざす努力を強めてい

ます。実現するその日まで、この目標を追求することを決意していますと、原

水爆禁止2013年の世界大会、ここにメッセージを寄せました。 

  今年の４月、安倍政権は2015年の核不拡散条約、ＮＰＴ再検討会議に向けた、

第２回準備委員会で、核兵器の使用をいかなる場合も禁止せよ、この共同声明

に対して、賛同署名を拒否いたしました。これは事実上、核兵器の使用を認め

る態度表明でございます。これは被爆国の政府として、あるまじき態度と言わ

なければなりません。 

  長崎市長は、今年の平和宣言で、このむごい兵器をつくったのは人間です。

広島と長崎で二度までも使ったのも人間です。核実験を繰り返し、地球を汚染

し続けているのも人間です。人間はこれまで数々の過ちをおかしました。だか

らこそ、忘れてはならない過去の誓いを、立ち返るべき原点を折にふれ確かめ

なければなりません。日本政府に被爆国としての原点に帰ることを求めます、

と、とうとうと述べ、日本の政府に対して核廃絶を伝えました。安倍首相がこ

のことに対しまして、明確な返事もできない、このような状況になったことは、

報道等でご存じのことと思います。 

  高齢となった被爆者や地元の人々の切実なる声に拍手をすること。手を動か

すこともできなかったと伝えられております。唯一の被爆国である、この日本

は、核兵器全面禁止の流れの先頭に立つべきだと考えます。戦後68年、戦後生

まれが人口の約75％となった、今の時代だからこそ、平和について今一度しっ

かりと取り組む姿勢が求められております。 

  私たちの暮らす明和町は、非核平和の町宣言、その看板は今、新しく造り替
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えられて、役場庁舎の前で、住民の皆さんの目にしっかりと止まるように立て

られております。すばらしい取り組みだと思います。 

  そして、新しくは平和主張会議への参加と、積極的に平和事業に対しての取

り組みをされております。特に平和主張会議への参加は、昨年の９月１日付け

で加盟都市として認定をされて、１年を経過したところでございます。１年前、

平和主張会議への参加に際しまして、中井町長はかけがいのない地球の環境汚

染や放射能汚染について、真剣に考えていきたい旨のコメントをブログにも記

されております。 

  そこで、まず１点目、お伺いいたします。平和に対しての思い、１年前の平

和主張会議への参加に対する思い、さまざまな思いを、町長抱かれていると思

います。是非ともその思いをこの場でお伺いをしたいと思います。お願いいた

します。 

○議長（北岡 泰）  田邊ひとみ議員の質問が終わりました。 

  これに対して答弁願います、町長。 

○町長（中井 幸充） 田邊議員のほうから、平和に対しての思い、平和主張

会議への参加の思いをお伺いしたいということでございました。私が申すま

でもなく、第２次世界大戦から68年の歳月が流れましたが、町では、この戦

争の戦禍の犠牲となられた御霊に対し、今年も10月12日でございますが、戦

没者追悼式を執り行い、哀悼の意を表したいと、そのように考えております。 

  昭和20年８月、広島・長崎、両市に原爆の投下により、一瞬にして廃墟と

化した数多くの命が奪われたということは、皆様もご承知のとおりでありま

す。しかし、近年、まだまだ核実験がいろいろなところで行われているとい

う、このことを聞きますと、一瞬にして原子爆弾による悲劇が、やはりこの

地球で二度と繰り返すことのないように、我々は平和への祈りを続けていか

なければならないと、そのように思うところであります。 

  一貫して、原子爆弾の非人間性を訴え、核兵器のない、平和な世界の実現に

訴えて続けてきたのが、この両市であるというふうに考えております。昭和57
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年に、さらなる世界的な市民意識の喚起を目的に結成されたのが、この平和主

張会議というふうにお聞きをしております。 

  町では、平成24年、昨年ですが、加盟を申請し、ご案内いただきましたよう

に、９月１日付けで、加盟認定を受けました。現在、この平和主張会議は、世

界に広がっており、世界で157カ国、そして、自治体としては5,736自治体が加

盟を今しております。平和を願うすべての皆さんとともに、核兵器のない、戦

争のない、平和な世界の実現に向けて、今後も努力をしていかなければならな

い、そのように思っております。 

○議長（北岡  泰）  答弁が終わりました。田邊ひとみ議員、再質問ございま

すか。 

  田邊ひとみ議員。 

○７番（田邊ひとみ） ただいま町長から、平和に対する思い、述べていただ

きました。力強いメッセージであったと考えております。どうかこれからも、

この思いしっかりと持ち続けて、明和町の皆さんのために、また、世界へ向

けて、そういう思いを発信していっていただきたいと考えております。 

  この広島・長崎、私が先ほど述べました、両平和宣言におきまして、明言

は避けられておりますが、私も冒頭で申しました、福島の原発事故、これも

また被爆の影響という部分で、国内はじめ世界中から大きく注目されている

ものでございます。 

  先日、決まりました７年後のオリンピック開催に向けて、安倍首相もこの原

発の被害、これについては大丈夫だというようなことも明言されましたが、ま

だまだ被害はあると思っております。ですが、オリンピック開催に向けて、こ

の原発問題、必ずクリアにしていかなければならない、その思いも、私は強く

思っております。そういうところで、核兵器と原発、これを同等に考えるとい

うことに異論を呈する方もたくさんいらっしゃいます。それは重々承知の上で

ございます。 

  ですけれども、私はどちらも核の恐怖、放射線の被害、こういう部分では同
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じことであると考えておりますし、また今年の4月の先ほど申しましたＮＰＴ 

の準備委員会で、署名ができなかったという部分に対しましては、日本は原発

輸出を国の成長戦略の一つとして考えていると、そういうのも理由だと考えて

おりますので、この方向で質問をいたしたいと思います。 

  明和町長は核兵器廃絶、原発廃止、この二点についてどのようにお考えにな

られるでしょうか。両方あわせて前に進めるべきだと考えるのですが、いかが

でしょうか、答弁を願います。 

○議長（北岡 泰）  田邊ひとみ議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 核兵器の廃絶につきましては、ご案内のように、平成

３年にですね、町としては非核平和の町の宣言をしております。昨年９月に

ですね、平和主張会議にも参加をさせていただきました。従いまして、今年

もですね、実は新たな取り組みとして、日本と朝鮮半島を非核化する北東ア

ジア非核地帯への促進を求める国際署名というのが、実は要請がございまし

て、それにつきましても、賛同をし、署名をいたしました。 

この取り組みにつきまして、オバマ大統領の核兵器のない世界への訴えに端

を発する、世界的な動きということでですね、特に被爆国にあります日本、そ

れは我々は広島・長崎だけではなしにですね、１自治体であっても、地方の自

治体でもあっても、やはり取り組んでいかなければならない、大きな事業だろ

ういうふうに思いまして、署名をさせていただいたところです。 

原発の廃止についてでございますが、広島はともかくとして、福島のこの事

故を、これは事故なのか、あるいは事件なのか、いろいろな新聞の報道でも、

まだまだ実は、安倍総理がですね、国際のオリンピック、ＩＯＣ総会でコント

ロールされているというような表現をされたわけでありますけれども、ご案内

のように、７月あるいは８月で、汚染された水が、海のほうに流れていくとい

うようなことのなかで、まだまだ対策がきちっととられていないというのは、

私も本当に危惧するところであります。 

しかしながらですね、原発は国策として、今まで、ずっと推し進められてき
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た施策でございます。これからですね、この日本のエネルギーのあり方という

のを、どのように、やはり一地方自治体であってもですね、考えていくかとい

うことを、一つの大きな課題としていかなければならないと、そのように実は

思っておるところです。 

ご案内のように、資源のない我が国でありますので、水とか風力とか、ある

いは太陽光発電とか、それで総てが賄えれば原発は要らないというふうには思

いますけれども、しかしながら、どのような形でですね、今後そのエネルギー

確保をしていくか。これは正直なところ、国のほうにおいてですね、しっかり

と検討をいただく内容かなと。そして、原発についてはですね、原子力規制委

員会ですか、新しくいろいろと厳しい条件を出しているわけでありますので、

それらを完全にクリアしていただく努力をですね、各電力会社、原発を持って

いる電力会社の皆さん方が、努力をしていただいて、それをクリアするように

ですね、是非お願いをしたいと、そのように思うところであります。 

この地方においても、中部電力さんが浜岡原発、皆さん方にも視察に行って

いただきましたけれども、いろいろな安全対策をとられておりますが、それで

総てというふうには考えておりません。更にですね、安全対策そのものを、電

力会社のほうにもですね、私のほうからも要請をしてまいりたい。そのように

思います。 

○議長（北岡  泰）  答弁が終わりました。再質問ございますか。 

  田邊議員。 

○７番（田邊ひとみ） ただいまの町長の答弁、私の言いたいこと、ほとんど

述べていただきました。本当に、このいまの日本、国策といえども、原子力

発電については、本当に真剣に考えていかなければなりません。また、この

明和町内、皆さんご存じだと思いますけど、民間の方がいろいろな方法で、

新しい電力というものに取り組まれております。 

  また、日本全国、世界各地を見ても、さまざまな方法で新しいエネルギー

への取り組みというのが動いております。そういう部分も、また明和町のほ
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うでも研究していただいて、取り入れられるもの、そういうものはどんどん

取り入れていっていただきたいと考えております。 

そして、ただいまの質問で、まずは大きく平和、核兵器、原発についての町

長のお考えを聞かせていただきました。 

続きまして、明和町の平和事業についてお伺いをいたします。非核宣言や平

和主張会議への参加は、町民の皆さんの平和求める決意の現れ、これだと考え

ております。そして、今はその決意を行動に移すことが、これからの私たち、

やるべき仕事なのではないのでしょうかと考えております。 

そこで、お伺いをいたします。明和町では何らかの平和事業に取り組まれて

いらっしゃるでしょうか。過去の事業も含めて、お答え願いたいと思います。 

○議長（北岡 泰）  田邊議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 町での平和事業に取り組んでいるかということでござ

いますが、私どもでは、ふるさと会館にですね、毎年８月にテーマコーナー

として、戦争と平和と題してですね、関連図書をずっと展示をさせていただ

いております。以前から継続して、毎年８月に原爆パネル展というのを実施

をしておりまして、本年度は８月６日から15日まで、中央公民館で原爆と人

間展を開催させていただきました。 

展示では、原子爆弾がもたらした戦争の悲劇、戦争が残した悲惨な爪痕を、

これらを展示することによって、悲惨な戦争への思いをですね、訴えたところ

でございます。また、50周年の際にはですね、パネル展示や書籍コーナー、そ

れから戦争体験などのこういったものをＣＤで放送するコーナーを設置してで

すね、いろんな取り組みをしながら、戦争の悲惨さを住民の人に訴えていきた

いと、そういう取り組みを、これからもまた続けていきたいと、そのように考

えております。 

○議長（北岡  泰）  答弁が終わりました。再質問ございますか。 

  田邊議員。 

○７番（田邊ひとみ） 私も今年、図書館のほうの関連図書のテーマコーナー、
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少し回らせてもらいました。子どもさんの図書のコーナーとかにも、戦争の

本というのが並べられていて、親子でそれを見ている方もいらっしゃいまし

た。そういう取り組みというのは、本当に大切なことだと思います。 

また、住民の皆さんかから、過去になんか明和町の戦争体験をされた方のそ

のお話をまとめた本というのも出されていて、ちょっと私、勉強不足で、本当、

今年の夏まで知らなかったんですけれども、そういう本もあるということで、

拝見もさせていただきました。そういう部分で、いろいろ取り組みをされてい

るということは、私も今年の夏、いろいろと勉強させていただきましたんです

けれども、特に、再来年なんですけれども、終戦70年を迎える年となります。 

特に、薄れゆく戦争の記憶、これを継承していくために、何らかのアクショ

ンを起こすべきではないかと考えております。そこで、お伺いをいたします。

終戦70年に併せての平和事業の計画等はあるのでしょうか。答弁願います。 

○議長（北岡 泰）  田邊議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 平和事業そのものは継続して、ずっとやっていかなけ

ればならないというふうに思っております。70年という節目の年でございま

すけれども、ちょっと今のところは計画は、持ち合わせてはおりませんけれ

ども、節目の年ということの中で、何らかの事業をですね、これから検討し

てまいりたいと、そのように思います。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。 

  再質問ございます。田邊議員。 

○７番（田邊ひとみ） 今、町長も机の上に出されたんですけれども、この戦

争体験の本、これ私も読ませていただきました。こういうことの取り組みと

いうのも、これからもどんどんやっていっていただきたいと考えております。 

そして、先ほども述べましたけれども、戦後68年を迎えまして、当時を知る

人の高齢化が進んできております。戦争を語る方も少なくなってきております。

長崎市長も若い人たちに、あなた方は被爆者の声を直接聴くことのできる最後

の世代ですと述べられております。 
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戦争がもたらした数々のむごい光景を決して忘れない、決して繰り返さない

という平和希求の原点を忘れないためには、戦争体験、被爆体験を語り継ぐこ

とが不可欠ですと、長崎市町このようにも訴えております。私もこのことには

深く賛同しております。 

私もこの夏、三重県在住の近藤一さん、四日市の在住の方なんですけれども、

この方は戦争体験を語り継ぐ、語り部として全国を回っておられます。この方

のお話を伺いました。本当リアルな戦争体験は、こころに刻みける迫力がござ

います。本当もう痛みが伴う迫力なんでございますけれども、決して明和町を

そらしてはいけないことだと、強く感じました。こういう語り部の皆さん、本

当高齢になっておられます。立つのもやっとという状態でも、それでも全国を、

本当ボランティア、無償で回っておられます。こういう方々の活動を支えてい

くということも、今後はしっかりと講じていかなければならないと感じており

ます。 

そこで、先ほどのことと重なるかもしれませんけども、明和町でも戦争を語

り継ぐ事業、これを広く展開していただきたい。また、そういうことを語り継

ぐ高齢の方々、この方を支えていく事業というものも着手していただきたいと

考えるのですが、そのことについて答弁を願いたいと思います。 

○議長（北岡 泰）  田邊議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 戦争を語り継ぐという形のなかでは、もうご案内のよ

うに、それぞれ戦争を経験された方、高齢化になってですね、貴重な体験を

お聞かせいただく機会というのは、本当に少なくなってくるというふうに、

実は思っております。先ほどご紹介いただきました、この戦争体験というこ

とは、明和町の皆さん方がですね、実はふるさと会館が主体になりまして、

まとめられたものでございます。 

    平成10年の時に、実は戦争体験ということで、多くの方に寄稿をいただい

て、明和町のしかも在住の方々、ここに寄稿された方々の中には、もう既に

お亡くなりになられた方もおみえになるわけでありますが、これが唯一です
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ね、今のところ明和町での戦争体験、戦争を語り継ぐ貴重な資料というふう

な形に、実はなっております。 

しかしながら、県下におきましては、実はこういうふうな形の中で、いろん

な方々が戦争の足跡というようなことの中で、これは伊勢の方々が作製された

ものでございますけれども、こういったような形の中で、やはり戦争に対する

思いというのをですね、いろんな方々が、やはり語り継ぐだけではなしに、こ

ういった形で残していっていただく、そういうことも必要なのかなというふう

に思いますので、改めてですね、70周年でどうするかは別として、こういった

ことも、そして、またこの中のどなたかに依頼を申し上げて、そういう語り継

ぐ場というんですか、そういうものも計画できれば、していきたいなと、その

ように思います。 

いずれにしても、風化していくというか、忘れ去られてしまってはいけない 

ことなので、我々としても何とか新しい世代に引き継いでいく、そういうこと

を行政として、きちっとやっていかなければならない、そのように思っており

ますので、70周年いろんな形でまたご提言等々もいただきたいなと、そのよう

に思います。 

○議長（北岡  泰）  答弁が終わりました。 

再質問ございますか、田邊議員。 

○７番（田邊ひとみ） 町長も述べられましたけれども、戦争の記憶が風化、

また若い人にとっては体験がないということで、知らないということが多い

んです。この知らないということを、すごく怖いことだと思います。本当に

戦争がゲーム感覚で、美しいものであると感じている若い人たちも見受けら

れる、私の経験上、見受けられております。そういうことに対して、やっぱ

りその真実を語っていくということは大事なことだ思いますので、是非とも

そういう企画を進めていただきたいと思います。 

それと、もう一点、他の市町を調べてみますと、先ほど申しました、若い世

代の人、中学生、学生さんなどの代表を、広島・長崎に派遣をいたしまして、
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現地での体験を通して、戦争を知る企画と、こういうことをやられている自治

体が、幾つかございます。焼津市とか、そういうところのデータを、私もちょ

っと資料を見てみたんですけれども、このような企画を明和町で行うという考

えはあるでしょうか、いかがでしょうか。このことをお伺いしたいと思います。

各自治体の取り組みとか報告を、ちょっと見させてもらいますと、やっぱり子

どもたちにとって、大変有意義な体験になるということで、いい取り組みなん

だという評価みさせてもらっております。 

それ以外でも結構ですので、何か、先ほどの語り継ぐ以外でも、何か新しい

事業を行うと、そういう考え、プラン、希望とか、そういうものでも結構です

ので、お話いただけたらと思います。 

○議長（北岡 泰）  田邊議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 子どもたちに、戦争の悲惨さというのを伝えていく手

段として、広島・長崎もしかりでありますが、少し思い出しましたのは、議

会の研修で鹿児島へ行ったときに、知覧という特攻隊のいわゆる基地の中に、

見学に行った記憶があります。その時に、修学旅行の子どもさんたちが、そ

の現場を見てですね、いろいろそこで説明を受けていって、すごく感動した

ような表情を、隣から見せていただきました。 

従いまして、百聞は一見にしかずということもございますので、何らかの形

でですね、子どもたちにそういう戦争の部分を、何ていうんですか、見せてい

く、そういう場を確保するということも検討はしていきたいなと、そのように

思います。 

○議長（北岡  泰）  答弁が終わりました。 

再質問ございますか、田邊議員。 

○７番（田邊ひとみ） 是非とも、いろいろな方面で戦争体験、また、そうい

うことに対してのアプローチを行っていただきたいと思います。 

続きまして、平和事業から発展させまして、次の問題、憲法改正問題につい

て進んでいきたいと思います。皆さんも先の参議院選挙の時の争点の一つされ
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たことで、ご存じであると、認識をしてお話を進めてまいりますけれども、何

年も前から話のあった憲法改正、私はこれを憲法改悪と、いま呼んでおります

けれども、この憲法を変えようという動き、これがこの数カ月、衆議院、参議

院選を終えて、かなり大きな動きを見せているということが伺えます。特に今

年に入ってからの侵略を否定する発言や、従軍慰安婦が必要なものであったと、

戦争を肯定する動きが、国際的にも大きな問題となっております。 

戦後、戦争で一人の死者も出さないでこれたのは、今の平和憲法があったか

らこそだと考えております。特に憲法９条は人類の宝と、世界で高く評価され

ているということでございます。ですから、日本を海外で、戦争をする国にし

ようという、今の政府がめざす憲法改悪は、絶対に認めるわけにはいかない、

そのように思っております。 

また、集団的自衛権の容認や行使に向けての動きとしても不穏の動き、これ

が国のほうで出ております。これ見逃せないものとなっております。また、こ

の憲法９条、その他の憲法を変えるための方策として、憲法96条を変えて、発

議要件を緩和する動きもございます。この96条の改定に関しましては、憲法を

守ることを訴える立場とは逆、改憲派の専門家の方や、自民党その他改憲を進

めたいと願う政党の中にも、これだけは絶対に変えてはいけない、強く訴える

人がたくさんいます。 

憲法がその時の権力者によって、思うがままに変えられること自体が、憲法

違反であり、立憲主義に反すると言われております。憲法を守り、平和と住民

生活や暮らしを守ることが、地方自治体の仕事であります。町、明和町が責任

を持って平和を守るということでございます。 

先ほど、町長もその平和については、そのようなことで進んでいきたいとお

っしゃっておられます。そういうことで、これらのこと、特に憲法改正につき

まして、今の町長の見解をお伺いしたいと思います。答弁、願います。 

○議長（北岡 泰）  田邊議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 憲法についてはですね、それぞれ政党間で、いろいろ
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な議論や考え方があるということは、皆さんの方がご承知だというふうに思

います。９条やあるいは憲法改正の手続きについても、それぞれのご意見が

ありますので、そして、その考え方にですね、大きな違いもあるということ

も承知をしております。 

しかしながら、戦後68年になる日本のですね、先ほどお話ありましたように、

戦禍にまみれることがなかったというのは、今の平和憲法があるからだという

ふうに私は思っております。これからもですね、やはり今のこの平和を何とか

守っていくということが大事でありますし、子どもたちに、これからの若い人

たちに、戦禍にですね、戦場に送り出すようなことのないように、我々はしっ

かりと見据えていかなければならない、そのように考えておるところでござい

ます。 

憲法論議でございますので、今この場でどうか言われますが、私としては、

憲法９条そのものは別としましても、先ほどありました96条、これをですね、

やはり安易にですね、いま変えるべきではないというふうに思っております。

これは何故かというと、国政選挙とか、そういったいま投票率そのものがです

ね、下手をすると50％を割っていくというような状況の中でですね、国民投票

の部分も、平成19年ですか、日本国憲法の改正に関する手続きに関する法律と

いうのが、公布をされておりますけれども、そういった部分を考えますとです

ね、やはりもっともっと、何故、憲法改正が必要なのかというところを、やは

り国民自身がもっともっと勉強し、どういう形が我々の平和にとって一番いい

のかということを、もっともっと議論する必要があるだろうと、専門家とか政

治家だけに任すんではなしに、国民一人ひとりの皆さんが、今の憲法のあり方

を、きちっと踏まえるというか、勉強しなければいけないというふうに思いま

す。従って、早急にですね、憲法改正していく、そういう方向は私は望んでは

おりません。 

○議長（北岡  泰）  答弁が終わりました。 

再質問ございますか、田邊議員。 
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○７番（田邊ひとみ） 先ほど、町長も述べられましたとおり、投票率の低下、

または国民投票の議論というのもされておりますけれども、まだまだ国民、

これから知る権利も守られていき、いろいろな権利が守られている中でのそ

ういう選挙の改正であったり、憲法の改正であったりで、そういうものは、

もっともっとその前にやることが、たくさんあるべきだと、私も考えており

ますので、先ほど述べられました町長のそのお考え、しっかりと持っていた

だいて、これからも正しい判断、平和を守るための判断を続けていっていた

だきたいと考えております。 

特に、先ほども申しました、日本国憲法は国の基本的なあり方を示す、定め

る最高法規でございます。主権者は国民でございます。国が国民を縛り、制限

して、強制するような形に変えてしまうということがあっては、決していけな

いことだと考えております。日本国憲法がどのようにして生まれたか、今の次

代は本当に簡単に情報入手ができます。憲法がどんなものなのか、いま進めら

れている憲法改正の動きとは、どういうものなのか。その部分を、本当すべて

の国民、皆さん、住民の皆さんがきちんと考える時期が、いま来ているのだと、

私は考えております。 

この平和に関する質問を終わる前に、この憲法９条、この制定に携わりまし

た44代内閣総理大臣、幣原喜重郎という方なんですが、彼がなぜ憲法９条例を

制定したか。これについて書かれた資料、これがあるんでございますが、ここ

に記された彼の言葉を、一節述べさせていただきたいと思います。 

日本民俗は幾世紀もの間、戦争に勝ち続け、もっとも戦闘的に闘いを追求す

る神の民俗と信じてきた。神の信条は武力である。その神はいまや一挙に下界

に墜落したわけだが、僕は第９条によって、日本民族は依然として神の民俗だ

と思う。なぜなら武力は神でなくなったからである。神でないばかりか、原子

爆弾という武力は悪魔である。日本人はその悪魔を投げ捨てることによって、

再び神の民俗になるのだ。すなわち日本はこの神の声を世界に宣言するのだ。

それが歴史の大道である。ゆうゆうとこの大道をいけばよい、支柱に勝つとい
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うのはその意味である。このように述べております。 

私は彼の気持ちをしっかりと受け止めた日本国民でありたいと考えておりま

す。 

続きまして、２番目の質問に入ります。地元の活性化と住宅リフォーム助成

制度について、まず１点目、地元の活性化といいますか、地元業者が直面をし

ております消費税増税問題に関する支援対策について、これは地元の中小零細

業者の支援なしには、地域の活性化はないと考えますので、質問を行いたいと

思います。消費税増税に関しましては、先ほど、町長の行政報告でも述べられ

ましたが、経済状況をみて、早ければというか、10月１日にも安倍首相が決定

をすると、そのような話が出ておりますが、まだまだ流動的な話でございます。

そして、町長の行政報告でも述べられておりますけれども、地方経済の見通し

は極めて厳しい、これが現実でございます。 

物価の上昇や年金問題、社会保障問題とともに、ますます私たちのお財布事

情が厳しくなる、そういうようなメニューばかりが並んでおりまして、先々の

生活に不安と諦めを感じている、これが一般的な私たちの暮らしの感覚でござ

います。 

建築業界などでは、これは今、消費税増税直前の駆け込み特需とまで言われ

ておりますけれども、現時点ではそこそこ景気回復の気配を見せている。この

ことに関しては、多くの業者さんから、そのような声が聞かれておりますけれ

ども、しかし、今は特需で仕事があっても、消費税増税が実施されれば、確実

に仕事は激減して、収入の落ち込みは目に見えている。そして、現在、若干仕

事があったとしても、長年の景気低迷で抱えてしまった借金や、税金の滞納、

これを解消するにまでには、まったく至らずに、生活が苦しいままであると、

このような話をされる経営者も、たくさんいらっしゃいます。 

また、建築業以外でも小売り業であったり、サービス業であったり、製造業

であったり、そのような方々も口をそろえて消費税増税後に、仕事がどうなる

のか。心配の声、不安の声をあげていらっしゃいます。そんな中なんですけれ
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ども、国のほうとしては、まだ決まってもいない増税に対しまして、来年４月

からの増税に向けて、業者さんに対しての法整備などの準備を着々と進めてお

ります。これは増税が実施された場合の、業者さんの混乱や、トラブルを回避

するための措置で、転嫁対策特別措置法とか飲酒税法の改定などを、これがそ

れにあたるんですけれども、私、増税は賛成はいたしませんが、その増税をさ

れたときの混乱を防ぐという点では、この法整備を進めていかなければならな

いと認識しております。特に転嫁対策特別措置法は、今年の10月１日から時限

立法として始まるわけでございますけれども、この転嫁対策特別措置法、自営

業者の皆さんの仕事のやり方、値札の付け方の変更や、トラブルがあったとき

の対処法など、仕事と直結した内容となっておるんですけれども、実際に皆さ

んにお話を伺ってみますと、ほとんどの業者の皆さんが、これについて、あま

り知っていないという現実がございました。 

税務署の説明会、こちらも学習会、説明会等もあったようなんですけども、

５月に締切りになっていると話を聞いております。地元で働く業者支援を行う

と、このように言っております明和町として、このような実態を把握されてい

らっしゃいますでしょうか。また、転嫁対策特別措置法などの町内業者へ向け

ての周知はどのような形で行われているのかという点。国の動きにあわせての

学習会とか、説明会等、行われたのか。また、今の時点で、業者さんから相談

事、悩み事など、そういうことが持ち込まれていないか。商工会等との連携も

含めまして、そのような情報を把握しているかどうか。この点をまずお聞きし

たいと思います。 

○議長（北岡 泰）  田邊議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 消費税の転嫁対策特別措置法、先ほどご説明がありま

したが、消費税が２段階で引き上げられるという形の中で、特に、小売り業

者の方、そして中間の方、消費税をうまく処理できるかどうかという、そう

いう部分の中で、しわ寄せが小売り業者にいかないようにということの中で、

いろいろな法律的にサポートをしていこうという、そういう考え方で打ち出
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されているというふうに理解をしております。 

やはり、取引段階ではですね、取引の力関係とか、そういったさまざまな理

由でですね、消費税がうまく転嫁できないという、そういう納税義務者という

のが、これからもちょっと予想ができるのかなというふうな思いであります。

そうなると、やっぱり事業主の負担になってしまうということの中では、先ほ

どご指摘ありましたように、経営に大きな影響が出てくるんではないか。そう

いうことは心配をされるというふうに、我々も考えております。 

従いまして、その各事業者に対しては、やはりきちっとした周知というのは、

やっていかなければならないと、そのように考えております。その中心になっ

ていただくのは、やっぱり商工会かなというふうに思っております。商工会は

実は毎月１回、こんな商工会という、月刊商工会という雑誌を発行されてみえ

ます。 

その中でですね、いわゆる消費税の転嫁対策の相談窓口というような形の中

で、相談はお済みですかとかいうようなですね、こういうチラシも実は折り込

まれた中でですね、商工会の皆さん方が１軒１軒、事業所のほうを回って、い

ろいろ対応をしていただいておるという、そういう中身でございますが、これ

は広域でやっております松阪商工会の連合会という、そのたよりの中でも、一

つは消費税増税まで、あと８カ月とかいうような見出しの中で、そういった相

談を受け付けますよというようなことで、お話をいただいておりますので、

我々としましては、一応商工会といろいろと連携をとりながら、先ほど言いま

した事業者の皆さん方への周知を図っていきたいと、そのように考えておると

ころでございます。 

国にあわせて学習会をやっているかというようなお話もいただきましたけれ

ども、町の商工会単独では、この秋にですね、11月に講習会を開催するという

ようなことをお聞かせをいただいております。そういったことで、県の商工会

も10月に行われる。それから、町商工会も先ほど言いましたように、11月に単

独で講習会を実施するというようなことの中で、事業者さんへのＰＲをしてい
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きたいというふうなお話をお聞かせをいただいております。 

それから、事例相談があるのかというところにつきましては、現在のところ

はまだ町内の会員さんの中からはないというふうに返答をいただいております

ので、しかし、これからどんな形で、そういったいろいろな問題を含めて、相

談におみえになるのかわかりませんので、そういった対応をきちっと商工会と

あわせてやっていきたいと、そのように考えております。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。 

再質問ございますか、田邊議員。 

○７番（田邊ひとみ） 町長のほうから答弁いただきました。商工会のその冊

子なんですけれども、私の家も家業で商売をやっておりまして、商工会の会員

として、その冊子届いているんですけれども、現実といたしまして、商売して

いる人間、とても忙しくて、家も不在になりがちであると。その冊子が家の玄

関においてあったりとか、ポストに置いてあったりと、そういう現実あります。

そうするとなかなかその冊子を開いてみる機会もないって、本当に商売してい

ると、そういう状況にもなりまして、それでやっぱり周知というのが、徹底さ

れてないんではないかと思います。 

本当に聞きましたら、明和町、私あの松阪のほうも、そういう関連でやって

いるんですけど、知らない業者さん、本当に多くって、なんやそれはという形

の声、本当に聞かれたんですわ。そういうことでは、消費税という形で税金を

いただく立場の行政であったり、国であったりは、責任を持って、まず周知を

すると。業者さんにしっかり知っていただくと。これは大事なことやないかと

思います。そういうことを、商工会の方も不在のところを、業者の人が帰って

くるまで待っていて、一々説明するって、そういうことは不可能に近いと思い

ますけれども、そういうことのＰＲというのは、もう少ししっかりしていただ

かないと、住民不在になってしまうんではないかと、私は考えます。 

先ほど、町長も述べられましたけれども、現時点の消費税５％であっても、

その商売をやっているなかで、消費税負けよ、なんやそんもん取るんかって、
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本当もう辛辣な言葉で、その業者間の取引とか、私たちですと、施主さん、建

築業なんですけど、そういう方との、そういうやり取り、現実にございます。

本当に厳しい状況があるということは、しっかり理解していただきたいと思い

ます。 

そして、先ほど町長も言われましたけど、相談窓口、たくさんございます。

弁護士とか、商工会とか、中小企業庁とか、下請け駆け込み寺というのも、そ

ういうのもつくられて、あるんですけれども、明和町としまして、やっぱり身

近なところに相談窓口があるというのは、すごく大切なことだと思います。商

工会へ入っている方やと、商工会へ相談したりとか、そういうこともあるんで

すけども、そういうことが、なかなかしにくいという方のためにも、役場もそ

ういう駆け込み寺の一つとして、電話いただいたら、そういうところを紹介す

るような、そういう手筈というか、仕組みというのを、取るべきではないかと、

整備をしておくのが当然のことではないかと考えているんですけれども、そう

いう部分に対して、どのようなお考えもたれているか、お聞かせください。 

○議長（北岡 泰）  田邊議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 町として特別な窓口の設置はいまのところ考えはおり

ません。申しますのは、その消費税の仕組みそのものが、非常に商品が動く

たびに、こうということですので、町の職員で正直いって、その対応ができ

るかどうかというのは、ちょっと疑問でありますので、ただ先ほどおっしゃ

っていただきましたように、商工会なり、あるいはこういう相談窓口があり

ますようということだけはですね、全職員に周知をさせていただこうかなと

いうふうには思っておりますが、直接の相談はちょっと非常に難しいという

ふうに思いますので、特別な相談窓口、専門の窓口はちょっと、今のところ

考えておりません。 

○議長（北岡  泰）  答弁が終わりました。再質問ございますか。 

  田邊議員。 

○７番（田邊ひとみ） 直接の相談窓口というと、本当に専門のそういう知識
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をもった人間ということになると、大変負担も大きいかと思いますので、も

しもその連絡があった時に、スムーズにそういうところに中継ができるとか、

仲介ができると、そういう形をしっかりいただいて、せっかく電話をかけた

のに、たらい回しになるとか、話が訳わからんようになるというと、本当に

業者さん、本当に忙しいなかで、そういうことに追われてやられると思いま

すので、そういう部分でスムーズな対応をしていただくように、これは要望

しておきます。 

そして、先ほども言いましたけれども、基本的に消費税反対なんですけれど

も、それへ向けての整備というのは、明和町のほうでもきっちりとやっていた

だいて、国の方策だから仕方ないんやって、そういうような冷たい対応をされ

ないことを、これはこの場で強く求めておきたいと思います。 

続きましての質問を行います。消費税の増税があるかどうか、これは考えな

いといたしましても、現在の社会情勢を見てみますと、先ほどにも言いました

ように、業者の皆さんの経営には大変厳しいものがみられております。景気対

策とか支援対策、これが必要だと考えております。 

そこで、最初の質問のタイトルとしても申し上げました、住宅リフォーム助

成制度、このことについて質問したいと思います。この住宅リフォーム助成制

度に関しましては、過去に２回、一般質問で取り上げさせていただいておりま

す。その都度、個人の財産形成に関わる要素が強いためという理由で、公費投

入は難しいとの答弁いただいておりますけれども、その後、全国各地では新た

にこの助成制度に取り組む自治体が、どんどんと増えていっております。その

ような現状がございます。 

2013年５月８日現在の調査では、562自治体、全国の自治体の約３分の１が

実施をしている。このような状況になってきております。また、皆様ご存じか

と思いますが、隣の松阪市でも、来年４月からの実施を行うと、そのような動

きを見せております。このように各地で、この取り組みが広がっていくという

ことは、それ相応または予想以上の経済効果がみられる。また、住民の皆さん
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からの要求が強い、そう言えるのではないでしょうかと、私は考えております。 

明和町におかれましても、過去の質問もございました。私でもさせてもらい

ましたので、この制度に関しての研究、調査等も進められて、近隣市町また全

国の状況など、情報収集等もされて、検討もされていると考えるのですが、い

かがなものなのでしょうか。そして、公費投入について難しいと、過去に答弁

はいただいておるんですけれども、多くの自治体では、そのことに関しまして、

地域経済を回すということで、経済効果が生まれ、最終的には税収にもつなが

り、還元されていく。そのような考えも持っているようです。 

お伺いをしたいと思います。いまの時点でのこのリフォーム助成制度、これ

に対してのお考えは、どのようなものを持っておられるのか、答弁願います。 

○議長（北岡 泰） 田邊議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 住宅リフォームの関連の助成事業ということは、国交

省の地方公共団体における住宅リフォームにかかる状況調査結果によります

という形で、全国でも1,742自治体のうちの1,485自治体が、何らかの形で、

実はそういうリフォームといわずに、その住宅改修という形の中での助成を

やっているということでございます。 

実はですね、少しばかり趣旨が違うのかもわかりませんが、田邊議員おっし

ゃられるリフォームというのは、いろいろな何ていうんですか、一般的に幅広

くというご意見だろうというふうに理解をしておるんですけれども、私とこと

してはですね、実は防災対策では耐震の住宅耐震補助、それから新エネルギー

については、太陽光の発電のそういった補助、それから、介護保険制度のなか

ではありますけれども、バリアフリーの住宅改修、障害者の方については、地

域の生活支援事業という形の中で、実はそういう制度にあった部分のなかでの、

住宅改修、リフォームといったようなところはですね、実は今もやらさせてい

ただいているというふうに理解をしております。 

田邊議員がおっしゃられる全般的にということになってきますと、正直な話、

事務局のほうでも、いろいろ議論をしているんですけども、限度がないという
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と変なんですけども、際限なく実は広がっていくだろうというふうな思いであ

ります。伊勢市さん、あるいは県内でも多くの市町でやられているんですけれ

ども、いわゆる費用が20万ぐらいで、それに対してということで、最高は５万

とか10万とかというような、そういう形の中で行われているというのは聞かせ

ていただいております。 

それは、一つはやはり国のほうで、昨年、一昨年ぐらいかな、緊急経済対策

で、それを活用してという形の中で、事業実施されたところが、非常に多くて

ですね、従いまして、その担当部局なんかは、商工担当とかですね、そういっ

たところの部分でやられているというのが、実は今の県内の状況だというふう

に思っております。 

その中でですね、我々としても田邊議員おっしゃる、そういった形のものを、

どこまでどんなふうに広げていったらいいのかというのが、正直のところちょ

っと判断がつきにくいというのが、今の現実ですので、正直申し上げまして、

先ほど言いました防災対策とか、あるいはそういう介護の必要な人のリフォー

ムとか、そして、一つこれからちょっと考えていかなければならないと思って

おりますのは、農業集落排水事業等々でですね、いわゆる接続をしていただく、

その方の中でですね、実は入口までは町のほうで面倒みますが、宅内の改造と

いうことについては、お風呂やあるいはトイレのつなぎ込みには、当然いろん

な中身を改修していかなければならんという、そこのところにはですね、やは

り経済的に多少負担のかかる方がみえるのかなということの中ではですね、検

討の余地があるのかなというふうに思っておるところです。 

従いまして、現在のところは、先ほど申し上げましたような形の中で、少し

進めていきたいなと、そのように考えております。 

○議長（北岡  泰）  答弁が終わりました。再質問ございますか。 

田邊議員。 

○７番（田邊ひとみ） 町長答弁いただきまして、町長述べられましたとおり、

耐震とか太陽光とか介護とか、その中では、去年は新設されました、ブロッ
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ク塀除去の補助とか、そういう新しい取り組みも、しっかりされていると。

そういう部分も、私も高く評価したいと考えております。ですけれども、近

隣市町の状況とか、どこまで広がっていく、際限なく広がっていくという部

分、また本当この農集での宅内配管の工事って、前一度私もどっか質問かな

んかで、言わさせてもらったんですけど、そういう部分での負担というのも、

本当これから大きくなっていくので、それは是非とも考えていっていただき

たいと思っております。 

先ほど、町長も言われましたし、私も言っているんですけど、松阪市のリフ

ォーム助成ですけども、これまだ細かな内容というのは、今年度中ぐらいを検

討するということで、業者の皆さんの意見も聞いて、地域の皆さんの意見も聞

いてということで、決めていくというんですけども、概要といたしましては、

松阪市の豪商の町をイメージしたということで、そのなかでも商業の活性化を

目的とする店舗リニューアル、高齢者・障害者福祉を目的としたバリアフリー

改修、過疎地域における空き家対策を目的とした住宅改修、子育て世代への支

援を目的とした改修ということで、本来である、私たちが求める住宅リフォー

ム助成制度とは違う、少し制限のあるというか、そういう形を柱にもっていこ

うというようなことを打ち出されておりますけれども、そういう部分から町長

も言われましたように、リフォーム助成制度というものを広げていくというこ

とも大事なことだと考えております。 

特に、明和と松阪では環境的とか、産業、商業、違いがあります。明和町に

は明和町の個性がございますけれども、そういう部分をしっかりと明和町では、

何が今一番大事なのか、これからの斎宮跡を核にして、いろいろ観光も広げて

いかないかんって、そういう部分も全部含めまして、明和町の発展にとってつ

ながる、そういうような制度づくりというのを、今後ともしっかりと検討して

いっていただきたいと考えております。そういう部分につきまして、先ほども

ちょっと町長も言われましたけれども、そういう商業面とか、その斎宮跡のそ

ういう、これから発展していくこと。そういう部分でのリフォームとか、そう
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いう部分に関してのお考えというのは、少しでもありましたら、聞かせていた

だきたいんですけれども。 

○議長（北岡 泰）  田邊議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 斎宮跡に関連してということでございますけれども、

一つに、これからまだまだ検討の余地はあるんですけれども、参宮街道の整

備という形の中ではですね、いわゆる景観整備という部分の中では、古く残

って、まだ江戸時代の参宮街道のころの面影が残っている、そういう住宅に

対してですね、いわゆる、それを維持していただくために、何らかの対策が

少し考えていかなければならんのかなと、そんなことは思っております。 

高山とか、いろんな歴史的な景観が残っているところについては、逆にそう

いう助成をしながら、いわゆるその景観を保っているという、そういう部分も

あろうかと思いますので、そういったところは、これからちょっと今年から来

年にかけて、調査をやって、そしていわゆる残すべきものは残すような段取り

でいきたいというふうに思っていますので、その時点でまたいろいろと考えさ

せていただきたいなと、そのように思っております。 

○議長（北岡  泰）  答弁が終わりました。再質問ございますか。 

  田邊議員。 

○７番（田邊ひとみ） お答えいただきましたけれども、いろんな方面で、い

ろんな発想で、こういう助成制度というのはつくれていけると思います。そ

して、または弱者救済ということは、これは本当一番大事なことだと思いま

すので、そういう発想、柔らかい頭で、いろいろなものを検討していただき

たいと考えております。 

で、先日来、町内の建築業者さん、小さな業者さんなんですけれども、そう

いう方とお話をしておりますと、景気の低迷等、これからの日本の税金の形、

ＴＰＰの影響もございますけれども、これを考えると、どうしても中小零細起

業にとっては、もう生きるか、死ぬかの選択を迫られるんやないかと、そのよ

うな気分になる、そのようなお話をされております。そんな中で、先ほども言
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っておりますけれども、少しでも安定した経営をしていくため、助成制度を創

設していただくということには、大きな期待をすると、業者の方は言っておら

れます。 

また、そのような制度ができましたら、それをフル活用して、地域に貢献し

ていける会社経営をやっていきたい。そういうふうにもお話をされております。

あと、そのお話の中で出てきましたんですけれども、他の市町、近隣では特に

よく目立つのは、鳥羽市などで行っております、定住支援制度とか、新築祝い

金とか、利子補給制度、また太陽光発電に対する助成等も、もっと町内の業者

を活用して、自分たちを使ってくれ、そういう自分たちが動けるような制度を

つくってくれたら、取り入れてくれたらいいのになという提案をいただいてお

ります。このことに関しましては、また回を改めて私も、まだまだ学習をして

いかなければいけませんので、今回は大きく質問はいたしませんけれども、最

後にこの１点だけ、このような業者さんからの提案に対しまして、明和町長と

しては今どのようにお考えになっているか。現時点でのお考えをお伺いしたい

と思います。 

○議長（北岡 泰）  田邊議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 中小の小規模の事業所さんに対する、その支援という

のをいかにしていくかというのは、これからも一つの行政としての課題だろ

うと、そのように思っております。大きな業者さんは、町の公共の発注事業

についても、それなりの資格を持ち、受注をしていただくという機会、そう

いうものを増やしていくわけでありますが、いわゆるそういう入札に参加を

していただけないというか、それ以下のですね、事業所さんにとってはです

ね、町としてもいろんな機会を通じてですね、いわゆる随意契約とか、いろ

んな形ができるような、そういう手立てというのをですね、現在もやってい

るわけでありますが、もう少し幅広くですね、適応してまいりたいと、その

ように思います。 

そして、鳥羽市さんの例をおっしゃっていただきましたけれども、町として、
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今のところ、人口を呼び込むために、いろんな手立てをするというような考え

方はですね、今のところちょっと持ち合わせておりませんけれども、ある程度、

国とか県のいろんな制度に乗っかったなかでですね、そういう中小企業さんに

反映できるような、そういうものは今後いろいろと研究をしてまいりたいと、

そのように思います。 

○議長（北岡  泰）  答弁が終わりました。再質問ございますか。 

田邊議員。 

○７番（田邊ひとみ） 本当業者の方、建築業だけではないですけど、いろん

な業者の方が、いろいろなことを明和町に対して、期待の声をあげていらっ

しゃいますので、是非とも、本当に柔らかい頭で、いろいろなところへアン

テナを伸ばしていただいて、いろんな対応をチャレンジしていただきたいと

思います。 

日本の情勢自体、本当非常に不安定でございます。社会保障の削減メニュー

なども打ち出されており、先の見えない不安を抱えて日々を過ごしているのは、

自営業の皆さんだけではなくて、明和町にお住まいの多くの皆さんが抱えてい

る不安だと、私は考えております。国の動向、これをしっかり見極めること、

これがまず一番大切でございます。ですけれども、自治体がやるべきこと、こ

れは一人ひとりの生活をしっかりと支えていくまちづくり、そして、町民の皆

さんが平和に暮らせるまちづくり、このことに関して、これは本当に懸命に取

り組んでいただかなければいけないと考えております。そのことを、この場所

で最後にもう一度、強く要望いたしまして、本日の私の質問、終わりにさせて

いただきたいと思います。ありがとうございます。 

○議長（北岡  泰）  以上で、田邊ひとみ議員の一般質問を終わります。 

 

 

○議長（北岡 泰）  お諮りします。議事整理ため、暫時休憩いたしたいと思

いますが、ご異議ございませんか。 
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           （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北岡 泰）  ご異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

  前の時計で35分まで。 

                         （午前  10時  23分）  

 

 

○議長（北岡 泰）  休憩を解きまして、休憩前に引き続き会議を開きます。 

                         （午前  10時  35分） 

 

 

          ２番    江   京 子  議員 

 

○議長（北岡 泰）  ２番通告者は、江京子議員であります。 

  質問項目は、「防災行政無線」の１点であります。 

 江京子議員、登壇願います。 

○２番（江 京子） ２番 江京子。よろしくお願いします。通告に従いまして、

質問させていただきます。東日本大震災が発生して、既に２年半が経ちまし

た。しかし、復興はまだまだ時間のかかる課題です。何としても被災された

人々の元の生活を取り戻さなければなりません。震災が起こるたび、正しい

情報の伝達方法が問題になるところです。防災は市町村が担う主要な任務の

一つで、特に災害時における情報収集や、情報伝達は市町村にとって、必要、

不可欠な責務です。その機関部分を担う都道府県防災通信ネットワークは、

全国的に整備されていますが、通信システムの急速な進化のもと、高度化へ

の対応など克服しなければならない課題が多いのが現状です。 

そこで、お尋ねします。明和町における防災通信システムの現状は、どうな

っているのか、お答えください。 
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○議長（北岡 泰）  江京子議員の質問が終わりました。 

これに対して答弁願います、町長。 

○町長（中井 幸充） 明和町におきます防災通信のネットワークのシステム

についてのご質問をいただきました。この通信システムは大きく分けて、国

との直接による通信システム、そして、県との通信システム、そして、町か

ら住民に対する通信のシステム、この大別すると大きく三つに別れるという

ふうにご理解をいただきたいと思います。 

国との通信システムにつきましては、皆さんもご承知のように、全国瞬時警

報システム、Ｊ―ＡＬＥＲＴというのがございます。これは通信衛星と市町村

の同報系行政無線を利用して、緊急情報を住民に瞬時に伝達をするシステムで

ございます。 

町といたしましては、2009年９月から導入をさせていただいております。併

せまして、専用回線のメールがございまして、これエムネットと申しますが、

これらも市町村に対して一斉に情報が伝達をされます。 

二つ目は、三重県との通信システムでございます。一つは気象とか、そうい

った情報を配信する、気象情報配信システムというのが、実はございます。そ

れとですね、防災行政無線電話というのが、実はございます。これは衛星系、

あるいは地上系、有線系、その３種類がございますが、いわゆる県と市町、そ

して、消防本部あるいは警察、災害拠点の病院、医療機関、国等の防災関係機

関との間においてですね、災害時における迅速な的確な情報の収集を行うため

に、いま設置をされています。 

三点目は、町整備の防災行政無線であります。これは皆様、ご承知のように、

同報系無線としての屋外子局、そして、各家庭に戸別受信機、町内部におきま

しては、移動系無線でございますが、車に登載をしておりますものと携帯用の

無線、そういったものを、今、整備をしております。今、町としての課題はで

すね、実はこの防災行政無線が、平成５年度から整備をしてまいりました。設

置後、もう20年を経過するわけでありますし、新たなデジタル化という課題も
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含めてですね、老朽化対策というのを、これからもう一度改めて考え直してい

かなければならない。今後の通信システムの構築を再検討していかなければな

らない、そういう立場に今、置かれております。 

お話にありましたように、災害時の情報をどのように住民の方に伝えていく

か。そのことは、これからの大きな課題として捉え、対策を練ってまいりたい

と、そのように考えております。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました、江京子議員、再質問ございますか。

江議員。 

○２番（江 京子） 確かに、明和町の行政防災無線の設置は、近隣の市町の

中ではうらやましがられるほどの早い対応でした。特に、各家庭に設置され

た防災無線、戸別受信機は画期的でした。本当に近くの友だちからも無料で

各家庭に全部あるなんて考えられないと思われているぐらい、すごいなと言

われたものでした。 

お聞きします。各家庭に設置されている防災無線、戸別受信機の設置状況、

どのようになっているか、教えてください。また、その種類についても教えて

ください。各家庭に設置されている戸別受信機については、以前の委員会でも、

状況確認を自治会の協力をいただいて、されてはどうかと要望させていただき

ましたが、どうも進んでいないように思います。今後の対策はどのようになっ

ているかお答えください。 

災害時には、情報伝達は地域の住民にとって、必要不可欠で防災無線がきち

んと機能しなくてはいけないのです。この戸別受信機ですが、私自身きちんと

した使い方など知らずにいたのが現実です。ですが、東日本大震災以降、とて

も気になりました。コンセントにつながっているのに、電池はどういう仕組み

をするんだろう。電池が古くなって、ランプが点滅していても気にしないで、

ある時、ふたを開けてみて、腐敗した乾電池を見てびっくりといった住民の方

も多いのではないでしょうか。戸別受信機の不具合の問い合わせの件数、それ

に対しての対応策などについても、お答えください。まずこの３点について、
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お答えください。 

○議長（北岡 泰）  江京子議員の質問に対する答弁、防災企画課長。 

○防災企画課長（中谷 英樹） ３点について、ご質問いただきました。まず

１点目でございます。戸別受信機の設置状況等についてのことでございます

が、当町では防災行政無線戸別受信機の無償貸与を実施しておりまして、平

成25年８月末時点で、登録台数は6,112台となっております。また、内訳とい

たしましては、日立製が5,153台、リズム社時計製が550台、ライジング製と

いうのがございまして109台、この３種類について導入しております。 

次に、戸別受信機の状況確認、以前からのご質問にもございまして、使い方

等をちゃんと周知していってはといったことでご意見等もいただいておったわ

けでございます。現在、戸別受信機の貸与時に、その取扱説明書の配付また解

説等、使い方について行っておるところでございますが、やはりご質問のとお

り、正確に正しく使われていない状況の方もおられます。 

そういったことから、行政チャンネルの明和防災情報とか広報、こういった

もので正しい取り扱いの説明を行っておりますので、また、こういった取り組

みについては、順次、進めさせていただきたいと思います。 

また、戸別受信機の不具合の状況等についてのご質問もございました。ご質

問のなかでございました、電源ランプが赤く点滅するというのは、中に内蔵し

ております乾電池の寿命がきているよといったことを表しておりまして、その

ままにしておきますと、乾電池の液漏れ等で故障の原因となるといったことが

ございます。 

また、放送は問題なく聞こえてもですね、ランプの表示の不具合などで、点

滅する受信機等もございます。特に、問題があるものにつきましては、受信機

を交換するなどで対応しているところでございます。また、平成24年度のこう

いった不具合による交換件数でございますが、年間で51件ございました。以上

でございます。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。 
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再質問ございますか。江議員。 

○２番（江 京子） お聞きしたところによると、一番早く設置された受信機

が5,153台ということで、うちにもある壁にかかっているものだと思います。

やはり、それの使い方というのが、わかっていなくって、電池がなぜってい

うことで、ちょっとお尋ねしたところ、停電になった時に、その電池に切り

変わって、防災無線が聞けるようになるというのも聞いて、なるほどなとい

うふうな形で納得したわけです。 

後、新しい機種が、一番新しいのが109台ということですが、私も新しい機

械がどんなのかなというのは知らなくって、教えてもらったところ、コンセン

トを抜いて移動して持っていけて、なおかつラジオが付いているものになって

いるということで、それがいいなあと、私も思ったわけなんですが、そういう

ことも、もうちょっと住民さんに周知していただけたらなと思います。 

一番多く設置している壁に設置型ですと、その部屋にいなくては聞こえない。

それで、意外に居間に設置している方が多い中で、うるさいというので、コン

セントを抜いてしまっている家なんかもあったりします。住民さんが情報をも

らうのは、やっぱりこの戸別受信機がすごく大切なものなんだよというのを、

住民さんのほうにも、もっともっと今、課長が言われたように、行政チャンネ

ルとか、そういうのを使って周知していただけたらと思いますので、よろしく

お願いします。 

やはり、この戸別受信機についての状況確認というのを、今一度きちんとし

ていったほうがいいのじゃないかなというのを、いろんなところの災害時につ

いて思うところですので、よろしくお願いします。 

次に防災行政無線の親機について、質問させていただきます。毎年、地元の

祭の録音をしにきていますが、そこでいつも思うことは、失礼ですが、この防

災行政無線の親機、大丈夫かなというふうに思います。先ほど、町長さんもお

答えいただいたように、平成５年に設置して、もう20年そのままの機械という

ことで、よく電気屋さんなんかで言われることは、電気製品の修理用の部品は、
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長くても10年たったら製造が中止されるんやよって、早いものは５年で、もう

修理するより買い変えたほうが安いよと、よく言われるわけです。 

しかし、この防災行政無線の値段というのは、とても高額だというのを聞い

ております。ですけど、やはり災害時においては、この親機が基になるわけで

すので、何としても計画を立てて、できれば入れ替えてほしいなというのが、

私の希望ですが、町長さんはそこら辺のお考えはどう持ってみえるのか、お聞

かせください。 

○議長（北岡 泰）  江京子議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 防災行政無線を取り替えたらどうかというご指摘でご

ざいました。先ほど申し上げましたように、平成５年に設置、整備をしてき

たところであります。一度、平成12年に一部の部品の取り替えを、実は行っ

て現在に至っておるわけでありますけれども、耐用年数そのものは先ほどご

指摘ありましたように、電気製品、約10年ぐらいかなというふうな思いでご

ざいます。 

平成13年にですね、実はデジタル化という話、防災行政無線のデジタル化と

いうのも、実は認められておりまして、今日的な対応ということになれば、デ

ジタル化というのを、やっていかなければならないのかなと、そのように実は

考えておりますが、しかしながら、実は私ども今まで戸別受信システムという

こととか、屋外子局を設置をしてきたという状況がございます。これを全部ア

ナログでやっておりますので、総て取替えやなあかんという話に、相成ってき

ますと、デジタル化をするためには、大体ざっと７億円程度の費用がかかると

いうふうに、実は今、言われております。 

従いまして、我々としてはアナログとですね、今の機械と、そてし、これか

らのデジタル化に対応していくような、両方との方式を取り入れていくべきか

なというふうな思いで、ちょっと検討をさせていただいております。総てを取

り替えるという形になってきますと、もう一回新たに一からやり直さなければ

ならないという、そういう思いでございますので、我々としては、デジタル方
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式とアナログ方式、これを併用した形で、しばらく続けていきたいと。そのな

かで最終的にデジタル化等々に、いい補助金があれば、それに伴って対応策を

考えていきたいと、そのように考えております。  

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。 

再質問はございますか、江議員。 

○２番（江 京子） 確かに今の明和町の現状をみますと、せっかく去年も屋

外の装置も、新しく設置してもらった部分もありますし、とても莫大な費用

がかかるのもわかります。しばらくアナログとデジタルと併用してというよ

うなお考えなのも、よくわかりますので、これからもよろしくお願いします。 

しかし、以前の1995年の１月に発生した阪神淡路大震災でも、兵庫県の衛星

通信が、地震発生６時間、消防行政無線は14時間停止、とても防災の活動にも

大きな問題を起しておりました。また、新潟の中越地震では、新潟県の防災行

政無線の機能が停止して、旧古志郡の山古志村の土砂崩れなどの状況が全くつ

かめないというような状況も発生しました。 

また、2011年３月11日に発生した東日本大震災では、とても強い地震の揺れ

と、太平洋沿岸に発生した大津波によって、通信網や基地局が寸断されて、と

ても長い時間の通信の断絶が起こったようなわけです。そういった中での、地

域の伝達になる防災無線などの防災通信ネットワークは、災害対策上、基幹的

通信であることが、改めて認識されるものではなかったかと思います。 

明和町でも、海岸を有した町ですので、津波に対しての取り組みが急がれて

います。東日本大震災では、災害用の伝言ダイヤルや、171や、ツィッターな

ど、多様な情報伝達手段が、家庭や職場等の連絡手段として、重要な役割を果

たしたわけです。このような情報手段の活用の検討を進めるとともに、さまざ

まな情報が飛び交う中で、正確な情報の受発信を行うためにも、情報活用能力

を高めることが重要に思われています。 

そういったソーシャルネットワークに対するお考えは、どのように持ってみ

えるのか、お聞かせください。 
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○議長（北岡 泰）  江議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 大規模な災害が発生した場合の取り組みということで

ございますが、ご案内のように、災害が発生すると必然的にいろんなところ

からの電話が、安否確認のための電話が集中するというのは、ご案内のとお

りでありまて、そのためには電話とか、通信会社が意識的にダウンさせると

いう、集中してパンクしてしまうといけないのでということで、そういうこ

ともあって、なかなかつながらないというのが現状かなというふうに思って

おります。やはり東日本の時は、平常時の大体50倍から60倍ぐらいの電話が

殺到したという、そういう中身の中で、長時間つながらなかったという、そ

ういう状況が実はございました。 

しかしながら、家族や知人が安否確認をやるためにということの中で考えら

れたのが、災害用伝言サービスというふうに聞いておりますし、それらをやは

りもっと実は普及というと変なんですけれども、こういった場合にはこうなん

ですよということを、やはりもっと多く町民の方にですね、知らしめていく必

要があるのかなというふうに思います。 

現在では、災害用の伝言板ということで、パソコンとか、それからスマート

フォンとか、そういった機器を使いながらもできるという、そういうものも各

通信社等々が用意をしてございますので、我々としては、災害時のそういった

部分については、まずそういった各社の通信網を利用していただいて、やって

いただく、そういうＰＲをまずしていかなければならないのかなと、そんなよ

うなことを思っておるところであります。 

ただ、それにしてもですね、いわゆる電源という問題が、必ず実はひっかか

ってきます。先ほどの防災行政無線も同じですが、電池が切れれば、その時点

で通信が途絶えていくという形ですし、携帯電話もしかりでありますので、

我々としては、それに代わるものとして、どういう災害情報、災害のものを住

民の方に伝えていくか。そのことの研究をきちっとやっていかなければならな

いというふうに思います。 
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東日本の例でいきますと、やはり広報車なり、あるいは避難所へのいろいろ

な情報伝達、そういったものも、やはり系統的に、やっぱりやっていく、そう

いうシステムをですね、やっぱりきちっと考えていかなきゃならないというふ

うに思っております。今まだ、いわゆる機器が正常に動くということを前提に、

いろいろ話をしておりますけれども、それがまったく電源等が途絶えた時に、

どするかというところにまでは、まだちょっと踏み込んでおりませんので、そ

ういった点も踏まえてですね、これからまだ災害に対する情報伝達のあり方、

そのものについて、もっともっと研究してまいりたいと、そのように考えてお

ります。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。 

再質問ございますか、江京子議員。 

○２番（江 京子） 電源が途絶えた時、人々は本当に混乱して、パニックに

陥ると思っております。今、災害用伝言ダイヤル１７１、体験週間中という

のが、ラジオでよく流れております。私も一度やってみました。普通の正常

な神経の時には、向こうから流れる音声を聞きながらできるというふうに思

いました。自分でもやってみて。 

でも、これがパニック時や、そういう精神的にパニックの状態の時に、はた

してうまく使えるのかなというのも、何回かやってみて、これも一つの訓練な

んかなというふうに思うようなところがありました。また、今、若い人たちに

よくお聞きしましたら、意外にも車のシュガレットのところで充電するような

機器を自分で購入していたり、また手動式のラジオとライトとなんかすごく音

が出る。自分の居場所を知らせるような音がでるような、グルグルまわしなが

らするラジオというのも持っている方が、この間、防災・減災を考える会とい

う講習をさせてもらった時にも、持ってくる若い方が多くみえましたので、意

外に若い人たちも、そういう災害時に対しての意識というのは高まってきてい

るのかなというのを感じたところでした。 

また、ちょっと調べたところによりますと、国土交通省では、防災まちづく
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りの支援事業の中に、災害情報の提供、災害時の情報伝達手段の充実、防災行

政無線の整備、デジタル化の推進、防災用広域カメラ設置のメニューがあるよ

うです。 

三重県尾鷲市では、防災情報発信システムの構築等による、情報伝達の多重

化に取り組んでいると聞きましたので、ちょっとお聞きしに行ってきました。

その中では、やはり明和町と尾鷲では、丸きり地形も違いますし、とらえ方も

違うのもわかるんですが、やはり、今いろんなところで被災した方のお話を聞

くと、今の情報は一方通行で、自分たちが受け身、すべて受け身で捉える情報、

そうするとものすごく不安になって、自分たちの今の状況を発信する手立てが

ないということで、尾鷲のほうでは放送を、防災無線のエリアワンセグで発信

する、音声・文字・映像情報というのに取り組んでいると聞いてきました。 

本当にこちらの映像が、いま大丈夫です、生きています、けが人がいますと

いうような情報が映像で映るというのは、対策本部にとっても、とても有効な

時間のロスのない、いい部分だと思います。そういう部分は住民の安心できる、

情報発信システムの構築は必要だと思うんですが、町長は明和町の状況の中で、

どういう考えをされているか、お聞かせください。 

○議長（北岡 泰）  江議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 江議員のほうが尾鷲市の状況を視察をされて、先ほど、

お言葉にもちょっとございましたように、明和町と尾鷲市とは立地条件等々、

非常に異なる部分があろうかと思います。尾鷲市さんの取り組まれた、この

システムにつきましては、土砂災害ということを前提に、そして、集落が孤

立するということをしてはいかんという、そういうことを前提に、このシス

テムを構築されたというふうにお聞きをしております。 

従いまして、たぶん土砂災害で道路が寸断された、孤立する集落、そことい

わゆる災害対策本部とのやり取り、それが可能になるようにという形の中での、

ライブカメラとか、ＩＰ電話とか、それから、先ほどおっしゃったエリアワン

セグというような形の中で、映像も送受信できるという、そういうシステムを
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購入されて取り組まれているというふうに、私もお聞かせをいただいておりま

す。 

それを即ですね、明和町に置き換えて対策がとれるかというと、ちょっと、

そこまでですね、正直なところ明和町で孤立するような集落があるのか、ない

のかとか、そういうようなことを考えますと、少し尾鷲市さんとの状況は違う

のかなと、そのようには思います。しかしですね、実は今、明和町の場合も一

応国交省さんのほうにお世話になってですね、海岸の部分につきましては、津

波ということもありますので、ライブカメラが５台、それぞれ設置をしてござ

いますし、台風の時とか、あるいは高潮とか、そういった時にもですね、映像

でその状況を確認できるという、そういうシステムの導入をしております。 

しかしながら、それだけで満足かというと、そうではありませんので、いろ

んな形の中でですね、通信機器を使って、総体的に情報収集、あるいは情報伝

達ができるようなシステムというのを、先ほども申し上げましたけれども、考

えていかなければならんのかなと、そのように思っております。 

正直に申し上げまして、それぞれの地形とか、あるいは災害の発生の度合い

とか、そういうようなところを勘案しながら、我々としては取り組んでまいり

たいと、そのように考えております。 

○議長（北岡 泰）  答弁終わりました。 

再質問ございますか、江議員。 

○２番（江 京子） やっぱりいろんな情報は、一方通行ではいけないと思い

ます。送受信できるような、いいシステムがあれば、それに、また取り組ん

でほしいと思います。私もこの間、櫛田の国交省の事務所にお邪魔して、海

岸線に設置されているカメラの映像を見せていただきました。その海岸の状

態が本当に克明に見れて、もし津波がきても、その場に行かなくても、もう

危ないというのがわかるような画像が、瞬時に映っていくのを見せていただ

きました。やっぱり、東日本大震災の時も、消防に従事する方々が、そのた

めにたくさんの命を失ったということもありますので、明和町も海岸線があ
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りますので、その点もまた考えていってほしいと思いますので、よろしくお

願いします。 

次に、屋外拡声子局の状況について、お尋ねします。災害が発生した時、多

くの人は、どこで被災するかわかりません。今の明和町の屋外拡声子局は、近

くはうるさくて、遠くは聞こえにくいと言われています。音達距離も200ｍか

ら300ｍということで、去年も３基、新しく追加していただいたわけです。東

日本大震災の教訓からも開発された、従来よりも音達距離も長く、明瞭に聞こ

えるスピーカーが、今できているのを見せていただきました。 

それは遠くもはっきり聞こえて、近くには優しくてといったものだそうです。

2007年３月25日に発生した能登半島の地震では、屋外拡声子局の放送がありな

がら、音声が悪く住民に的確な災害情報が届かなかったという状態もありまし

た。明和町は平野ではありますが、住民がどこにいても、正しい状況が聞ける

ような計画を立てていってほしいと思います。 

ところで、今年８月８日、４時56分に緊急地震速報が流れました。私は伊勢

にいましたが、屋内でしたので、みなそれぞれの携帯から、なんか嫌な音が流

れるなって、なんか久しぶりの嫌な音だなと思いましたら、緊急地震速報が流

れておりました。 

その時、やはり何もできないで、なんか揺れるのを待っているような自分を、

全然訓練できてないわって反省したわけだったんですが、携帯テレビでは速報

が流れたんですが、その時の明和町の防災無線はどのように機能していたのか

教えてください。近隣の人たちにお聞きしても、みな余り覚えていないとの返

事が多く、どのように対応されたのかお聞かせください。 

○議長（北岡 泰）  江議員の再質問に対する答弁、防災企画課長。 

○防災企画課長（中谷 英樹） 失礼します。８月８日の和歌山県北部を震源

といたします地震に関する緊急地震速報ということで、明和町のＪ―ＡＬＥ

ＲＴが正常に機能していたかというご質問でございます。８月８日の４時56

分ごろでございましたが、先ほど申しました、震源とする地震に関する緊急
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地震速報につきましては、当町のＪ―ＡＬＥＲＴ、正常に、結論から申しま

すと機能いたしました。 

緊急地震速報と申しますのは、震度５弱以上の地震が起きて、震度４以上の

揺れが届く地域に、情報が送信されるわけでございます。当町のＪ―ＡＬＥＲ

Ｔは４時55分59秒に、速報を受信しましたが、三重県の地域は既に地震が到達

したと思われる地域であったため、自動機動はされず、放送はされなかったと

いうことでございます。この一連の流れは正常な動作でございまして、県内の

ほとんどの市町では、同様の状況にございました。 

逆に、先ほどのご質問の中にもございましたとおり、携帯電話あるいはテレ

ビ等での緊急地震速報、これはちょっとまた対応が異なってまいります。携帯

電話等の通信業者に送信されました情報につきましては、地震の揺れが到達し

ている地域かどうかといった判断はいたしません。ですので、震度４以上の揺

れを想定する地域に対して、一斉にメール送信等をされますので、揺れが到達

しとる、しとらんということではなしに、一斉送信のなかで、それぞれの携帯

電話等に、そういった情報が配信されるというシステムでございます。 

そういったことからですね、Ｊ―ＡＬＥＲＴ、それとそういった通信業者の

エリアメール等は、いろいろな形の中で異なった対応をとっておるということ

で、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。 

  再質問ございますか、江議員。 

○２番（江 京子） そういう仕組みになっているのなら、本当に自分たちの

持っている端末受信機で、そういうふうないろんな情報が受けれるというの

で、住民さんも、なぜ町のが動かないのかなというふうに、不思議に思われ

て、結構お電話をいただいたわけなのでお聞きしました。 

携帯の情報、端末分野の成長はとてもスピードが早くて、驚くばかりです。

９月５日の日本経済新聞によれば、韓国サムスン電子が、４日、腕時計タイプ

の携帯情報端末を、25日から欧州などで発売すると発表しました。日本と米国
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は10月にも販売するというような情報でした。消費者が身につける、エアライ

ブ端末は、スマートフォンに次ぐ、携帯端末とも言われています。この新型端

末は腕に巻き付けた状態で通話、1.63インチの画面でメールを表示できるとい

ったもので、カメラやスピーカーなどを備えた、スマホの基本的な機能も持っ

ていると言われています。 

今後、何年か先、本当にいろんな情報が瞬時に自分、個人にくるような状況

になってくると思います。明和町でも、これから情報を得るためにいろんな手

段を考えてほしいと思いますが、最後に、行政防災無線、全体に関しての町長

のこれからの取り組みについて、お聞かせ願いたいと思いますので、お願いし

ます。 

○議長（北岡 泰）  江議員の再質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 防災行政無線全体につきましては、まずは我々が今、

使用しております無線自体、これは先ほども答弁申し上げましたように、デ

ジタル化、そういったものも含めてですね、何とか突発的な災害に対応でき

るように、早急な対応策というのを考えてまいりたいと、そのように思うと

ころであります。また、電源がダウンした時にどうするかという、そういう

部分もございます。災害時はご案内のように、東日本の場合でも長期間、電

力が供給されません。 

従いまして、その場合の対応策というのを、どのように構築していくか。そ

れも一つの課題でありますし、直下型の地震であれば、我々の機器そのものも

ですね、使えるのかどうかというような、そういう状況にもありますので、第

２、第３のですね、いわゆる情報伝達手段というのも考えていかなければなら

ないと、そのように思います。 

例えばですね、災害時のＦＭ放送というのなんかもですね、一つこれから視

野に入れていかないかんのかな、そのように思います。ＦＭ放送であれば、車

のラジオで聞けるという、そういう状況がありますので、それも情報伝達手段

の一つかなというふうな思いであります。 
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従いまして、我々はですね、あくまでも災害時における町民の皆さんの生

命・財産を守るためにですね、いろんな情報を的確に住民の方に伝えていく、

そのあり方というのはですね、単に防災行政無線だけではなしに、さまざまな

角度でこれからも研究をしていかなければならないと、そのように思っており

ます。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。 

江議員、再質問ございますか。江議員。 

○２番（江 京子） これから明和町のそういう情報システムに対しては、い

ろいろ課題もお金もかかっていくことと思いますが、これから住民の人々が

安心して情報が受けられる環境づくりをお願いして、質問を終わりたいと思

います。ありがとうございました。 

○議長（北岡 泰） 以上で、江京子議員の一般質問を終わります。 

 

 

          ３番    松 本  忍  議員 

 

○議長（北岡 泰）  ３番通告者は、松本忍議員であります。 

  質問項目は、「学校教育について」 

「高齢者支援サービスについて」の２点であります。 

 松本忍議員、登壇願います。 

○３番（松本 忍） ただいま議長から登壇のお許しをいただきましたので、

一般質問をさせていただきます。最初に、これからの将来を担っていく子ど

もたちの教育について、質問をさせていただきます。まず、学校教育につい

ての環境についてですが、１点目は、学校教育施設の維持管理について、お

伺いします。 

明和町には、六つの小学校がありますが、まず学校の顔である校舎について、

建設してから現在まで、外壁の塗装等、メンテナンスはどのように行われてい
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るのか。また、その整備についての計画を持っているのかを、教えてください。 

○議長（北岡 泰） 松本忍議員の質問が終わりました。 

これに対して答弁願います。教育長。 

○教育長（西岡 惠三） 先ほど松本議員から小学校校舎の維持管理状況また

は今までのメンテナンスはどのようにしているかという質問でございました。

ご存じのように、町内６つの小学校がございます。校舎建設年度から言いま

すと、大淀小学校が一番古く、昭和39年。その他の学校については、昭和50

年代に順次建設されまして、一番新しい下御糸小学校では、昭和61年という

状況でございます。 

  現在までの間に、校舎のメンテナンスで、どのようにしてきたかということ

ですけれども、大きなものを申しますと、一番古い大淀小学校では、61年には

廊下、トイレ等の内装の大規模改修。下御糸小、修正小以外の４校については、

平成10年から平成16年にかけて、校舎の耐震工事、それからバリアフリーの改

修工事を施してまいりました。 

下御糸小学校、修正小学校は、耐震工事年度より以後で建ててありますので、

耐震工事はされておりませんでしたが、下御糸小については、内装について、

教室の廊下側の仕切りですけれども、それは全部取り替えてしましたし、修正

小には屋上の雨漏りがございましたので、屋上の防水工事等々、施してまいっ

ております。 

このように、各校の実情に応じて校舎のメンテナンスを図ってまいってきた

わけですけれども、しかし、大淀小学校は50年、それから他の５校でも、建設

から30年以上という、経ってきているということです。外観、塗装等について

も、なかなか老朽化が目立っているというのもみられます。 

中でも、ある学校においては、塗装がもうはげてきているじゃないかという

指摘も受けておりますので、これから何らかの対策を計画的に講じていかなけ

ればならないというふうに考えているところでございます。私どもしては、中

学校の建設を第一に、今、考えておりまして、大淀小学校の改築移転等々、目
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途を付けながら、他の小学校の大中規模の改修の計画を検討していかなければ

ならないというふうに思っております。 

これからも皆さんのご支援をいただきながら、この計画を遂行するためにも、

よろしくお願いしたいというふうに思います。以上です。 

○議長（北岡 泰） 答弁が終わりました。 

  松本議員、再質問ございますか。 

○３番（松本 忍） ありがとうございます。それでは、教育長、先ほどです

ね、現状も十分把握しておいてもろてますようですから、計画的に、具体的

に、これから事業を実施に向けて、お願いしていきたいと思います。 

それで、今回、小学校だけについて質問を行いましたが、幼稚園・保育所に

つきましても、同様だと思います。よろしく計画を進めていただいて、計画的

に進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

次に、小学校の運動場にかわりますが、同様整備されてから、どのように維

持工事がされていたのか、経過と現在どのような管理を行っているか、教えて

ください。 

○議長（北岡 泰） 松本議員の質問に対する答弁、教育長。 

○教育長（西岡 惠三） 運動場につきましても、その都度、その都度、実施

して、悪いところを、できるだけ直していくというような方向をとっており

ます。現在は、上御糸小学校は、前年、改修をいたしました。そのほかにも、

今、明星小学校でも中規模改修といいますか、側溝の整備と表面整備を施し

たところでございます、19年です。 

そのようにして、各学校でここが問題であるというところについては、その

都度メンテナンスを施してきているというような状況であります。一般的には、

普段の整備ということは、学校の管理下においてありますので、その分の維持

管理の経費は、各学校でみています。砂などの購入とか、土の購入とか、そう

いうものについての日常の維持管理については、学校管理課で行っていただい

ていくというのが原則でございます。 
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現実的に修理ということでございますけれども、一定の授業に使用するのに、

差し支えないような整備をしていくというのが、一つの原則でございます。こ

の間の雨の後、校長会を開きまして、今年この昼から運動場を使えるかと言っ

たら、十分使えますということで、体育の時間であれば、その使用ができると

いうような状況も聞いておりましたので、現在では、そのことについては、こ

ちらのほうには問題的なものはあがってきておりません。 

ところが、中には小石が出てきたとか、そういうことがございますので、ま

た、そのことについても、各学校の実情に応じて、整備をしていきたいという

ふうに思っています。以上です。 

○議長（北岡 泰） 答弁が終わりました。 

再質問ございますか、松本議員。 

○３番（松本 忍） 先ほど教育長のほうから部分的な工事はした、それと面

的な工事をしたということお聞きましたけど、実際、私も各学校のグラウン

ド整備と関わらせていただいてもろたこともありますけども、私の知る限り、

斎宮小学校はあそこは全部基盤ですね。基盤を成形して、10cmの良質土を置

いて、それはある程度完成されたものだと思います。 

私も、日頃より使用して、スポーツ少年団活動等で使用している、明星小学

校につきましては、部分的に校舎側の10ｍだけ、表面を５cm入れ替えただけで

す。校舎側の側溝も入れましたけども、現在、グラウンドの東側につきまして

は、まだです。私もスポーツ少年団で使用した後、トンボというもので表面を

かいて、ならして補修するわけなんですけれども、その時に、するたんびに小

石が出てきて、それでまたひどいところでは、昔の体育館の跡とか、そういう

構造物などのコンクリートも出てくるようなところがあります。 

せめてですね、ほかの小学校で、大淀小学校でも、その他の小学校でも、表

面的にはきれいかもわかりませんけども、そういうとこが多くあると思います

ので、これから、これも計画を立てて、せめて斎宮小学校程度の整備はしてい

ただきたいと思いますんやけど、教育長のお考えを、答弁をお願いします。 
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○議長（北岡 泰） 松本議員の質問に対する答弁、教育長。 

○教育長（西岡 惠三） 我々としては、体育の時間、授業、授業で使ってい

く運動場の整備というのを原則にしております。石ころが出てきているとい

うことも、聞かせてもらう中で、抜本的な工事をしていくと、中途半端にし

てしまうと、どうしてもいけませんので、やるからには抜本的に、ある程度

のきちっとした整備をしていきたいというふうに思っています。それには計

画的にしなければなりませんので、その点について、また検討をさせていた

だきたいというふうに思っています。以上です。 

○議長（北岡 泰） 答弁が終わりました。 

再質問ございますか、松本議員。 

○３番（松本 忍） 今までのやり方では抜本的な工事というのは、本当にや

ってないと思いますんですよ。これから計画を立てて、抜本的に各小学校と

も同じように、使いやすい、いいグラウンドにしていただきたいと思います。

それでですね、もう一つ先ほど、土・砂の関係、各小学校にお任せして、補

充等してあると、教育長言われていましたよね。ですけども、私、以前、小

学校にですね、スポーツ少年団の運動の関係で、山砂を買ってくださいとい

うことを一遍お願いしたことがあるんですよ。そうしたら、もう校舎内のワ

ックスを買うだけで、もう予算がいっぱいで、学校ではなかなか買えないと

いうような返答が返ってきたんです。これ小学校のグラウンドですね、学校

だけではなく、社会体育でも皆さん利用しているんですから、それはそれで、

状況を見極めた上で、教育委員会で予算をもって、それぐらいことは配慮し

て、無くなったな、あそこへ入れてあげようかということをしていただいた

らいいと思うんですが、どうでしょうか。 

○議長（北岡 泰） 松本議員の再質問に対する答弁、教育長。 

○教育長（西岡 惠三） そのことについても、検討していきたいというふう

に思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（北岡 泰） 答弁が終わりました。 



 58

再質問ございますか。松本議員。 

○３番（松本 忍） それでは、すいません。よろしくお願いします。 

それでは、次に２点目に入りますが、先般、小学校６年生、中学校３年生を

対象にした全国の統一学力テストの結果が報道され、小学校は国語と算数、中

学校は国語と数学が行われました。それで、三重県は47都道府県中43位であり

ました。三重県全体の平均点ではありますが、このことにつきまして、教育長

はどのようお考えですか、お伺いします。 

○議長（北岡 泰） 松本議員の質問に対する答弁、教育長。 

○教育長（西岡 惠三） 今回の全国学力状況調査は、すべての小中学校、中

学校は３年生、小学校は６年生で実施されました。その結果が、８月末に全

国一斉に発表されたわけでありますが、それについての感想を述べよという

ことでございますけど、三重県の結果につきましては、新聞報道でみなさん

ご存じのことと思います。一部の新聞では、都道府県別の順位が出てきてい

ます。以前はほとんどの新聞が出ていったんですけども、私の調べたところ

では１社ぐらいでしか、順位は載っていなかったように思いますが、示され

ました。 

三重県が、議員が言われるように、43位というような位置にありました。昨

年、抽出校の調査がありました時にも、あまりこれと変化がございませんでし

て、県民の皆さんが心配される結果と、今年もなっております。このことにつ

いて、私がどう考えているかということでございますが、憂慮しているという

ことは事実です。この結果だけで、一喜一憂とするべきことではないとも思っ

ております。調査すれば、その結果を求められるのが、世の常なんでございま

すが、学校教育の結果は、一人ひとりの人生の中でどう活かされるか、どう生

きたかにつながるものと、私は思っております。 

生きる力の源になる教育を大切にしたいというふうに思っているところでご

ざいます。全国のいわゆる学習状況調査をみますと、各県の結果は、平均点の

プラスマイナス５点以内におさまっている。全国47都道府県が。というのが今
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年の特徴でございました。このことは、日本の国の教育が本当に統一されてい

るということを示しているんではないかというふうに思っています。各県とも

そんなに差異はないという思いです。文部科学省から出ています学習指導要領

で、各学校は学習内容が統一されております。それの検定に通った教科書を使

用しています。日常の学習がそのように進められている結果、そのような国の

成績が５ポイント以内、上下５ポイント以内におさまってきているのではない

か。 

それを、０コンマ何ポイントの差で、順位を付けていくということ自体が、

やはり無意味なんじゃないかというふうに思っております。しかしながら、本

県または明和町において、学力向上への取り組みは、本当に子どもたちの生き

る力の源として地道に続けていかなければなりません。三重県では、昨年の結

果から、知事が号令をかけまして、５年以内に上位にいく成績を上げるために、

頑張れというような言い方もありまして、学力向上の県民運動を昨年から進め

ているところでございます。 

本町におきましても、学力向上推進委員会を発足させて、結果を分析し、本

町の各校の課題克服に向け、取り組んでいるところでございます。学校教育の

中では、授業改善の方法、授業内容についての改善、または教師の資質の向上

における研修等々についても、十分にしているところでございますし、また、

保護者の皆さんにお願いしながら、学力状況調査の中で、三重県で弱いところ

というのが出てきております。家庭教育の時間が少ないというのも一つでした

ので、家での家庭教育の充実、それから、読書の推進等について、家庭教育の

手引きというものを、各学校で出していただきまして、進めていっていただく

という取り組みを推進しているところでございます。 

また、本町においては、数年前から教研式標準学力検査、ＣＲＴ２というの

を、小学校２年生から中学校２年生までで実施をしまして、学習の定着度を確

認し、子どもたち一人ひとりが持っている強み、弱み、それから学校全体の課

題を見つけて、克服に向け日々実践の中で、取り組んでいる次第でございます。



 60

このＣＲＴ２の結果については、委員会、全協のほうでも報告をさせていただ

いたところでございます。このように、いろいろな形で地道に積み上げていく

ことが、やっぱり成績をアップするのではないか、そのように思っています。

だから、結果だけを重視していくということについては、少々私としては疑問

を持っておるところでございます。これからも、その子どもたちの、本当に基

礎学力や向上に向けて、やはり日々実践として培っていきたいというふうに思

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（北岡 泰） 答弁が終わりました。 

再質問ございますか、松本議員。 

○３番（松本 忍） 教育長の持論もいろいろありますでしょうし、それも尊

重していきたいと思います。それでは、こういうこともあるということを聞

いていただきたいんですけども、静岡県のことなんですけども、全国で29位

でしたよね。その中で、小学校国語Ａが全国最下位になったと。その中で、

試験を受けるのは子どもだが責任は先生にある。校長名を公表しようという

ことで、全512校のうちの、下位100校の校長名を公表することを、知事が意

向を示したと。これそのことに対して、それがいいか悪いか、それちょっと

私も疑問に思う点もございます。 

でも、そういうことも考えてやっている県もあると、方もみえるということ

を、教育長としては知っておいていただきたいと思います。 

それから、先日ですね、マスコミでこれからの教育ということで、反転教育

というのが紹介されていました。まずそれというのは、学校の授業を前もって

ビデオで家庭で学習し、その後、学校の授業でわからないところや疑問に思っ

たところを先生に聞き復習し、理解をして進めていくということが、反転教育

と言われています。変化の激しいこれからの世界を生き抜くためには、これぐ

らい改革的な授業を取り入れたほうがいいのではないかとは思いますが、どう

でしょうか、教育長、答弁をお願いします。 

○議長（北岡 泰） 松本議員の質問に対する答弁、教育長。 
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○教育長（西岡 惠三） 松本議員から反転教育という教育の方法というもの

を聞かされました。私、今まで聞いたことがないんです。その反転教育がど

んなものであるかを聞いたことがないんです。この間、学校へ行って、反転

教育って知っておる先生おるかというたら、誰も知らんだんです。この間の

校長会で、校長にも聞きましたけども、反転教育て、どういう教育なんかと

いうことを聞かせてもらいましたけど、まだ誰も知っておりませんでした。 

それで、反転教育の導入についてあるかということですけど、今、松本議員

がおっしゃられたように、基礎の理解は家庭で、家庭学習で。それから、もっ

と学校の授業は体験的、演習的に、また、子どもたち同士の議論のなかで積み

上げていくというのが反転教育、今まで講義式で基礎学力、基礎的なものを授

業で教えていました。それを、そういう基礎は、ＩＴＣというんですけども、

情報の通信システムのタブレットの端末を使って、そういうのは家庭でやる。 

そして、学校では、それを次に疑問を抱いたようなことやとか、これを発展

的に授業では演習的にやっていく、そして、討論させると。そういうシステム

で反転というんか、反対との転ずるという、授業の展開であったと思います。

そのタブレット端末やとか、いろんな形を使うというのはなくて、その考え方

というものは、反転教育の考えというものは、もう昔からあったと、私は思っ

ています。 

私が学生のころでしたけれども、教育実習で附属中学校へいったら、教育実

習やったときに、附属中の教官は、我々に授業するときに、生徒は教科書に載

っている、教科書に書いてあることは、みな知っているんやと。その知ってい

ることを基にして授業を組み立てなさいと。それが本当の教育なんやというふ

うに言われたことがあります。我々は学生でしたけども、それに反発をしまし

て、附属中学やからできるんやと、我々は市町村の僻地へいったりとか、一般

の教室へ行ったりとか、・・しなければならない時に、そんなことをできるは

ずがないという言い方を、随分とやったことがあるんですけども、それの考え

方と本当によく似ているんじゃないかなと、私自身はみました。 
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ところが、今のこの反転教育のやり方は、いわゆるＩＴＣ、いわゆる情報通

信を使って、電子黒板を使ったりとか、情報端末機器を使って、そして、それ

でもって子どもたちにやっていくと。今、アメリカとか、今、東大の授業の中

でもそんな形をしているような、大学で随分とそれが発展しとると。 

また、いま中学校でもやられている。それで、端末のものを子どもたちにす

べてに与えながら、それをやっていくというのが、現在のやり方のようでござ

います。松本議員からその質問の反転教育というのだいぶと調べさせてもらい

まして、そういう端末が各家にあるのかないのか、すべての子どもたちにそれ

を与えられる状況があるのかないのか。やはり家庭が、家庭教育のその場面が

あるのかないんか。やはり、この一つの根本的な問題の中には、やはり一人ひ

とりの子どもたちが、学習する、何ていうんですか、学習する速度というもの

は、一人ひとりが違うんだと。そのペースに応じて、学習をしていくのが、本

当のこれからの教育ではないかというのも根底にあるように思っています。 

そうすると、今までの一つの学級の中で、この子は基礎学力のことを学校で

やるとか、いろんな形の格差をつけながら、いま習熟度学習というのも、それ

も一つのやり方やと思っています。反転教育が導入せえというんやけど、いろ

んなその考え方についての授業改善は、たくさん現場でもされていますので、

あえて導入の考えはと言われると、今まさにそのことについては、いろんな考

え方をやっているというふうに思っておりますので、その点、すぐさま導入と

いうことにはならないというふうに思っています。以上です。 

○議長（北岡 泰） 答弁が終わりました。 

再質問ございますか、松本議員。 

○３番（松本 忍） 教育長もね、十分反転教育については、理解のほう、私

さっきの発言聞いて、理解していただいたと思います。一つの手法として。

それでですね、これ私も調べさせていただきましたんやけど、佐賀県の武雄

市なんですけども、来年度ですか、来年度ですね、4,000人の小学生、中学生

にタブレットを貸与して、これから進めていくと。そういうですね、地域も
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ありますんで、それも参考にしてですね、いろいろと研究していただきたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

それとですね、総合計画のほうを読んでいますと、平成23年に作成されたも

のなんですけど、明和中学校、小学校の平均点は、ほぼ全国の中間レベルとう

たわれていますよね。その中でですね、平成20年、21年が平均得点率75％、そ

して、平成27年の目標値は得点率80％というふうに書かれていました。平均点

で５ポイント上げるには、相当大変な努力が、先生方も必要やと思いますけど、

それに対して、いろいろ教育委員会、また学校当局で努力されているとは思い

ますけど、その点につきまして、ちょっと教育長のご意見を伺いたいと思いま

す。 

○議長（北岡 泰） 松本議員の質問に対する答弁、教育長。  

○教育長（西岡 惠三） 到達目標というのは目標として、掲げていきながら、

それに向かって我々は努力するのが、一番だと思っています。それに伴って

いろんな形で教育技術やとか、教育の方法等についての改善はしていかなけ

ればならないときいうふうに思っています。 

現在でも子どもたちの中には、昨年からＩＴＣならＩＴＣで、小学校はすべ

て50インチのテレビ画像が入れてありますし、電子黒板は今年も１台入れて、

各階にいけるように、使用できるような方法もとっておりまして、だんだんそ

の使用が随分できてきておりまして、子どもたちの理解については、随分とあ

ると思います。 

ただ、目標値は目標値として、それに向かって進めていくというのが、我々

としては、最大限な取り組みもしていかなければならないというふうに思って

いますし、できるだけ子どもたちの学力向上に向けて取り組みについては、真

摯に受け止める。今年の結果については、少しまたダウンをしているところも

ありましたので、その点については反省しながら、またＣＲＴの結果で、子ど

もたちをずっと追跡していますので、子どもたちの強み、弱み、各学校のいい

ところ、悪いところ、それから本町で臨んでいかなければならない形も分析し



 64

ながら、これからの、それを克服するための教育の取り組みに尽力をしていき

たいというふうに考えています。以上です。  

○議長（北岡 泰） 答弁が終わりました。 

再質問ございますか、松本議員。 

○３番（松本 忍） それでは、これからですね、また、ＩＴ等も段々いろい

ろ開発されてくると思います。いろんなことを試していただいて、明和町の

生徒の学力向上をめざして頑張っていただきたいと思います。よろしくお願

いします。 

 

 

○議長（北岡 泰）  お諮りします。昼食ため、暫時休憩いたしたいと思いま

すが、ご異議ございませんか。 

           （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（北岡 泰）  ご異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩いたします。 

  １時まで、申し訳ない。 

                         （午前  11時  50分）  

 

 

○議長（北岡 泰）  休憩を解きまして、休憩前に引き続き会議を開きます。 

                         （午後  １時  00分） 

 

 

○議長（北岡 泰） 松本議員。  

○３番（松本 忍） それでは、引き続きまして、次の項目、高齢者支援サー

ビスに移ります。まず１点目、２年前にもお聞きしましたが、現在の実質の

65歳以上の独居老人は何人か。また、70歳以上の高齢者のみの世代は何世帯
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か。それと高齢者福祉に関する町単独事業の利用状況を教えてください。 

○議長（北岡 泰） 松本議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 現在の65歳以上の独居老人は何人かのお尋ねでござい

ます。今年の４月１日現在での65歳以上の独居老人は442人ということでござ

います。平成23年は357人でございましたが、増えておるところでございます。

その中で70歳以上の高齢者のみの世帯は356世帯、平成23年は298世帯でした

ので、これも徐々に増えているところでございます。独居老人、高齢者のみ

の世帯ともども、年々増加しておるという、今の状況でございます。 

町のですね、各単独事業の利用者の状況につきましては、長寿健康課長のほ

うから答弁をさせていただきます。 

○議長（北岡 泰） 長寿健康課長。 

○長寿健康課長（小池 弘紀） 高齢者福祉に関します町単独事業の利用状況

ですが、明和町では軽度生活援助事業、寝たきり老人等紙おむつ券給付事業、

要援護高齢者寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業、一人暮らし老人等緊急装

置貸与事業、高齢者重度心身障害者タクシー料金助成事業、配食サービスの

六つの事業を行っております。 

軽度生活援助事業は、食材の確保や草引きなどの家回りの手入れ、軽微な修

繕等を行うもので、昨年度は、利用者はいませんでした。寝たきり老人等紙お

むつ券給付事業は、在宅で寝たきりの高齢者や認知症で常時オムツを必要とす

る高齢者に対しまして、月額5,000円の紙おむつ券を給付し、家族等の介護の

経済的負担を軽減する事業で、昨年度は10人の利用がございました。 

要援護高齢者寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業は、寝具の洗濯、乾燥及び

消毒を行うもので、昨年度は７人の利用がございました。 

一人暮らし老人等緊急装置貸与事業は、高齢者が非常時に装置のボタンを押

すと、コールセンターにつながり、状況に応じ協力員、親族への連絡、救急車

等の手配を行い、委託事業所からも職員が急行いたします。また、センサーに

よる見守りも行っておりまして、24時間トイレの利用がない場合等は、利用者
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の安否確認を行っております。昨年度は32世帯の利用がございました。 

高齢者重度心身障害者タクシー料金助成事業は、タクシー利用時に一部を補

助する事業で、昨年度は高齢者につきましては、120人の利用がございました。 

配食サービスは、高齢者の低栄養状況を予防改善するために、１日１食です

が、利用者に手渡しで配食し、安否確認も行っております。昨年度は50人の利

用がございました。以上でございます。 

○議長（北岡 泰）  答弁が終わりました。 

再質問ございますか。松本議員。   

○３番（松本 忍） わかりました。それでは、独居老人と高齢者世帯の計で、

平成22年度から現在までの間で、655から、前、聞いたんはその数字です。現

在､818ですから、約25％増えていますわね。にもかかわらず、いろいろ事業

の利用状況をお聞きしましたけども、２年前の答弁にですね、制度のＰＲが

不足している、もう少し広報等にも充実していくと答弁をいただいておりま

す。その後、どのように利用を増進するのに、ＰＲ等していただいたのかお

聞かせ願いたいと思います。  

○議長（北岡 泰）  松本議員の質問に対する答弁、長寿健康課長。 

○長寿健康課長（小池 弘紀） ＰＲ等のことでございますが、要援護高齢者

の寝具類等洗濯乾燥消毒サービス並びに一人暮らし等老人の緊急通報サービ

スにつきましては、広報等に掲載させていただいてＰＲさせていただいたと

ころでございます。 

それで、その他につきましては、毎年、自治会長さんや民生委員さんに事業

の説明等を行っております。また、新たに前回以降につきましては、ケアマネ

とか、町内の介護事業者が集まっております地域連携推進会議というのがござ

いますけども、その中で事業の説明をさせていただきまして、また、昨年度か

ら始まりました、いきいきサロンの中でも、町の方から出向きまして、説明を

させていただいております。 

また、タクシー利用に関しましては、タクシーの運転手のほうから、持って
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いませんかというようなことを言われますので、こんなことを言われましたの

で、もらいにきましたというところもございます。以上でございます。 

○議長（北岡 泰） 答弁が終わりました。 

再質問ございますか、松本議員。   

○３番（松本 忍） わかりました。創意工夫をしてですね、一段と啓発に務

めていただきたいと思います。その中で、２点ほど事業の中でお聞きしたい

と思いますけれども、まず現在ですね、一人暮らしの孤独死というのが、大

変な大きな社会問題になっております。それなのに、一人暮らし老人等緊急

通報装置貸与事業、これがまた22年からですね、現在にかけて、マイナスの

ような利用状況ですね。 

それで、24年にですね、これ確か利用状況ですね、親族が町内に住んでみえ

る方もＯＫになったと。利用のしやすくなったわけですよね。それに対しても、

伸びがないのはですね、ちょっとおかしいんじゃないかなと。本当に啓発が足

らないんじゃないなと思いますんですけども、一つ提案なんですけども、自治

会長さん、民生委員さんだけに頼るのではなく、町独自に、例えば70歳以上、

もしくは75歳以上を、その方々、単身世帯ですね、町独自で調査をしてという

か、直接、町のほうから打診をして、取り付けていく、そのような考え方はな

いのでしょうか、答弁をお願いします。 

○議長（北岡 泰）  松本議員の質問に対する答弁、長寿健康課長。 

○長寿健康課長（小池 弘紀） この高齢者世帯とか、独居老人の実質的な調

査というのは、町のほうでは行っておりませんでして、民生委員さんのほう

で行ってもらっております。そのために、そのリスト自体は明和町のほうへ

は、個人情報の関係でもらっておりませんもんで、実質的な高齢者世帯とか、

独居老人がまだ町としては把握できてない状況でございまして、今後アンケ

ート等を取る際に、調査したいというふうに考えておりますので、町から直

接その対象者に対して連絡ができないというのが現状でございます。 

○議長（北岡 泰） 答弁が終わりました。 
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再質問ございますか、松本議員。   

○３番（松本 忍） すいません。それはですね、民生委員さんから聞いただ

けでなく、当然、町がもしそれ個人情報で無理ならば、民生委員会さんから

のアドバイスを受けて、直接、町が調べなくてはいけないんじゃないんです

か。答弁お願いします。 

○議長（北岡 泰）  答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 担当課長が申しましたように、一応我々としましては、

一応、民生委員さん、あるいは自治会長さん、そういった方々に委ねている

というのが実態であります。一人暮らしの高齢者宅の緊急通報装置について

は、いまセンサーによる24時間の体制を整えております。今までは、近くに

親戚あるいはそういった方がおれば、ちょっとご遠慮いただいておったわけ

でありますけれども、昨年度からですね、ちょっとご指摘をいただきまして、

単独のやはりお一人暮らしということの中では、近くに親戚の方がみえても

設置をしていくということで、ずっと前々ながさしてもらいました。 

平成24年度末には32世帯でしたけれども、現在、そういった形の中で増えて

おりますので、本当に必要な方は、そうやって申し入れをしていただいて、設

置をしておりますので、必要なのかどうかということのいろいろな判断につい

ては、また民生委員さん等々とも、いろいろ接触がございますので、付けてく

ださい、付けましょうといっても、いろいろな設置の条件もありますので、

我々としては今、民生委員さんの一つの見回り活動、あるいはいろんな活動を

通じて、そういうことが必要な人について、民生委員さんのほうからあげてい

ただいて、そして、対応しておるという状況ですので、そういった点でご理解

いただきたいと思います。 

何もかも、じゃあ一人暮らしやったら、全部付けるのかではなしに、やっぱ

し充実した生活という部分も、必要かと思いますので、そこら辺は状況にあわ

せて、我々としては取り組んでまいりたいと、そのように思いますので、よろ

しくご理解いただきたいと思います。 
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○議長（北岡 泰） 答弁が終わりました。 

再質問ございますか、松本議員。   

○３番（松本 忍） 町長の言われることもよくわかるんですけども、やはり

一人暮らしですから、本人が良ければそれでいいんじゃなくて、ある程度の

年齢ですね、75歳とか、そういう年齢に達しては、最低限、町のほうから率

先して付けてくださいというぐらい行動をとってはいいんじゃないかと思い

ますけど、これは私の意見として言っておきます。よくお考えください。 

次の項に変わりますけども、軽度生活支援事業ですが、平成22年度が利用５

人で、現在も使われていないと。当然、ＰＲの問題もありますが、現在の金額

は昼間の料金で、時間当たり150円、それで、現在ですね、利用がないんなら

ですね、その利用料金を下げる、例えば150円やったら、時間当たり50円にす

る。そして、現在いま､65歳以上の単身ということで制限をされていますけど

も、それをですね、単身でもなくですね、当然、昼間家族の方がお勤めになっ

てみえて、それで、お一人で昼は暮らしてみえると、当然、不自由なことが起

こると思うんですよね。そういう方にもですね、利用できるような制度に、拡

充していただいたらどうでしょうか。 

それと、もう一点、軽度生活支援事業に関連しますが、以前も提案させてい

ただきましたけども、安否確認を兼ねたごみの無償玄関回収です。異常気象が

多い昨今ですね、集積場までごみを運んでいくのは大変な作業やと思います。

是非、この事業のほうは実施していただきたいと思うんですけども、これぐら

いのサービスは行ってもいいんじゃないかと思います。答弁よろしくお願いし

ます。 

○議長（北岡 泰）  松本議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） ごみのですね、集積の問題も、私は菊狭間の管理者も

させていただいておりますので、いろいろとご指摘はいただくわけでありま

すが、現在のところはステーション方式で行っております。 

従いまして、個々の家庭の前まで収集車を回すということについては、非常
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に煩雑になってしまうという状況に、今あります。それぞれの自治会で、ごみ

の集積のルールというのを、ルール化していただいております。例えば、何時

から何時までの間に集積へ持ってきてくださいとかいう、そういう状況があり

ますので、非常に松本議員がおっしゃることは、十分理解をしますが、それに

ついては、できたら隣近所の人が、何とか互助の精神で助け船を出していただ

けると、大変ありがたい。次いでに、ごみ集積場へ持っていくんだから、じゃ

あ私が持っていきましょうかという、隣のよしみの、そういう共助のあり方を

ですね、我々ももうちょっとＰＲしていきたいと、そのように思います。 

今のところ、個々に、お気持ちは十分わかりますが、我々の側がですね、そ

こまで取りにいくということは、少し考えてはおりません。 

それから、軽度生活援助の拡大ということで言われまして、今、利用者がな

いということですが、実は町単独のものですね、いろいろなサービスというの

は、要支援というのが実はございます。それから、要支援の下が、ちょっと忘

れましたが、そういったものは介護保険制度の中とか、そういったもので、ほ

とんどカバーがされてきております。 

従って、我々としては、まだそれよりか、いま自立できるけれども、ちょっ

と何ていうんですか、助けが必要という、そういう部分が軽度の制度の中での

運用という形です。呼び掛けとか、そういうのは民生委員さん、あるいは自治

会長さん等々を通じて、いろいろやっておりますが、やはり利用される方がで

すね、まだ自分でやっぱし自立をして、自分で身の回りのことをやりますとい

う方のほうが、やはり多いわけでございます。我々としては、いざという時に、

そういう制度がきちっと使えて、その人の生活の援助になるようにということ

で、制度を設けておるわけでありますので、必ずしも利用者がないから、そん

なら止めておけということにはならないというふうに、我々は思っております

ので、いつ何どきでも使っていただけるような、そういう制度をきちっと整備

をしていく、そのことも一方で必要ではないか、そのように実は思っておりま

すので、そういった点で、ご理解いただきたいと、そのように思います。 
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○議長（北岡 泰） 答弁が終わりました。 

再質問ございますか、松本議員。   

○３番（松本 忍） 最初ごみのほうから、町長の答弁いただいたので、そち

らのほうから伺わせてもらいますけども、これは各曜日の決まった日に、集

積場に出すんじゃなくて、実際いまのところ全体で818世帯の独居老人の方、

それで老々世帯の方みえるんで、その中で、当然手助けの必要な方、例えば

３分の１が必要な世帯やとしたら、約270世帯になりますわね。その270世帯

の方を専属に１週間をかけて、回収を行うと。１日にですね、270÷５で54件

ですね、１日54件やったら54件の家を巡回して、ごみを回収して、当然、安

否確認にもなります。そして、菊狭間の処分場のほうへ運ぶと、そういうよ

うな私の提案でございますので、また、ご理解していただき、よろしくご検

討のほどお願いしたいと思います。それでですね、まず答弁お願いします。 

○議長（北岡 泰）  松本議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 当然ですね、それに伴うスタッフが必要になってきま

す。菊狭間のほうにおきましては、いま３名乗車から２名乗車というような

形の中で、それなりの人件費も削減をやりながら、ごみ収集に係る費用その

ものを、全体的に抑えていこうということでやっております。当然ですね、

スタッフなり、集める人というのは、今の体制の中では無理でございます。

従って、新たに人員をということになれば、それだけいわゆる町がやるにし

ても、収集業務の菊狭間がやるにしても、人を増やしていかなければ、松本

議員がおっしゃるような対応はしかねます。 

従って、これは何もかも行政がやるということではなしにですね、やはり地

域の人たちの協力も得ながら、我々としてはそういった方向で、お願いをして

いきたいと、そのように思います。確かに物理的に言えば、わずかそれだけの

話やないかと、週に52件回ったらいいだけの話やないかというんですが、今日

の今やっている業務にプラスアルファ、それだけをやろうと思うと、別途でそ

ういう仕組みを考えていかなければならないわけでありますので、当然そこに



 72

は人、車両、そういったものをきちっと整えていかなければなりません。役場

でやったらいいやないかと、おっしゃるかもわかりませんが、役場のなかでも

今、人を減らし、そういった形の中で、ぎゅうぎゅうの仕事をさせているわけ

でありますので、当然、人を増やして、あるいは車両を増やして、そういった

対応をしていかなければならないという、そういう状況にあります。 

従って、私としては、今の体制の中ではちょっと無理やと、今後ですね、考

えていくということであれば、協働のまちづくりの中で、いろいろな方々に支

援をいただいた中で、そういうシステムを構築していきたいと、そのように思

います。 

○議長（北岡 泰） 答弁が終わりました。 

再質問ございますか、松本議員。   

○３番（松本 忍） 私も菊狭間のほうでですね、それを考えては、これはも

う無理なことだと思います。当然、先ほど町長も言われたように、地域で、

そのシステムを構築して、また、特にいろいろ団体等もございます。それに

でも委託するとかですね、それも一つの手だと思うので、またいろいろと考

慮していただきたいと思います。 

それとですね、軽度の支援の関係ですけども、これ今の時間当たり150円、

それを介護保険でもつと人権費用の１割が、個人負担じゃないかなと思うんで

すけども、それも、やはり少ないんであれば、150円を100円にするとか、１割

を､75％の負担にするとか。それもちょっと考えていただいたほうが、いいの

ではないか。 

それとまた、枠の拡大ですけども、今は本当に一人住まいの方だけですけど

も、同居人がおるなかで、その同居人の方が、お昼は働いていて、一人高齢で、

一人で住んでみえる方がいると思いますので、その方にも手厚く門戸を広げて

いただきたいと思います。これは要望にしておきます。 

それでは、次の質問に移りますけども、現在、65歳以上の国民健康保険者の

方で、１年間、保険を利用しなかった方へのメリットとしては何もございませ
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ん。そこで提案をしたいのですが、各自、どっかの団体、例えば老人会等のい

ろいろ属していただいてきまして、メンバーを町に登録し、１年間、国民健康

保険を利用しなかった人の人数分、その団体に交付すると、そうすれば皆様が

健康の増進を図る励みになると思いますが、そして、１年間利用しなかった方

の属する団体に健康交付金として、一人幾らかを交付していくと。そのような

提案をさせていただきたいのですが、ご答弁お願いします。 

○議長（北岡 泰）  松本議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 町でも平成21年度までは、１年間健康保険を利用しな

かった世帯に対しまして、健康優良家庭という形の中で、表彰して記念品を

お渡しをさせていただいておりました。 

ところが国保運営協議会の中で、いろいろと議論が出てまいりまして、他の

家庭へのアピールにはなっていないとか、あるいは必要な医療については、受

診していただくべきものであって、それは何故かというと、疾病の早期発見、

早期治療という形の中で、ちょっとぐらいやったら、医者へかからんとこかと

いうことではなしに、やはり、きちっとかかっていただいて、疾病の早期発見、

早期治療、いわゆる重度化を防いでいくという意味合いからでは、そういった

治療のほうが優先すべきではないかと。そういうようなご意見をいただいて、

そういうものがあるから医者へかからないという、そういう考え方ではなしに

ということでですね、22年度から実は廃止をさせていただきました。 

そういう形の中でですね、松本議員から今、提案をいただきました、老人会

等々で、グループを組んでという形なんですけれども、この医療費の抑制その

ものについては、やはり、そういうことも必要なのかもわかりませんけども、

やはり全体で議論をしていかないといけない話でありますので、我々としては

個別にそういう形で支援金を出すから、医者へかかんなとか、かからないでく

ださいではなしに、やはり予防という視点で、全体的に取り組んでいかなけれ

ばならんと、そのように考えておりますので、今のところ松本議員の提案につ

いては、少しばかり検討を要するということで、ご理解いただきたいと思いま
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す。 

○議長（北岡 泰） 答弁が終わりました。 

再質問ございますか、松本議員。   

○３番（松本 忍） わかりました。当然、利用しなかった人は利用しなかっ

たとして、当然、何か普段の健康にも努力されておると思います。それも加

味して、健康推進的なグループ等に交付金を与えるような、そんな制度を強

く望んでおきます、よろしくお願いします。 

それでは、最後になりましたが、最後にすばらしい環境の中ですね、現在、

明星にこども園を、計画が着々とされています。その中で、それを核として将

来、地域のあらゆる面での発展に伴うように、整備をしていただき、要望いた

しまして、私の一般質問とさせていただきます。どうもありがとうございまし

た。 

○議長（北岡 泰） 以上で、松本忍議員の一般質問を終わります。 

 

 

５番  綿民 和子 議員 

 

○議長（北岡 泰） ４番通告者は、綿民和子議員であります。 

  質問項目は、「学校教育について」の１点であります。 

  綿民和子議員、登壇願います。 

○５番（綿民 和子） こんにちは。議長に登壇のお許しをいただきましたの

で、通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。 

まず学校教育の中の学校施設設備について、お伺いをいたします。私が最近

子どもたちと会ったり、すれ違ったりしたとき、ふと感じることがあります。

それは、以前と違って、あいさつをする子どもたちが増えたように思います。

今まではなかなか聞けなかった子どもたちからの、おはようございます、こん

にちはという言葉が、近頃は自然に聞こえるように思います。大変好ましいこ
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とです。家庭のしつけ、学校の指導が実を結んだ結果だと思います。今日も私、

朝早く台所に立っていますと、車の中から、おはよう、おはようと、どこかで

聞いたことのあるような声だなと思い、これは教育長の声だと思い、早速、今

日１日、いい目覚めで、いいこういう一般質問ができることだと思っておりま

す。交通安全街頭指導ということで、町もこういうことに取り組んでいただい

ていることを、ありがたく思っております。 

子どもたちは教室での教科書や参考書を使っての机の上だけの勉強で知識を

得るというのではなく、のびのびと体を動かし、運動場で心身ともに成長し、

学んでいかなければなりません。そこで、一例をあげますと、学校の遊具は遊

びを通じて、さまざまなことを学べる一種の教材でもあると思います。学びを

通して体験する感覚や経験によって、知性や自主性、創造性を養い、同じもの

で遊ぶことによって、社会性、協調性が身につくのではないでしょうか。 

また、自然と身につくバランス感覚も、子どもたちが成長する過程において、

大切なことであり、そのための遊具は大切な教材でもあると思います。そんな

経験を通して、冒険、挑戦、すなわちチャレンジする気持ちなどが備わるので

はないでしょうか。それによって、好奇心を持ち、判断力、勇気、達成感を得

る喜びを子どもたちが得られるのではないでしょうか。 

しかし、子どもたちは我々大人とは違い、想定外のことを考えます。予期せ

ぬ遊び方をすることもあります。だからこそ、安全で安心できる環境をつくり、

見守っていくべきではないかと思います。そこで、教育長にお尋ねいたします。

各学校の遊具の設置状況について、多い少ないのバラツキがあるように思いま

す。どういう考え方、基準で、各小学校へ設置されているのかお聞かせくださ

い。 

○議長（北岡 泰）  綿民和子議員の質問が終わりました。 

これに対して答弁願います。教育長。 

○教育長（西岡 惠三） 綿民議員から、子どもたちが以前と違って、あいさ

つが大変できるようになったと。私にも嬉しいことでございます。これは多
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くの地域の方々が、ボランティア等として、学校に入っていただき、子ども

たちと出会い接触を多く持っていただき、声をかけてくださることが、あい

さつができることにつながっているというふうにも思います。大変喜ばしい

ことだと思います。 

さて、ご質問の小学校の遊具のことでございますが、議員は学校の遊具に大

変思い入れをお持ちように思います。遊具によって、子どもたちの能力の開発

に大いに役立っている、大切な教材であるというふうにおっしゃっていらっし

ゃいますが、遊具は楽しく自由に遊ぶことのできるものであるのが、本来の姿

だと私は思っております。いろんな形で、遊具を使って、いろんな能力を開発

させるというためには、やはり指導が入って、初めて教具になり教材になって

いくように思っております。 

設置する遊具にも、変遷があるように思っています。皆さんが、よく小学校

の時に使っていたように思いますが、遊動円木とか、回旋塔とか、それからシ

ーソーなど、動く遊具というものは、今、学校から姿を消していった。何故そ

れがあるかということは、議員もおっしゃったように、子どもたちの予期せぬ

使い方、遊びをして事故が多発してきたというのが、大きな原因であるのでは

ないかと思います。 

それと、一時は、またアスレチック道具も大変流行り、それぞれの学校でい

ろんなアスレチックをつくって、遊べるという遊具がありました。遊具という

よりも、やはり体力増強をさせるための遊具であったんではないかなというふ

うには思っています。今、現実的には使い方、それからルールづくりが簡単で

あるというような、安心で安全な遊具を中心に設置するという方向になってき

ているように思います。 

また、これから各学校での設置状況だとか、基準等については、これから教

育課長に答弁していただきますので、よろしくお願いします。 

○議長（北岡 泰） 答弁、教育課長。 

○教育課長（西田 一成） 失礼します。それでは、教育委員会のほうに、一
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定の基準等をもっておるのかということにつきまして、ご説明させていただ

きます。事務局のほうの内規といたしまして、小学校基本設置遊具というも

のを定めさせていただいております。 

それには、体育器具といたしまして、鉄棒、逆上がり補助機、サッカーゴー

ル、バスケット台でございます。それから、遊具といたしまして、ブランコ、

ウンテイ、ジャングルジム、滑り台としております。それで、これらはすべて

の学校に設置されるように計画をすることとしまして、点検等によって撤去が

必要になったとしても、新設をすることを基準とさせていただいております。 

そのほかにつきましては、教職員の意見を反映し、各学校が必要とするもの

を予算の範囲内で設置するというふうにしております。また、使用頻度が低い

遊具につきましては、点検の結果により撤去を検討し、新設はしないこととし

ております。 

また、小学校の設置基準というのは、文部科学省令で出ておりますが、小学

校は学級数や児童数に応じて、必要な種類及び数の教具を備えなければならな

い。それから、その指針の中ではですね、固定施設等については、十分な作業、

空間を確保する。運動場に空間を確保するということの中で、陸上運動やゲー

ムボール運動などの実施に支障にならないように、周辺部にまとめて設置する

ことが重要であるというような指針がありまして、そういう指針の中にも、遊

具の種類を定めたようなものではなくて、一定の考え方という指針が示されて

おるということでございます。以上です。 

○議長（北岡 泰） 答弁が終わりました。 

綿民議員、再質問ございますか、綿民議員。   

○５番（綿民 和子） 先ほどから教育長のほうは自由に遊ぶことが本来の姿

だと、それは当然のことです。私、一応６校を回らさせていただきました。

以前、明星小学校においては、以前、複合遊具があって、遊具の老朽化によ

て撤去されて、その後、ＰＴＡより新しい遊具の設置を要望した経過がある

と聞いています。しかし、明星に限ってなんですが、今回、新しく設置され
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たものは、複合遊具ではなく、滑り台だけの遊具が備えられてありました。

その件に関しては、なんでこういうふうになったのか、ちょっと答弁いただ

けますか。 

○議長（北岡 泰）  綿民議員の再質問に対する答弁、教育課長。 

○教育課長（西田 一成） ご指摘の、具体的には明星小学校というご質問い

ただきました。この撤去になった複合遊具につきましては、学校建設当時に

建設の委員会のほうから、寄贈をされたものでありまして、点検の中で、い

ろいろ不具合が生じており、撤去が求められました、撤去の判定を受けまし

たので、撤去をさせていただいたということでございます。 

他に斎宮小学校等にも、そういった複合の遊具があるんですが、これも同じ

く個人の方や、そういったＰＴＡ等から寄贈されたものでござまして、先ほど

申し上げました教育委員会としては、一定の基準により必要なものを設置をさ

せていただいておるということでございます。教育委員会が元々設置をさせて

いただいたものではございませんでしたので、そのまま複合遊具を設置すると

いうことはさせていただかなかったということでございます。 

○議長（北岡 泰） 答弁が終わりました。 

再質問ございますか、綿民議員。   

○５番（綿民 和子） 先ほどの答弁、寄贈されたのでということだったんで

すが、私は撤去を、私は以前あったものと同等のものが置いていただけるの

かなというふうに、古くなったら、変えるのは同じもので、複合遊具で遊ぶ

ことができるのかなという思いがありました。これはまた保護者とか、子ど

もたちの意見も聞いていただくんじゃなくて、教育委員会がそのまま予算の

とおり、そのままそこへ据えられたということですか。 

○議長（北岡 泰）  綿民議員の質問に対する答弁、教育課長。 

○教育課長（西田 一成） 失礼します。その複合遊具というのは、地域の方

の思いで寄贈をしていただいたものでありまして、それで、建設当時ですか

ら、数十年、在校の児童生徒は使用させていただいたわけでございますが、
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当然、定期点検によって、老朽化しておって撤去ということでございました

ので、学校とも相談をするなかで、複合遊具があったので、複合遊具という

要望もございますけども、これはあくまでも、やはり地域の思いで寄贈して

いただいたものでありますので、教育委員会としては、一定の基準のものを

設置させていただくということで、滑り台を設置させていただいたというこ

とでございます。 

○議長（北岡 泰） 答弁が終わりました。 

再質問ございますか、綿民議員。   

○５番（綿民 和子） 地域の要望でということですよね。地域の言われたか

らということですよね。それは地域で言われたら、それはそうなのかもしれ

ませんが、単独の滑り台と、複合遊具では、遊び方も違うし、体の動かし方

も違うであろうし、いろいろな筋肉の使い方等も異なってくると思います。

それで満足がいっているものなのか、私にはちょっと懸念されるところもあ

るのですが、では遊具にかかる予算とかはみていらっしゃいますか。 

それと点検の時期とか、危険な遊具にどのような対応をされているのか、あ

わせてお聞かせください。 

○議長（北岡 泰）  綿民議員の質問に対する答弁、教育課長。 

○教育課長（西田 一成） 予算につきましては、基本的には修繕、それから

撤去、点検によります安全対策ということになっております。冒頭、申し上

げましたように、一定の基準で考えておりますものにつきましては、撤去を

した場合には、同等のものを入れさせていただくというのは、その折りの予

算要求をさせていただいて、設置をさせていただいておる経過でございます。 

それから、点検につきましては、２種類の点検がありまして、一般的に学校

のほうが日常的に行っていただいております日常点検と、学校管理者としまし

て、教育委員会のほうが専門業者と契約をするなかで行っておる定期点検、そ

の２種類を行わさせていただいております。 

学校のほうにつきましては、日常的に目視により点検はしていただいており
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ますが、特に安全点検の日というのを、各学校とも毎月設けていただいており

まして、それぞれの校務といいますか、全職員が担当割をしまして、遊具だけ

ではございませんが、学校施設のすべてについて、特に安全点検の日というの

を設けてやっていただいておるのが、一点です。 

それと、教育委員会のほうが専門業者と契約して行っておりますのは、定期

点検でございまして、これは年２回、今は５月と11月に行わせていただいてお

ります。以上です。 

○議長（北岡 泰） 答弁が終わりました。 

再質問ございますか、綿民議員。   

○５番（綿民 和子） では遊具はいろいろなお金もかかってくることだろう

し、予算の関係もあるとは思いますが、私の要望としては、やっぱりあった

ものは、そのままというわけにはいかないかもしれませんが、子どもの夢も

あることでしょうし、子どもたち、保護者の意見もなるべく取り入れていた

だいて、設置していただくことを望みます。 

それから、点検の時期なんですが、点検は長い休み、例えば夏休み、冬休み

の終わる前には、少なくとも、今は２回って、業者さんが点検されているんで

すよね。言いかえていってみえましたけど、長い休みの終わる前には、必ず点

検をしていただく必要があるのではないでしょうかと思います。大淀小学校で

点検したにも関わらず、ブランコによる事故があったと、明星でもそういうこ

とがあったと思います。記憶しています。長い休みの間には不審者や、心ない

人たちのいたずらによって、命に関わる大事故につながることもあるとは思い

ます。 

では、休み中というか、夏休み中ですよね、長いこの夏休みとか冬休みです

が、誰かは点検はされてみえますか。 

○議長（北岡 泰）  綿民議員の再質問に対する答弁、教育課長。 

○教育課長（西田 一成） 失礼します。長期休暇の前に点検をしたほうがい

いのではないかというご意見ですが、まず５月、11月に実施させていただい
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ておりますのは、一つは判定、専門業者によって、修繕とか判定をいただい

た時に、修繕の必要性、撤去の必要性を指摘された時に、すぐさま予算をお

願いをさせていただくというタイミングでは、５月に実施しますと６月の定

例会、それから11月に実施しますと、12月の定例会ということで、当然、危

険なものにつきましては、使用禁止の措置をするんですが、一番近いタイミ

ングで予算措置のお願いができるというのが一つございます。 

長期休暇の前の点検ということですけれども、冒頭に申し上げましたように、

学校そういった感じで、学校管理の中で、学校全体でやっていただいていると

いうのが、基本的にありまして、夏休み中は特に、児童の登校はございません

ので、基本的には。特に夏休みの期間を注意しなから点検をしておるという状

況はございません。 

○議長（北岡 泰） 答弁が終わりました。 

再質問ございますか、綿民議員。   

○５番（綿民 和子） 先ほど、５月が実施の修繕の件、これ定例会と申され

ましたですよね。住民の方は、定例会は関係ないと思います、私は。私の意

見です、それは。議会は、町のほうは定例会と言われるかもしれませんが、

もしこれ事故が起こった時に、住民目線から言わせていただきますと、会議

とか議会とか、そういうことは一切、私は関係ないと思います、予算の関係

ないと思います。ごめんなさい。私の持論です、それは。その休みの間も児

童の登校がないという、その部分もあったんですけども、児童の登校があろ

うがなかろうが、遊ぶことにも私は関係してくることではないと、誰が遊び

にいこうと、小さい子たち、幼稚園、１歳、２歳の子どもたちが、そこで遊

ぶかもわかりません。怪我のないように、それだけ安全だけを私は願ってお

る。だから、こういうことを言わせていただきます。 

安全というのは当然であって、何か事故があってからでは遅いと思います。

点検は何度やっても、やり過ぎということではありません。万全な体制でお願

いをいたします。子どもたちは日々成長しています。年齢に応じて遊び方も変
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わってきます。取り替えの時期がくれば、みな希望は違うとは思いますが、保

護者の方や子どもたちの意見も聞いていただき、将来を担う子どもたちのため

に、児童数もあると思いますので、勘案し設置していただきたいと思います。

小学校にバラツキがないように、それだけはよろしくお願いいたします。 

学力向上だけが、私は学校教育ではないと思っております。子どもたちの計

り知れない能力を伸ばしていくことこそが、学校教育だと思っております。こ

れに対して、教育長ちょっとご意見をいただきたいと思います。 

○議長（北岡 泰）  綿民議員の質問に対する答弁、教育長。 

○教育長（西岡 惠三） 突然の発言の質問でございまして、勿論、学力向上

だけが学校の使命ではなくて、やはり、我々としては子どもたちの成長、巣

立ちいま大きく取り上げられていますのは、生きる力ということを培ってい

こうというふうに考えるところが多くあります。遊具についても、綿民議員

が言われるように、いろいろな体力づくりにも使えるというのがあるんです

が、今、総合遊具の話が出てきたんですけども、子どもが一番あれを使うの

は、総合遊具の中で使っているのは、滑り台だけです。 

高いもんで上へあがる。総合遊具の中には、力ものが、ものすごくあるんで

す。というと、今の子は、もう登り棒なんか、絶対登って、ロープへ登って上

へいこうというのは、なかなかできないのが現実になってきております。そう

いう体力をつくろうという形になってくると、やはり授業の中で、それを培っ

ていく。やはり総合遊具も授業の中で使っていく、そのことが大事になってく

るように思っています。 

だから、いま言われたように、安全でというと、点検もしなければなりませ

んし、そういう話になってくると、やはり安全で安心できる遊具というものに、

段々なっていきがちでございますので、事故が起こらないように、何とか点検

も毎月毎月、学校の先生方がやっていただいておりますので、その点について

は、万全の体制で臨んでいきたいなというふうに思っております。学力だけじ

ゃなくて、子どもの身体的な能力をつけるためには、やはり元々いろいろな遊
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びを休み時間にさせていくというのも大事やと思っています。 

今、学校の授業というのか、休み時間というのは、１限、２限の間は５分間、

もう授業に、次の時間の用意をするだけ。３、４限もそう、ただ中に20分休憩

というのがございます。20分休憩はどんな遊びをするかということで、学級で

いろんな遊び方、やはり先生も外へ出て、学級遊びの時間という形で、子ども

たちの協調性とか、いろんなクラスの中で遊んでいこう。クラスの仲間と遊ぼ

うという時間なんかもつくられて、そういう体力とか、そういう仲間づくりに

利用している時間もございます。そういう中で、綿民議員が言われるように、

学力偏重だけの教育というのではなくて、いろいろな活動の中で、子供たちの

健やかな成長を願っているというところでございます。 

○議長（北岡 泰） 答弁が終わりました。 

綿民議員、再質問ございますか。綿民議員。   

○５番（綿民 和子） ありがとうございます。教育長の意見と私は同じ意見

ですので、これからもよろしくお願いいたします。 

では、次に障がい者教育について、質問させていただきます。まず現在、明

和町における特別支援学級に入級している児童生徒数は、何人みえますか、教

えてください。 

○議長（北岡 泰）  綿民議員の質問に対する答弁、教育課長。 

○教育課長（西田 一成） 失礼します。８月１日現在で、特別支援学級に入

級している、小学校の児童数は６校あわせまして、49名でございます。それ

から、中学校は９名、あわせて58名、小中学校あわせて58名でございます。 

○議長（北岡 泰） 答弁が終わりました。 

再質問ございますか。綿民議員。   

○５番（綿民 和子） 先ほど報告していただいた58名、特別支援学級に入級

される児童数は、私は幼児期のときに、早期発見できることと、養育体制が

整ってきているために、将来増えてくると思っております。教育委員会とし

て、第５次総合計画に基づく特別支援教育を進める前の体制は、どのように
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整っておりますか、教えてください。 

○議長（北岡 泰）  綿民議員の質問に対する答弁、教育長。 

○教育長（西岡 惠三） 第５次総合計画の中で、特別支援教育の推進の部分

でございます。前の体制というのは、前というのはちょっとわかりかねてい

るんですが、今もう既に始まっているので、特別支援学級に入って、入級す

る子どもたちは、大変、最終的には親御さんが、どう判断するかという形が

あります。県関係でいきますと、特別支援学校というのが、この周辺ではわ

かばがございます。 

そこへというのが、県のほうでいいますと、そういうことでございますけど

も、地域の親御さん方は、地域の学校へ行きたいというのが、本来の願いでご

ざいますので、その入級については、就学指導委員会、障がい児就学指導委員

会において判定を下しまして、入級を決めているところでございます。 

第５次総合計画の中で、どうかというふうに言われておりますけれども、計

画に基づいて、今回、就学指導の相談員を１名今年は増員し、言語聴覚士の方

を１名増員をさせていただきました。相談事業の充実に取り組んでいるところ

でございます。そのようにして、今の現実の問題として、そういう形を持って

おりますし、平成20年から明和町の子ども発達支援ネットワークを設置いたし

まして、発達障がいの子どもたち、いわゆる障がいのある幼児、児童生徒及び

教職員、保護者の相談体制を充実して、一人ひとりのニーズに応じた適切な支

援を行うということで、このネットワークを設置をしております。また、個別

のケース会議等も行いまして相談事業を、ケース会議等を充実させていく方向

で進めております。以上です。 

○議長（北岡 泰） 答弁が終わりました。 

綿民議員、再質問ございますか。綿民議員。   

○５番（綿民 和子） いろいろな体制をとっていただいていることを、それ

では、私は一つ思うことがあるんですが、子どもたちの心の安心を確保する

ために、いま身近に付いていただいている、小学校の時の支援員さんがおみ
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えになりますよね。その支援員さんと共に、その６年生の子が中学校にあが

る時に、一緒に入学ということは、そういうことはできませんか。すいませ

ん。 

○議長（北岡 泰）  綿民議員の質問に対する答弁、教育長。 

○教育長（西岡 惠三） 今のところ、そういうケースを考えていないことが

多くあります。一人の子どもに一人の支援員さんというわけではございませ

ん。うちの、今年も２名で、各学校に町内で26名の支援員を配置しておりま

すけれども、学校の中に、十分一人ひとり一対一でやれるような配置はして

おりません。その子に応じた、１年から６年生までの間に、一人の人で世話

をしていくことによるマイナス面というのもございます。その人でないとで

きないというふうになってしまっては、これはその子にとっても不幸なとこ

ろもあります。いろんな方々と接触するというんか、支援を受けることによ

って、その子の成長も大いにみなければならない。小学校から中学校へいく

と、一つの大きな試練が一つあるわけですけれども、６年間は同じ学校で、

同じ環境で同じような先生方と一緒に過ごしてきた子が、中学校へいくと環

境が随分変わります。 

その中で、子どもをどうとらえるかということがありまして、我々としては

そのギャップをできるだけ少なくするために、議員さんが言われたように、支

援員さんをそのままいけばいいやないかというわけには、いけないところもあ

って、やはり一つのステップとして、その子に成長を促さなければならないと

いうふうに、我々も思います。そのためには、幼稚園、小学校、中学校の、そ

の子につながる一つの支援ファイル、カルテというものがつくられておりまし

て、連携を取りながら進めていくということを、今やり始めております。今も

つくられていて、幼稚園の指導がどうであったか。どんな時に、どういう対応

をしたか。小学校ではどうであったかということを、克明にそのカルテをつく

りながら、中学校へ持っていく。そういうシステムづくりを、いま構築してき

ているという現状でございます。 
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綿民議員が言われるように、支援員さん、そのままいったらいいやないかと

いうわけではなくて、そういう指導の体制というものを整えていこうというふ

うにしております。以上です。 

○議長（北岡 泰） 答弁が終わりました。 

再質問ございますか、綿民議員。   

○５番（綿民 和子） 指導の体制を整えていっていただけるって、私として

は、信頼関係がとても重要やないかなと思って、そういうこともできるので

あればと思って考えを申し上げました。では、明和町における特別支援学級

に入級されている児童に対する個別の支援体制は、現状のままでよいと思わ

れますか。 

教育現場の現状は、今どうなっておりますか。お願いします。 

○議長（北岡 泰）  綿民議員の質問に対する答弁、教育長。 

○教育長（西岡 惠三） そういう現状はどうなっていますかということで、

それでいいかという形なんですけども、現実的に、特別支援学級が現在、小

学校６校で14学級あります。中学校では３学級、それぞれの種別によって違

いがございまして、肢体、それから情緒、知的というふうに、三つの学級を

もっております。 

これは県が定める設置でございますので、その１学級に１名の教員が、県か

ら配置されるという中身です。その１学級の人数の最大は８名で、８名を超え

ると２学級になれるというようなシステムでございますので、ところが、明和

町はその子どもたちがいる中で、26名の学習支援員さんを町独自で派遣してい

ます。というのは、一人ひとりの障害の度合いもあれば、種別も違う、その中

でやっている事業でございます。 

親御さんの、小学校の低学年の場合は、親御さんの希望が随分ありまして、

普通学級と一緒に勉強させてほしいという形があります。普通学級の中でとい

うのが、やはり自分の子どもを同じように見てほしいというか、扱ってほしい

ということと、それから、地域の友だちと自分のことをわかってほしいという
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一つのこともありまして、低学年でいえば普通学級でいろんな勉強をします。

その時に、支援員さんが横について、今こうやよ、こんなことやっていいよ、

１対１みたいな形ではないんですけど、先生が言ったことを伝えながら学習し

ていくと。 

ところが、なかなかついていけなくなってくる子どもたちもいます。だから、

算数でも九九でも読めない子、算数でもなかなか足し算できない子なんかは、

算数の時間は取り出して、その学級で教師がいろんな方法で指導していくとい

うローテーションを組みながら、やっていくというのが現状でございます。 

また、中学校においても、できる教科、やっていける教科によって、随分違

いがあるんですけれども、議員さん、役場へいく時に中学校で体育の時間に、

一緒になって体育をやっていけるという子たちは、一緒に学級の中の体育の時

間にいって、一緒に体を動かしていくと、仲間としてやっていくというような

具体的なやり方があると思います。それぞれの子どもによって、違いがありま

すので、その辺は各学校の先生方が工夫をしながら、その子のできるだけ発達

というんか、最大に力を発揮できるような方向で指導しているというのが現実

です。こういう指導をやっていますということでは、言い切れませんので、一

人ひとりの違いがあるということだけ言っておきます。 

○議長（北岡 泰） 答弁が終わりました。 

再質問ございますか、綿民議員。   

○５番（綿民 和子） それぞれの子どもたちによって違いがあるという答弁

をいただきました。ですので、特別学級に入級されている生徒さんには、

個々に障がいの程度も違うと、先ほど教育長も申されました。個々の状態を

把握して、支援員さんを増やしていただき、きめ細かな支援体制をとってい

ただきたいと思います。切にお願いいたします。障がいのある子どもたちが

自立して、そして、社会参加し、必要な力を付けるために、子ども一人ひと

りの教育的なニーズを把握しながら、その可能性を最大限に伸ばし、生活や

学習上の困難を改善したり、克服したりできるような指導や支援を行ってい
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ただいていると考えますが、学校では具体的にどのような支援を行ってみえ

ますか。重複する点があるとは思いますが。   

○議長（北岡 泰） 綿民議員の質問に対する答弁、教育長。 

○教育長（西岡 惠三） ちょっとさっき言うたんと、同じようなことしかな

いんですが、綿民議員のきめ細かく寄り添ってしていくという、多種多様な

教材があるんじゃないかというご質問でよろしいのでしょうか。 

○５番（綿民 和子） はい。  

○教育長（西岡 惠三） 学校において、綿民議員が我々に示していただいた

質問の要項の中にも、前にも質問をされたデイジー教科書を使わへんのかと

いう、そういう諸々の問題もあると思うんですけども、今、それぞれの学年

に応じて、パソコンの中へ、教科書のデジタル教科書というのがあるんです

けれども、・・から出ている教科書とか、いろいろ教材のなかで、九九がパ

ッパッと出てきて、それに答えると、正解やとピンポンと出てくるようなゲ

ーム的な教材、教具というんか、パソコンでやれるようなＣＤというんです

か、そういうソフトもありまして、そんなんをやはり駆使しながらやってい

るという学校もあります。その子に応じた中で、だから、一つのことだけや

なくて、あっこにはそれだけ、それは無理なとこがあったら、指導員さんが

横について、一生懸命に一対一に、人間と人間のなかで教えていくという、

その場面もあっていいと思いますんで、そういう場面もつくるし、その子に

応じた、その指導方法というのは行っていますということです。 

○議長（北岡 泰） 答弁が終わりました。再質問ございますか。 

  綿民議員。 

○５番（綿民 和子） 先日、町制55周年記念式典に、記念講演会として、乙

武さんに講演をいただきました。その時に、当たり前に生きること、当たり

前というのは大変難しい言葉だと思います。それぞれ違って、どれが当たり

前なのかという重い言葉だと思います。 

  みんな違って、みんないいというお話をされました。一人ひとりの持ってい
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る力を伸ばしていくこと、そのために発達障がいのある児童生徒には、わかり

やすく児童生徒が集中して取り組んでいくことのできる教材や指導が必要では

ないでしょうか。 

  以前、デイジー教科書の件で、一般質問させていただき、私、津の図書館に

も実際にデイジー教科書を見学にいきました。発達障がいのある児童生徒に対

する支援は、すべての児童生徒への広角的な学習支援のあり方にもつながって

いくと思われますが、その点、いかがでしょうか。 

○議長（北岡 泰） 綿民議員の質問に対する答弁、教育長。 

○教育長（西岡 惠三） さっき答えてしもたような気がしたんですけども、

デイジー教科書という言葉も出まして、デイジー教科書は現在、学校は使っ

ておりません。保護者のニーズというものもございませんので、使っていな

いということと。もう一つ、それと同じような教科書会社がデジタル教科書

というものを発行しております。これを使用しながら、これは一般の普通学

級も、よく使われているという中身でございますので、その中で使っていく。

それは、その子に応じて使っていくというふうに、外国語学習には、よく使

われているということとか、国語の漢字の練習とかいう、それはソフトなん

かはよく使われながら、電子黒板を使って授業をしていくという場面もござ

います。 

そうなってくると、特別支援の子どもたちもわかりやすいという。またそれ

を自分の学級へきた時に、特別支援学級のパソコンで、もう一回そのソフトを

やっていくということも可能になります。 

先日、中学校へ行きまして、この中学校のパソコン室は、新たにつくられま

した。その中に、英語の教科書のデジタル教科書がございます。これどんなに

するんやという話をさせてもろた時に、教科書が出てくると、こうやってパス

やると、発音、一つのフレームの発音までビュッと出てくる。で、発音してそ

れを聞きながら、自分もここは読んどる、こういう読み方するんやなというふ

うに、その辺も特別支援の子らにも十分使えるという中身として思っておりま
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す。そのソフトは校内であれば、インストールして、どこでも使えるんだと。

うちへ持ち出すことはできないんですけども、そういう会社があります。 

いろいろな教科書会社は、そういうデジタルというのは、デジタル教科書を

つくっておりまして、そういうのをいろんな形で駆使しながら、これからの特

別支援の子どもたち一人ひとりのニーズに応じた学習に向けていきたいという

ふうに持っております。 

○議長（北岡 泰） 答弁が終わりました。 

再質問ございますか。綿民議員。    

○５番（綿民 和子） 一人ひとりのニーズにあって、きちっとしていただい

ているという答弁いただきました。障がいのある児童及び生徒のための協会

を特定図書等の普及の促進等に関する法律、いわゆる教科書バリアフリー法

が2008年に制定されました。それを必要とする子どもたち、それでないと学

べない子ども達もいることを念頭においていただきたい。一人ひとりのニー

ズをきちっと見据えることの大切さが必要であると思います。で、今きちっ

とニーズを、きちっとしていただいているというお答えをいただきまして、

安心いたします。 

最後に、明和町における知的及び発達障がいをお持ちの児童は、その特性も

多種多様あると思います。現状の特別支援教育を行ってきたなかで、学力とと

もに社会生活を身につけるための、これからの検討課題を教えてください。   

○議長（北岡 泰） 綿民議員の質問に対する答弁、教育長。    

○教育長（西岡 惠三） いわゆる児童生徒の社会的な参加や自立に向けて、

これからどうしていくかというのが、大きな課題だと思っています。小学校

の時には、まだそこまでは考えない、社会参加というのは考えないところが

ございますけれども、やはり、中学校へいきますと、次のステップをどうし

ていくのかという考え方があります。学力だけ、知的だけでなくて、やはり

キャリア教育といいますか、次のところへいくステップへ向けて、機能的な

回復、機能の重視をしなければならないということもございますし、その子
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の社会での自立をどう救っていくかというのが、やはり大きな課題になって

くるということがありますが、やはり今の段階では、その持てる力を高めて、

生活の困難改善、克服をすることが、いま一番大事というふうにしておりま

すし、やはり、そのことをできる専門的な教師、やはり特別支援学級の担任

ができる、特別なやはり技術的なもの、それに対する考え方等々を持ち合わ

せする教師の資質の向上というのも、大変いま課題になっております。 

特別支援学級を担任する教師は、この人はという資格を持つ教師でなくて、

一般の教師であっていいわけなんで、そこら辺の専門的な知識を持つ教師の育

成というものを、大変これからは必要になってくるように思っております。な

にはともあれ、その一人ひとりが持っている障がいの程度とか、一人ひとり違

ってきますので、そこら辺をどう克服しながら、その子の力を最大限に伸ばし

ていける教育を提供できるかというのが、これは究極の課題ということで、い

ま各学校では励んでいるところです。     

○議長（北岡 泰） 答弁が終わりました。再質問ございますか。 

  綿民議員。  

○５番（綿民 和子） 専門的な先生を置いていただく、それが一番早くとい

う、１日も早いって、それを私も願います。障がいのある子どもも、できる

だけ健常な子どもと同じように教育を受け、安心して子育てがしたい。小、

中、高校との先のことを考えて希望が持てる教育や支援がほしい。保護者の

方の切実な願いです。そのためのまず一つ、デイジー教科書の導入に取り組

んでください。このことは、障がいを持ってみえる子どもたちでなく、すべ

ての子どもたちのレベルアップにもつながるのではないでしょうか。障がい

児と健常児ができるだけ一緒に考え、学び、助け合いながら、思いやりの持

てる子どもの育成、私はそんな教育環境を望みます。先ほども申し上げまし

たが、教科書バリアフリー法も制定されていることです。今一度、検討して

ください。 

発達には、多くの子どもがたどる過程がありますが、かといって全員が同じ



 92

というわけではありません。発達支援とは、その子が持って生まれた良さを引

き出させる、環境を整えることが大切だと思います。それが私たち、大人の役

割です。ありがとうございました。   

○議長（北岡 泰） 以上で、綿民和子議員の一般質問を終わります。    

 

 

12番  田辺 泰宏 議員 

 

○議長（北岡 泰） ５番通告者は、田辺泰宏議員であります。 

  質問項目は、「明星こども園の設立予定地について」の１点であります。 

  田辺泰宏議員、登壇願います。 

○12番（田辺 泰宏） 12番 田辺泰宏。 

  失礼します。ただいま議長より発言の許可がありましたので、私の一般質

問をはじめたいと思います。 

  さて、明星こども園については、前々回から質問をさせていただいておりま

すが、更なる質問を今日はいたしたいと思います。今回、私の一般質問も町民

の代表として、町政に反映するため日頃の議員活動を、本会議で発表し質問す

るものであり、議会を混乱させたり、町政に対して抵抗、妨害をすることが目

的ではありません。町政を住民に理解してもらうために、住みよい町づくりの

ために、町政を改革するのが、私の目的であります。 

  さて、今回は地元住民と関係者に対する明星こども園についての私のアンケ

ートの中間報告を中心にした質問をしたいと思います。このアンケートは、平

成25年５月28日から８月21日までの明星こども園についての、私が明星地区住

民と関係者を、戸別訪問をして聞き取りした主な項目を質問事項に据えて、ア

ンケートをとることにしました。 

  今まで、町執行部の私のこの前の一般質問に対する解答は、本末転倒である

と考えられます。物事には順序があり、道理があり、常識的なことや、住民や
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関係者の身の安全については、優先的に処理していくのが常道であり、住民や

関係者から意見を聞いたり、アンケートをとったりして、コンセンサスを得て

から、明星こども園の安全で便利な環境を、行政として最優先で考慮した上で、

住民や関係者に行政上の責任上、はっきりと提示して検討してもらい、意見が

煮詰まった上で、これなら地元住民もほぼ納得できるような議論の結果からで

きあがった案をたたき台にして、明星こども園の設立予定地を決定するのが、

ごく普通の行政と住民と関係者のコンセンサスであり、誰もが納得できる道理

であると思います。 

  しかし、今回のような行政がいつの間にか、一方的に先走って、目的外の設

立予定地の関係者と結びついて、住民や関係者に疑惑を持たれるような取り組

みをはじめ、行政として、地区住民や関係者の納得や了解もとらずに、地元地

区の関係者と行政が強い結びつきをつくり、既に予定地を選定し、企画設計図

もつくり、予算もあらかじめ設定して発表しています。 

  このことは、住民と関係者に対する私のアンケートの結果からも、地区住民

や関係者は今までまったく知らないところで、町と地元自治会の関係者が一般

住民を無視して計画し、成立に向けて着々と明星こども園の設立予定地として、

山林の中の前野池が既に決定されている状態で、計画が実行されています。 

ある町民から、ことの始まりは、地元自治会の山林の売買に関係した人物が、

行政に強く働きかけて、このような目的外の設立予定地になってしまったが、

今まで強力な住民の抵抗もなく、設立予定地に対する反対の意見もなく、町の

アンケートもとらず、コンセンサスもない状態で、明星こども園の設立予定地

として、裏取引の疑いのあるなかで、設立予定地になってしまったと、何人も

の町民が言っています。このことについて、今までどうして本郷の前野池が設

立予定地になったかという、私の一般質問に対する町長や執行部の解答は、ど

れをとっても釈然としない解答ばかりであり、町民の代表として質問していま

すが、町民や関係者には何一つ納得できる解答はありません。 

この質問１、このような町民や関係者の意見や希望を一切受け付けないで、
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行政側が明星こども園の設立予定地を、住民や関係者の意見や希望を全く考慮

しないで進めていると思われている町行政に、このような非常識な方法で、町

が住民を蚊帳の外において進めていることは、町政に対する大きな反発を招き、

住民から町政に対する信頼を失うことになりませんか、お尋ねします。 

ところで、地区住民や関係者が、明星こども園の設立予定地の選定について、

町長や町執行部は、地区住民や関係者からほとんど反対も抵抗もないと考えて

いるかもしれません。私が日常活動のなかで、直接地区住民や関係者と個々に

設立予定地について、こちらから話をしてみると、今日まで設立予定地につ，

いて全く説明を聞いていませんので、反対も抵抗もすることができませんと、

多くの町民が言っています。 

これだけ地区住民や関係者に対して、町がはっきりした説明や懇談会も、一

度も開かないで、町は一方的に予定地として、劣悪な環境の本郷の前野池を開

発して、明星こども園を山林の中の設立予定地として実施計画を進めているこ

とは、地元住民にとっては驚きであり、今初めて聞いたという人も多く、全体

として一般の町民は、どうなっているのかという状況であります。 

さて、今から６カ月前に、自治会長会議で町の担当者から、明星こども園の

説明があったが、私の聞き取り調査では、該当地区での自治会での明星こども

園についての説明会は、一切やっていないので、一般住民は何も知りませんと

言っています。 

私のアンケート調査でも、同じ結果が出ています。このような明星地区にと

って、将来関係する重大な教育施設の設立予定地の選定で、これほどまでに、

地区住民への説明会がなく、理解もされないで、明和町の重大な事業が住民無

視で着々と進められています。前回、６月11日の私の明星こども園についての

一般質問で、明和町の明星こども園に対する、県への申請が一旦取り消されて、

精査中であると、県の担当者が言っていました。これについては、町長はどの

ように考えますかとの質問の解答では、県へは一切申請していないので、解答

できませんと言われて、設立予定地について、安全の検証するべきであると考
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えますが、どうしますかと教育長に質問しましたら、これから設立予定地の安

全の検証をしますと答えています。 

これらの解答は、いずれも町民の大半が、このことは本末転倒であり、誰が

考えても納得できる解答ではないと考えられます。その理由は、設立予定地を

今の本郷の前野池に決める前に、どうして明星こども園をつくるにあたって、

事前の安全の検証をしておかなかったのか。当然の安全対策についての明和町

の行政の基本的な施策に大きな間違いがあったのではないかと思われます。 

 設立予定地がほぼ決定して、付帯事業の企画や計画が進められているなか

で、この設立予定地の前野池が、イノシシの多いところであり、マダニの発生

も多いと言われていて、またほとんどが女性の勤める職場が、人里離れた山林

の中にできる予定であることは、不審者対策が必要になり、目的外の土地であ

ると言われても、当然であるとも思われます。 

そこで、質問２．設立されてから劣悪な環境の場所に勤める女性職員に対す

る不審者対策はどのようにするのか、お尋ねします。 

質問３．イノシシの被害対策とマダニの防除対策をいつから、どのような方

法で実施するのか、それらの対策で、幼児や女性職員に対する、身の安全は補

償されるのか、お尋ねします。 

  質問４．自然環境に恵まれていることより、便利で安全な環境であり、そこ

で働く人や、幼児の身の安全が最優先であることは、当然であります。現在の

曙幼稚園がどの地区から考えても便利であり、安全な環境である場所である。

にもかかわらず、どうして劣悪な環境である前野池に、町としてほぼ決定をし

て、事業の施策を進めているのか、お尋ねをいたします。 

  質問５．曙幼稚園の場所を拡充して整備したら、明星こども園として十分対

応できるはずである。設立予定地、前野池は曙幼稚園の場所より、どんなとこ

ろが安全であり、メリットがあるのか、お尋ねをしたいと思います。 

  質問６．明星地区では入園予定の園児も大幅に減少し、入園待機児童など問

題外である地区に、認定明星こども園を、前野池の成立予定地の人里離れた山
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林の中に土地購入をはじめとして、すべて新しい設備をつくる費用対効果は、

今の時代に将来の地域開発を考えたとしても、曙幼稚園の場所を拡充して整備

する費用対効果と比べて、一般的には曙幼稚園のところのほうが、断然有利で

あり、明和町の厳しい財政から、更に町の借金を増やすことにならないために

も、比較した費用対効果について、町民に責任のとれる説明をしてください。 

  そこで、この明星こども園に対して、明和町人権施策基本方針というのが出

されております。これは、もうご存じやと思いますが、発行は、平成12年５月、

改訂が平成19年３月ということで、明和町人権課が出したのが採択されており

ますが、これについて明星こども園の設立予定地が、目的外の土地であり、地

元の山林を売る目的であり、談合の疑いのある土地であり、すべての面で安全

で安心な子育ての支援にならない。むしろ劣悪で危険な環境条件であり、地域

住民に禍根を残すことになる予定地であります。各関係機関に精査を依頼し、

安心して子育てができるようにお願いします。 

  明和町人権施策基本方針から、明星こども園の設立予定地は、そこで働く職

員の女性と幼児を安心で安全な子育てを支援する基本理念から判断して、女性

と幼児の人権侵害と法律、条例違反の疑いが強い、重大な課題であると、町民

が言っています。 

  そこで、既に明和町人権施策基本方針というのが、一応私はしてあります。

この中で、主な項目について、少しだけ読まさせていただきますが、まず１番、

基本方針、２番が方針見直しの趣旨として、明和町議会において、人権が尊重

され明るく住みよい明和町の実現のため、人間尊重の町宣言が決議されました。

３番は、基本方針として、人権とは一人ひとりが人間らしく生きていくため、

生まれながらにして持っている大切な権利であり、人が個人として尊重され、

安全で安定した生活を送るため欠くことのできないものでありますと。こうい

うふうにあり、４番は、基本方針として、明和町人権教育基本方針の中に、人

権尊重の町づくりの中に取り組んでいます。今後、この基本方針が人権施策を

総合的かつ体系的に取り組むための指針となりますと。こういうふうに書かれ
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ています。 

  第２章は、分野別施策の推進、女性の人権に関する問題、ここに今、申し上

げた、雇用の分野における男女の機会均等及び待遇の確保等に関する法律を改

正しましたと、こう書いてあります。そこに、男女が互いに対等な人間として

尊重し合い、それぞれ個性と能力を十分に発揮し、協力しながら活躍できる男

女共同参画社会をめざしています。 

  そこで、しかしですね、このような法制度や社会環境の整備にもかかわらず、

女性の人権を侵害するドメスティックバイオレンス、セクシャルハラスメント、

ストーカー行為などの肉体的、性的、心理的な暴力が深刻な問題となっていま

す。これは当然、明和町のこの人権施策基本方針の中に書いてあることです。

明和町こども家庭支援ネットワークに改名し、ドメスティックバイオレンスな

どの暴力に対しても、予防などの対策に取り組んでいますと。さらに、セクシ

ャルハラスメント、ストーカー行為などの肉体的、性的、心理的な、あらゆる

暴力を根絶するため、女性の人権を尊重し養護する取り組みを進めていますと。 

  その次、社会教育。男女共同参画に向けて、意識改革や相互理解について、

生涯にわたって学習できる機会の拡大や内容の充実に努めますと。それから、

関係機関との連携では、三重県男女共同参画センターや、三重県女性相談所な

どと関係機関と連携を図り、あらゆる暴力から女性を守り、女性の人権確立を

推進しますと、こういうふうに書かれています。 

  男女共同参画社会基本法も、同じように男女の平等社会に向けて努力するこ

とが明記されています。セクシャルハラスメントですが、これが今、こども園

で問題になっている部分ですが、性的嫌がらせ、性的おびやかしと訳します。

弱者と強者という力関係の中で発生し、性的言動により、相手に屈辱や精神的

苦痛を感じさせたりすることですと。こういうのが、明和町がうたっているわ

けです。 

子どもの人権に関する問題では、児童の権利に関する条例では、子どもを単

に保護の対象としてみるだけでなく、生存や意見の発表など、権利を行使する
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主体として位置づけています。そして、子どもの最善の利益は考慮されるよう

に、社会全体で努力する必要性を明記していますと。 

その次に、次代を担う子どもたちが、健やかに生まれ、安心して育つことが

できる環境づくりをめざして、明和町児童育成計画、明和町次世代育成支援行

動計画を策定しました。これらに基づいて、学校、幼稚園、保育所、家庭など

の地域社会と行政が連携して、子どもの主体性や互いの人権を尊重する教育の

推進や、子育て支援、相談体制を一層充実させていくことが求められています。 

基本方針として、学校、保育所、幼稚園において、子どもが互いの人権を尊

重して、自らの意見を表明したり、主体的に行動したりすることができるよう

に、発達の状況に応じた人権教育を推進します。それとともに、児童の権利に

関する条約の趣旨を、町民に浸透させ、行政などの関係機関と学校、幼稚園、

保育所、家庭などの地域社会が連携して、子どもたち一人ひとりの人権を保障

する取り組みを進めますと。 

推進のほうでは、就学前教育では、命を大切に自己や友だちを思いやる気持

ちを育て、豊かな人間性を持つ子どもに育てる教育を進めますと、こう書いて

あります。また、後、地域社会とか、子育て支援とか、啓発、広報とか、いろ

いろありますが、その児童の権利に関する条約、いわゆる子どもの権利条約も

そのまま明和町も取り上げています。 

内容は大きくわけて、子どもの生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加

する権利となっています。それで、エンパワーメントというのも、最期に、明

和町のこの人権方針の中に書かれてまして、この中には、いじめ、体罰、虐待

などの外圧、抑圧をなくしていくこと。恐怖、不安などの内的抑圧を減らして

いくことで、本来もっている人間の力、生理的な力、人とつながる力、自分を

尊重する力、自分を信頼する力などを取り戻し、誰もが持っている生命力や個

性を再びいきいきと、息吹かせることですと、こういうふうに書いてあります。 

もう一つ、これに関連して、私が質問を申し上げたいのは、これに対して私

が、第１章の基本的な考え方の中で、町のこの基本的な方針に反する、この明
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星こども園の状況について、説明をさせていただきますと、それも質問の一つ

ですが、人権尊重の町宣言の明和町の、明和町人権尊重のまちづくり条約に照

らし合わせみると、明星こども園の設立予定地は、女性と幼児にとって劣悪な

環境条件であり、明和町として設立予定地について、事前に一切の安全の検証

もしていない上に、関係者や住民への相談もなく、アンケートもとらず、住民

とコンセンサスもないまま、設立予定地の購入などは、以前から急きょ法人化

して、税金対策と裏取引の疑いのある中で進められてきたと、多くの住民関係

者が言ってきたことが、聞き取り調査や議員のアンケート調査でも判明してい

ます。 

これに対して、質問は、明和町人権施策基本方針のまちづくり条例の基本理

念を大きく逸脱して、条例違反をしていると思われますと、何人もの町民が言

っています。 

さらに、第２章、分野別施策の推進の中で、女性の人権に関する問題、これ

からできる明星こども園の職員は、ほとんどが女性であり、入園児であり、実

際に発生しているイノシシの被害、マダニの被害、不審者からの被害にあう恐

れある明星こども園の設立予定地に、町長はじめ町執行部は該当地区の住民か

ら談合の疑いありと言われても、あえて明星こども園の設立予定地にむけて、

民意を無視して、強引に進めていると町民が言っています。これに対して、質

問。このようなことが、職員の女性や入園児にとって、明星こども園の設立の

基本理念である、安心・安全な子育て支援に逆行することであり、ある町民は

女性と児童に対する人権侵害に該当すると思われますと言っています。 

特に明星こども園の設立予定地は、人里離れた山林の中に、ポツンと、女性

の職場として、幼児の保育の仕事をつくることは、ここはイノシシ、マダニ、

特に不審者の被害にあう危険性の高い、不便で送り迎えの危険性もあり、劣悪

な環境条件の場所であり、これは一つのセクシャルハラスメント、女性に対す

る性的嫌がらせ、性的おびやかしに該当し、女性と幼児に対する人権侵害にな

ると思われますと、何人もの町民が言っています。 
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推進の中で、就学前教育、本文に書いてあるのは、命を大切にし、自分や友

だちを思いやる気持ちを育て、豊かな人間性を持つ子どもに育てる教育、保育

を進めますと。これに対して、イノシシやマダニの被害が予想される、前野池

の設立予定地に移転、新設することは、命の大切さを無視していると町民が言

っています。 

更に、学校教育、本文の中で、子どもたちが自ら学び、自ら考え、課題を解

決する力を身につける取り組みを推進するとともに、一人ひとりの個性を認め

合い、人権尊重に基づいた行動ができる教育を進めます。これに対して、この

劣悪な環境条件の設立予定地では、安心して、安全な子育てを進めることがで

きなく、人権尊重の面から逆行することになることは明らかであると町民は言

っています。 

地域社会、本文の中ですが、子どもの安全確保を守るため、地域の防犯ボラ

ンティア活動を推進します。これに対して、明星こども園の設立予定地では、

誰が考えても劣悪な環境条件であり、子どもの安全確保ができない。とても地

域の防犯ボランティア活動等で、この劣悪な環境条件に対応できないのは明ら

かであると、町民は言っています。 

子育ての支援、本文で明和町子ども家庭支援ネットワークを中心に、地域の

ネットワーク強化を図り、児童虐待の予防等の対策を支援しています。また、

子育て支援センターなどを通じて、助言や相談の支援を常時受けられるように

するとともに、明和町ファミリーサポートセンターの周知に努め、子育て支援

の総合援助活動を推進します。 

これに対して、明和町子ども家庭支援ネットワークという組織がありながら、

明星こども園の劣悪な環境条件の設立予定地について、無関心、一切の活動を

していません。組織があって、ないに等しいと町民が言っています。 

啓発広報、本文の中では、暴力などの危険な状態から脱するためエンパワー

メントの視点に立った学習啓発活動を進め、自分を大切にする意識の向上を図

り、また子どもの人権にかかわる子ども教育関係者、保護者、地域の人々がと
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もに学習する機会を一層充実します。これに対して、現場の女性職員が日常的

に不審者から被害を恐れ、心配する必要のある設立予定地では、学習啓発活動

を進めることができず、教育の機会均等の基本理念に逆行しますと、町民は言

っています。 

もう一つ、関係機関との連携、本文では、児童の権利に関する条約、子ども

の権利条約に、日本も批准しています。その内容は、子どもの生きる権利、育

つ権利、守られる権利、参加する権利が保障されています。それに対して、１、

安心して生きる権利、安心して育つ権利、安心・安全が守られる権利が、この

ような劣悪な予定地では、これらの権利が守られないことは明らかですと、町

民が言っています。 

それから、最後に、エンパワーメントという言葉が本文に書いてありますが、

いじめ、体罰、虐待などの外圧的抑圧をなくしていくこと。恐怖、不安などの

内的抑圧を減らしていくことで、本来もっている人間の力、生理的な力、人と

つながる力、自分を尊重する力、自分を信頼する力などを取り戻して、誰もが

持っている生命力や個性を再びいきいきと息吹かせることです。これに対して、

現在の便利で安心・安全な環境条件の曙幼稚園を拡充、改修したら十分対応で

きるはずである。にもかかわらず、劣悪な環境の談合の疑いのある目的外の設

立予定地は、外的抑圧を増やし、恐怖、不安などの内的抑圧を逆に増やすこと

になります。このエンパワーメントの理念に、大きく逆走することになります。 

以上、明和町人権施策基本方針に対する町民の考えや意見として、責任が果

たせる説明や解答をしてください。以上、読み上げましたが、最初から一つず

つ、私の質問に対して、町長はじめ関係者の解答をお願いしたいと思います。

まず時間がないので、一旦読み上げましたが、大体の内容はご存じやと思いま

すんで、まず最初の質問は、このように町民や関係者の意見や希望を一切受け

付けないで、行政側が明星こども園の設立予定地を、住民の関係者、意見や希

望をまったく考慮しないで進めていると思われている、町行政に対して、この

ような非常識な方法で、町民を蚊帳の外において進めていることは、町政に対
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する大きな反発を招き、町民から町政に対する信頼を失うことになりませんか、

まず町長に、これに対する解答をお願いしたいというふうに思います。よろし

く。 

○議長（北岡 泰） 田辺泰宏議員の質問が終わりました。 

それに対する答弁、教育長。 

○教育長（西岡 惠三） いわゆるこども園の関係で、教育委員会関係があり

ますので、私のほうから答弁をさせていただきます。 

田辺議員が住民を蚊帳の外において進めているのではないかということでご

ざいますが、田辺議員が言われるように、町政の推進にあたって、最もよい方

法は、町民の皆さんに意見やとか、話し合いで決定していただくことが、本当

に大事なことだというふうには思います。 

しかしながら、町民全員の話し合いということは不可能に近いことでござい

ます。町民の皆さんの声を町政に反映させていただくために、代表として選挙

で選ばれた議員の皆さんと議論をさせていただく、そして、決定していただく

ことが、私たちの議会制民主主義に則って仕事をしていくということになりま

す。それをまずもって申し上げておきたいというふうに思います。決して住民

を蚊帳の外において進めているということではありません。そうは思っており

ません。 

そこで、これまでも議員の皆さんに説明させていただきましたし、議論して

いただいた経過を、改めて確認をしていただきたいと思います。これまでの経

過については、教育課長のほうから報告をしていただきますので、よろしくお

願いします。 

○議長（北岡 泰） 教育課長。 

○教育課長（西田 一成） それでは、先程の教育長の答弁に従いまして、主

なこれまで報告をさせていただいてきました経過を報告させていただきたい

と思います。まず就学前保育教育検討委員会の設置をお願いをしまして、検

討委員会の最終答申を受けたところから、ご説明をさせていただきたいと思
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いますが、平成24年８月２日の全員協議会におきまして、この最終の答申書

の写しを提出し、教育委員会として、施設整備の基本的な考え方というもの

を、提出をさせていただきました。 

  そして、その中で明星地区に、2015年を目途に、認定こども園を整備するこ

とを報告させていただいてきました。 

○議長（北岡 泰） 答弁時間はたっぷりありますので。 

○教育課長（西田 一成） ９月14日に、休園となっておりました暁幼稚園関

係者の保護者説明会を行わせていただいております。これも認定こども園を

設立するということを、この時に報告、説明をさせていただきました。 

  それから、11月７日の全員協議会におきまして、福祉子育て課のほうととも

に、暁幼稚園と曙幼稚園を統合した、幼保連携型の認定こども園の創設につき

まして、報告をさせていただきました。その際、議員の皆さんから、明星地区

自治会長のほうにも説明をするようにというご意見をいただいておりました。

そして、それを受けまして、12月７日に、明星地区自治会長会議を開いていた

だきました。この折に、設置予定場所についても、ご賛同をいただいたところ

でございます。 

それから、25年２月５日の教育厚生常任委員会におきまして、認定こども園

の基本設計の委託料について、ご説明をさせていただきました。そして、建設

予定地の位置図を資料提出させていただきまして、当日、建設予定地の現地調

査を行っていただきました。そして、いろいろ現場を見ていただいたところで

ございます。 

そして、２月13日の臨時議会におきまして、認定こども園の基本設計委託料

の詳細説明を行わせていただきました。 

３月11日の定例会におきまして、多気東部土地開発公社の報告としまして、

２月21日、公有地の取得事業としまして、仮称の明星こども園整備事業費の用

地購入費ということで､2,000万円の補正予算が認められたということを報告を

していただいた経過がございます。 
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そして、翌12日に、先ほど田辺議員もおっしゃっていただきましたが、松本

議員と田辺議員から、場所を特定しました認定こども園に関する質問をいただ

きまして、安全対策とかインフラ整備について、答弁を行ったところでござい

ます。 

それから、６月14日の定例会の補正予算の採決におきまして、施設設計等業

務委託料、それから道路新設改良工事費、仮称明星こども園の事業施設用地購

入費などの補正予算を原案可決をいただいたところでございます。 

それから、７月24日に、こども園の運営検討委員会というのを設置をいたし

まして、各園長とか職員代表、それから調理員、福祉子育て課の職員、教育課

の職員が、そういった合同で委員会を設置しまして、これから例月で随時、こ

ども園の詳細運営について、現場の意見を聞きながら進めていこうという委員

会を設置しておるところでございます。 

そういったものが、こども園にかかる経過でございます。以上です。 

○議長（北岡 泰） 答弁が終わりました。 

田辺議員、再質問ございますか。田辺議員。   

○12番（田辺 泰宏） はい、お願いします。先ほど、教育長から答弁があり

ましたが、これはもう私の考えとは、丸きり正反対でありまして、全員が私

は納得、理解してもらうということは、私もそんなことはできないと思いま

す。何も町民全部が理解、納得することは必要ないです。 

その明星こども園にやるであろう将来、その地区の明星地区の関係者、住民、

関係者というのは幼稚園関係の先生全部、それから、住民全部、あるいは保護

者、いま幼稚園に送っている保護者、そういったことを言っとるんであって、

住民全員に周知徹底することは不可能やと、これは当然の話です。 

それから、少なくとも、この前も申し上げましたが、伊勢市での、この前も、

四郷こども園というのができました、去年。それも朝熊幼稚園と一浦幼稚園が

あって、それを四郷こども園にするについては、１年半かけて、これは当然、

私が伊勢へ行って調べてきた、政務調査してきた話ですが、それは両方との父
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兄、その幼稚園へ行っておる父兄、それから住民の全部、自由に参加できます。

幼稚園の先生、ともかく全部出席してください。そういう会を年にですね、十

何回もって、そこから上がってきた意見を、町がまとめて、それをこの地域の

こども園として、たたき台にして作り上げたのが、いまの四郷幼稚園です。こ

れのどこがいけないんですか。こういうことをですね、明和町もやってもらえ

ないかと、前々から言っとるんです。これを教育長の話では、町民全員が周知

徹底するのは不可能ですというふうに逃げてみたり、議会で決めてもらわない

かんとか、議会で説明してあるとか、あるいはさっきの教育課長の話で、自治

会長会議で説明してあると言われたので、私は自治会長を全部回りました。 

自治会長は説明は聞きましたと、そやけど、町民には一切説明してありませ

んと。ただ、あの方だけ、ちょっとど忘れしましたが、有彌中のゴルフ場のち

ょっと奥のとこにある、そこの団地の自治会長だけは、私はこの話は、私だけ

知っとったんではいかんのでといって、簡単なプリントを書いて、そこの住民、

45人に１軒１軒、配りましたと。こういうことですよと。そやけど、内容は詳

しくわかりませんが、この前、自治会長会議で説明あったことは、これで配り

ましたというのが、たった一人ですよ。他の自治会長は一切、その住民に説明

していません。地区懇談会も開いていませんと。こういうことです。それは調

べてください。地区懇談会、一切やっていません。明星も。この件でね。 

そういうことでありますので、こういうことをですね、いかにも自治会長会

議で説明したと。それで、みな住民が周知、納得しとると、こういうふうに見

るのは、大きな間違いですよ、これは。今までそういう行政やったんかどうか、

教育長に聞きたい。そういう行政で通ってきたのかどうか。 

 

 

○議長（北岡 泰）  暫時休憩いたします。 

                         （午後  ２時  47分）  
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○議長（北岡 泰）  休憩を解きまして、教育長。 

                         （午後  ２時  49分） 

 

 

○議長（北岡 泰） 全部やってください。わかっていますので、大丈夫です。 

  あと９分残っています。 

教育課長、お願いします。 

○教育課長（西田 一成） それでは、質問していただいたことにつきまして、

お答えをさせていただきます。 

まず、女性職員に対する不審者対策というご質問があったかと思います。こ

れにつきましては、先ほど申し上げましたように、議会でお認めをいただきま

した関連予算を適正に執行させていただきまして、インフラ整備や造成工事な

どに取り組みますと、周辺の環境は大きく変わるというふうに考えております。 

こども園は議員が申されますとおり、何よりも子どもたちにとって、安全で

安心できる施設でなければなりません。そういった意味で、現在、庁舎内に先

ほども申しましたが、事務局と幼稚園及び保育所の園長や職員代表で構成する

こども園運営検討委員会を設置しております。いろんな先進地などの視察も行

いながら、現場の意見や要望を聞き、あらゆる課題について、一緒に検討をし

ておりますので、今後の整備や運営に反映をさせていきたいというふうに考え

ております。 

続きまして、イノシシとかマダニの対策というようなことで、ご質問いただ

きました。これにつきましても、今後の造成工事や建物の設計の中で、明らか

にさせていただきたいと思います。当然、その過程におきましては、議員の皆

様のご意見を伺いながら進めてまいりたいというふうに思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

それから、もう一つは、曙幼稚園が非常に便利な場所であるにも関わらず、
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どうして新たなところに進めるのかというご質問をいただいたというふうに思

います。これにつきましては、明和町就学前保育協議検討委員会の答申書及び

教育委員会がお示しをさせていただきました、施設整備の基本的な考え方の中

でもご説明をさせていただきましたが、改めまして、方針、考え方を申し上げ

ますと、その子どもたちの健やかな成長と発展を促し、集団保育の成果が期待

できるよう、適正な規模での幼児保育と教育を、教育、保育を実施する必要が

あるということが１点ございます。 

その中で、明星地区につきましては、暁幼稚園に施設面の不備が生じ、休園

中のため、早急に取り組まなければならないという状況下にありました。そし

て、３歳以上児につきましては、その集団保育の成果が期待できる適正な規模

を確保するために、暁幼稚園と曙幼稚園を統合することといたしました。 

それで、曙幼稚園につきましては、議員さんが申されておりますが、実は昭

和55年に建築をしておりまして、もう既に30年以上経過しております。場所に

つきましてもですね、ご承知のように、三方を道路に囲まれておりまして、西

側は明星神社に接しておりますので、議員さんが申されますような拡張するよ

うなスペースがないということと、建物もそういう状況。 

それから、そういった適正な規模、０歳から５歳までを一体的に保育すると

いうことにつきまして、適正ではないというふうに判断をしております。 

費用対効果です。この現在の曙幼稚園につきましては、土地が4,347㎡、そ

れから建物は684㎡です。現在、新しく計画しております、認定こども園の面

積、建物面積等も比較にならないわけでありますが、単純に申しますと、取得

できるような状況ではありませんし、増築をしても安全な状態ではないという

ことで、比較ができないということがご答弁になろうかと思います。非常に土

地も安価でありますしというようなこともありまして、ですが、ともかく、そ

ういった意味で新しく認定こども園を設置することによりまして、現在、明星

地区につきましては、遠くの保育所に行っておる園児もおりますし、伊勢市等

の私立に行っておる園児もおります。 
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ですので、そういった園児のためにもですね、選択肢が広がりますし、新し

い木造を使った、新しい園舎ということの中でのですね、子どもたちの夢や希

望も広がってですね、それは計り知れない効果をもたらすというふうに考えて

おりますので、そういった意味で、投資というご指摘でありますけれども、価

値のある投資になるというふうに考えておるということでございます。以上で

す。 

○議長（北岡 泰） 答弁が終わりました。 

再質問どうぞ。田辺議員。 

○12番（田辺 泰宏） 今まで、いろいろ経過とかですね、あるいは教育長は

じめいろいろ私の質問に対して解答をいただきましたが、私の質問の本当の

根本には、これでは答えてもらっておりません。ということは、安全安心第

一は、何一つ説明されていない。何がもって安全なのか、何がもって安心で

きるこども園なのか。それができていません。 

それで、人権問題もいろいろ言いましたが、人権問題も何一つ人権を守るこ

とは、この説明の中では解答になっていません。しかし、これ以上、いうとっ

ても仕方ありませんので、時間もありませんし、一般質問に関連する要望とし

て、明星地区の住民や関係者に聞き取り調査をしたり、アンケート調査の中間

報告の結果は、明星地区住民のほぼですね、住民の意思であると考えられます

ので、町として十分考慮して、将来にわたって、明星地区に禍根を残さないよ

うに、町長はじめ町執行部は、行政の責任者として、この課題解決に全力で取

り組んでいただき、明星こども園の前野池設立予定地の見直しを、明星地区の

町民代表として、強く要望します。 

これで、私のこども園についての一般質問を終わります。以上です。 

○議長（北岡 泰）  よろしいんですか。 

以上で、田辺泰宏議員の一般質問を終わります。 
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○議長（北岡 泰）  お諮りします。 

  議事整理のため暫時休憩いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

(「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○議長（北岡 泰）  ご異議なしと認めます。 

よって、暫時休憩いたします。３時５分まで。 

                         （午後  ２時  55分）  

 

 

○議長（北岡 泰）  休憩を解きまして、休憩前に引き続き、会議を開きます。 

                         （午後  ３時  05分） 

 

 

１番 奥山 幸洋 議員 

 

○議長（北岡 泰） ６番通告者は、奥山幸洋議員であります。 

質問項目は、「介護予防事業について」の１点であります。 

奥山幸洋議員、登壇願います。 

○１番（奥山 幸洋） 失礼いたします。議長より登壇のお許しをいただきま

したので、通告いたしました、介護予防事業について、質問をいたします。 

  急速に進行する少子高齢化社会で、本町の高齢化率は年々上昇を続け､25％

を超え、今後も上昇するものと見込まれることから、高齢者の介護は、誰にも

避けて通ることのできない大きな問題となっております。24年３月作成の第５

期明和町介護保険事業計画で、町長は本格的な高齢化社会に向けて、明和町な

らではの地域包括ケアの仕組みを構築するとともに、介護保険事業の円滑な運

営と計画的な基盤整備を推進するための計画を策定されました。 

  家族の絆を基本とした、人と人とのつながりを大切にしながら、高齢者の方

に健康で生きがいを持ち、地域で安心して暮らしていけるまちづくりのため、
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施策の展開を図っておられます。まず、第５期明和町介護保険事業計画におけ

る地域支援は、高齢者が要介護、要支援状態になることを予防するとともに、

地域において自立した日常生活が続けられるよう支援することを目的としてい

ます。 

介護予防の施策は、包括支援事業の役割がますます重要となっていきます。

事業の監視など、より介護予防全体の指令塔となり、担当課長さん、代表者と

いうことですか、との意思疎通が速やかになるような体制が必要と考えます。 

まず町長のご所見をお伺いいたします。 

○議長（北岡 泰） 奥山幸洋議員の質問が終わりました。 

これに対して答弁願います、町長。    

○町長（中井 幸充） ただ今、奥山議員のほうから、介護予防施策の体制に

ついてということで、ご質問をいただきました。私が申すまでもなく高齢者の

方々が住み慣れた地域で、生活をやはりずっと継続できるように、介護保険や

その他のサービスを上手に利用するために、さまざまな支援を行う包括支援セ

ンター、これを明和町は直営で実は実施をしております。 

平成24年度の包括支援センターの実績と申しますか、相談内容が実は約500件

ございました。主に介護認定、サービスの利用について、どんなふうにしたら

サービスが受けられるかというような相談とか、それか、施設の紹介、そうい

ったものとか、あるいは、今日的な課題としての権利擁護、虐待、それから、

成年後見人制度の部分とか、あるいは消費者のおれおれ詐欺等々の内容、そう

いったものも含めて、先ほど申し上げました500件近い、実は相談があったとい

うことでございます。 

それから、やはり松本議員の質問にもございましたが、一人暮らしが多くな

ってきたということの中で、見守りネットワークを、どのように使えるかとか、

それはどういうものなんでしょうかというような、問い合わせも42件あったと

いうふうに聞いております。老後の心配という形の中で、包括支援センターに

相談をかけてきたという、そういう意味では我々包括支援センターが、地域の
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中に根付いてきたのかなというふうに考えているところであります。しかしな

がら、相談業務だけではなしに、やはりこれからの部分、予防ケア、そういっ

たところにも、やはり力を注いでいかなければなりません。 

従いまして、今後も長寿健康課、そして、包括支援センター、社会福祉協

議会と連携を十分に深めて、介護予防に努めてまいりたいと、そのように思い

ます。 

○議長（北岡 泰） 答弁が終わりました。 

奥山議員、再質問ございますか。奥山議員。 

○１番（奥山 幸洋） ありがとうございます。この第５期、24年３月作成の

第５期介護予防事業計画、24年から26年度ということで、ご所見をありがと

うございました。 

それで、こちらにも書いてございます、基本理念ということで、集約された

言葉が、高齢者が生きがいをもち共に支えあいながら安心して暮らせるまちづ

くり、めざそう一緒に私らしい生活ということで、明和町ということで、目標

としては、こちらに書かれております四つございまして、一つは住み慣れた地

域での生活を持続できる町。また、二つ目が、主体的に介護予防、健康づくり

に取り組める町。三つ目が、高齢者が社会に参加し、生きがいをもって暮らせ

る町。また、四つ目が、高齢者が大切にされ、尊重される町ということで、先

ほども町長が言われましたが、地域包括支援センターが、これからますます重

要なポイント、拠点となるというふうに私も考えております。 

また、見守りネットワークも、これから大事というふうなことで、これにつ

いては、この二つについては、後ほどもう少し詳しくご質問させていただきた

いと思います。それで、ありがとうございました。 

それで、施策のこの第５期の介護保険事業計画にあるわけですけども、施策

の方向として、第５期として、私が考えます主な事業といたしまして、先ほど

も少し触れられましたが、第２次予防事業対象者把握事業、これは今後、非常

に介護の中で重要になってくると考えております。 
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また、今も実施されております、はつらつ教室、また認知症サポーター養成

講座、これも実施されております。それから、高齢者の見守りネットワークな

ど、事業の実施状況、これらの事業の実施状況は、どのようになっているのか、

お伺いをします。 

○議長（北岡 泰） 奥山議員の再質問に対する答弁、長寿健康課長。 

○長寿健康課長（小池 弘紀） 失礼いたします。平成24年度の第５期の主な

事業の実施状況ですけども、２次予防事業対象者把握事業では、生活機能評

価質問表というものを、介護認定を受けておる方以外の65歳以上の方、全員

に配付しております。その配付人数は4,708人で、うち回答者数は3,759人で

した。回収率は79.8％という形になっております。 

その中で、予防事業が必要と思われる２次予防事業の対象者が1,069人、う

ち介護予防検査というお医者さんの診断を受けてもらった方が53人でございま

した。通所型の介護予防事業であります、はつらつ教室は運動機能向上、栄養

改善、口腔機能の向上を目的として、保健福祉センターにおいて、16人の方に

参加をしていただきまして、延べ20回のはつらつ教室を実施したところでござ

います。 

認知症サポーター養成講座は、認知症の症状や特性と認知症の方への対応の

仕方を、各団体から依頼をいただき、出前講座として実施しておりますが、全

６回実施しまして、146人の認知症サポーターが誕生いたしました。 

高齢者等見守りネットワークは、高齢者や障がい者の権利を擁護するために、

町と地域住民、関係機関が連携して見守りを行い、異常を発見した時に迅速に

対応することで、安全で安心な生活を継続できるようにするもので、現在、見

守り協力員といたしまして、30の団体とか事業所等、330人の方が協力をいた

だいております。以上でございます。 

○議長（北岡 泰） 答弁が終わりました。 

奥山議員、再質問ございますか。奥山議員。 

○１番（奥山 幸洋） ありがとうございます。２次予防事業の対象者把握に
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つきましては、4,708人ですか、79.8％の方の解答を回収されたということな

んですが、この５期事業計画にも書かれておるわけですけども、なかなかこ

の２次事業対象者の把握が難しいということで、こちらの基本理念にも書か

れておりますし、第５次の明和町の総合計画の実施計画書、事務事業調書と

いうものつくられておるわけですけども、この中でもですね、このことに触

れられておりまして、なかなかここら辺のところの把握が、非常に難しいと

いうことで、今後よりこの回収率を上げて、より正確な対象者を把握したい

というふうなことを懸念されて、これから、あげていく方向で努力されると

いうふうに書かれております。 

ここら辺のところは、いま現在まだ保健計画でいきますと、29年までござい

ますので、また半ばというところかわかりませんが、これは25年度からという

ことで、どのような取り組みをされて、いま現在どのような形になっておるの

かというふうなところをお聞かせ願いたいと思います。 

それから、あとお聞きしました認知症サポーター養成講座、６回で146人と

いうことなんですが、この認知症サポーター養成講座というのは、これは教え

ていただきたいんですが、この方たちの活動というのは、具体的にどのような

ことを、たくさん認知症の方みえるわけですけども、どのような取り組みをお

願いされるのかというところを、もう少しお聞かせ願いたいと思います。 

それで、この認知症サポーター養成講座でなられた方を、大体目標というの

はあるんでしょうか。何人ぐらいを養成されたいという計画というのはあるん

でしょうか。それもあるのでしたら、お教え願いたいと思います。 

それから、見守りネットワーク、これもまた非常に最初に言われました独居

老人の話もあるわけですけども、民生委員とか、いろいろございますが、この

団体であるわけですけども、このことについても、非常になかなか把握がしに

くいんやということで課題とされております。聞いて、すごい団体でたくさん

の方がおみえになって、かなり充実した把握ができんのやなというふうに考え

ておるわけですけども、ここら辺のところも、少し現在の状況をお聞かせ願い



 114

たいと思います。 

○議長（北岡 泰） 奥山議員の再質問に対する答弁、長寿健康課長。 

○長寿健康課長（小池 弘紀） ２次予防の把握事業なんですけども、いま現

在はアンケートを配付しまして、解答のない方につきましては、包括支援セ

ンターの職員が訪問しまして、アンケートを回収するようにしております。

そのために、回収率がかなり伸びてきたというような状況でございます。 

それと、認知症サポーターの養成講座といいますのは、各種団体からサポー

ターのそういう養成講座をしてくださいという、出前講座式になっております

ので、その出前講座で依頼のあったところへ、包括支援センターの職員が行く

という形になっております。 

それで、先ほども言いましたように、この養成講座といいますのは、認知症

の症状は、こういうものですよというのを、その講座を受けてもらった方に知

っていただくというのが、主な事業でございまして、その方に何かをしていた

だくというものではございません。 

それと、高齢者等の見守りネットワークにつきましても、もしも隣近所の高

齢者や障害者を、絶えず気をつけていただきまして、何かありましたら、包括

支援センターへ報告していただいて、包括支援センターの者が対応するという

のが主な事業でございます。ただ、その人数に目標値というのは、ちょっと現

在のところは定めてはおりません。以上でございます。 

○議長（北岡 泰） 答弁が終わりました。 

再質問ございますか、奥山議員。 

○１番（奥山 幸洋） ありがとうございます。把握には職員さんが、直接い

かれて確認しとるということなんですが、話にも出ておったかわかりません

が、一つですね、ＰＲをですね、もう少しこの対象の方々に、もう少し効果

的なＰＲ、この方法を考えられてはいかがかなと思います。いろいろされて

おるのは、私も前に教厚関係におりましたので、お聞きはしておりますんで

すが、まだもう少し、少し足らないんかなというふうに思いますので、この
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ＰＲをしていただくというのが、私は大事になるのではないかなというふう

に考えますので、そのＰＲを、また取り組んでいただきたいというふうに要

望します。 

それから、認知症サポーター養成講座は団体と先ほどお聞きしたんですけど

も、私ところ町内回覧が少し前、だいぶ前ですけども、回ったんですけども、

一般の方も対象にされていましたよね、確か。と思いますので、これは受けて

いただくことで、どんどん開いてもらうことはいいことだと思うんですけども、

団体だけと聞きましたので、一般の方もかなり受けられたのと違うかなという

ふうに、私は思っておりますので、そういう認知症を知っていただくというこ

とは大事なことだと思いますので、今後も継続してやっていただきたいと思い

ます。 

それから、高齢者の見守りネットワーク、これは団体の方と聞いたんですけ

ども、これ30の団体というと、かなりの団体になるんですが、例えばで結構で

すので、どういう団体、私は民生委員とか、そういう自治会長さんとかという

ふうなところしか考えておらなかったんですが、今までの中でも、ちょっと初

めて聞きますので、この30は全部を答えてもらわんと結構ですけど、どういう

方向の団体さんにお願いをしておるのかというのを、ちょっとお聞かせくださ

い。 

○議長（北岡 泰） 奥山議員の再質問に対する答弁、長寿健康課長。 

○長寿健康課長（小池 弘紀） 高齢者見守りネットワークの団体ですけども、

民生委員さんの協議会とか、あと介護保険の事業所、あるいは郵便局とかＪ

Ａ等でございます。 

○議長（北岡 泰） 答弁が終わりました。 

再質問ございますか、奥山議員。 

○１番（奥山 幸洋） ありがとうございます。こういう団体をたくさん増や

していただいて、より充実させていただきたいというふうに思いますので、

今後の取り組みも続けてお願いをしたいと思います。 
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それから次に、高齢者の世帯状況ということで、明和町の世帯数は年々増加

傾向にあり、平成22年度は、一般世帯数は7,418世帯となっています。また、

世帯数の増加に伴い､65歳以上の高齢者のいる世帯も年々増加をしています。

高年齢者単身世帯、高齢者夫婦世帯は、老々介護や孤独死の問題が懸念され、

特に支援が求められます。高齢者単身世帯及び高齢者夫婦世帯、第５期の計画

では、これは明和町介護保険事業計画は、平成22年現在は1,432世帯、高齢者

単身世帯または夫婦世帯の割合は39.6％とあります。 

平成２年で381世帯から、平成22年で1,432世帯、間に1,051世帯増加してお

るわけでございます。日中のサービスは町内の各事業所により対応されていま

す。しかしながら、地域密着サービスとしての夜間の訪問サービス、夜間の対

応型の訪問介護、24時間対応の訪問サービス、定期巡回、随時対応型訪問介護

は現在なく、まだ整備されていません。このような世代の方たちが、介護状態

になった時の支援策として必要と考えますが、明和町としての取り組みは、ど

のようなお考えか、お伺いします。 

○議長（北岡 泰） 奥山議員の再質問に対する答弁、長寿健康課長。 

○長寿健康課長（小池 弘紀） 夜間とか、24時間対応のサービスということ

でございますけども、現在、町内で毎日昼間のほうで複数回、こういう訪問

サービスを受けておられる方は、サービス機能高齢者専用住宅の入居者を除

きますと８人でございます。また、町内の在宅で介護の必要な方から、夜間

等の訪問介護を希望するニーズというのが、今のところない状況でございま

す。これは夜間には家族が介護をしたり、夜間に他人の家へ、ヘルパー等が

訪問されるのを希望されないためだというふうに思っております。 

しかし、今後は町内でも一人暮らしの高齢者や高齢者世帯の増加が予想され

ることから、このニーズが増えるようであれば、町内の実施可能な事業者へ、

町からサービスの実施を依頼したいというふうに考えております。ちなみに県

内の状況ですけども、県内でも伊勢市と津市の２市しか、このサービスはやっ

ておりません。以上でございます。 
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○議長（北岡 泰） 答弁が終わりました。 

再質問ございますか、奥山議員。 

○１番（奥山 幸洋） ありがとうございます。今後、こういうふうな必要が

出てきたら、事業所へ委託という形になるんでしょうか。考えていくという

ことで、是非とも取り組んでいただきたいというふうに考えます。 

それで、平成24年３月に、明和町の高齢者介護に関する調査報告書というこ

とで、アンケートでいろいろ取られております。ちょっとこれを見させてもら

いました。これであなたのご家族の生活状況について、家族構成をお教えくだ

さいというところがございまして、大きく言いますと、65歳以上の世帯、高齢

者のみが24.4％ということで、これはお話のとおり、当たり前のことでござい

ますが、そういう世帯が多いということが、統計的に出ております。 

また、65歳以上の世帯で家族の同居を選んだ方にお伺いしますということで、

問いとして、日中一人になることはありますかというところがございます。こ

れを見ると、よくある。たまにある。これを両方たしますと約70％を超えると

いうことになります。 

ということは、日中孤立または孤独感を感じている方が、たくさんおられる

というふうなことも言えるかと思います。また、これは行政の取り組みは非常

に素晴らしいということになるかと思うんですが、問５で、体の状況のことな

んですけども、昔よりも、前回よりも健康状態が段々よくなってきたかと、そ

の主な要因は何だったかと思いますかというふうな問いがございます。 

これについては、町長さんの取り組みが良かったということになるわけです

けども、介護保険サービスによって、体の状態が良くなったと、これが36％あ

ると。そういうことで、あと普段の生活に気をつけての、体の状態がよくなか

ったからというのもあるわけですけども、これが36％あるので、町の取り組み

もかなり普及してきているのかなというところも、感じられるところもござい

ます。 

それから、生きがいを感じるのは、どんなことですかと。こう設問がござい



 118

ます。ここではテレビをみたり、新聞・雑誌を読んだりすること。これ非常に

当然やと思いますが、あとまた家族と会話をすることというのがございまして、

これを両方たしますと89％ぐらいあるということになります。こういうことが

多いということは、屋外での活動が圧倒的に少なく、引きこもりがちな生活を

送っている方が本当に多いと。ばっかりではないですけども、そういう見方を

すれば、そういうことも見られるというふうに考えます。 

で、ボランティア活動や支援活動というのは、ここで1.3％ということで、

非常に少ないということで、こういうことも必要、ボランティア活動も必要に

なるのかなということが読み取れると思います。 

それから、介護を受けておる本人は、今後どのように看護をしてほしいとお

考えですかという問いがあります。ここで多いのが、介護保険制度を利用せず、

家族に介護してもらいたいというのが10.3％あります。やっぱりお家で生活を

したいというところもあります。あと、ホームヘルプやデイサービスなど、在

宅サービスを受けて、在宅で生活をしたいというのが、これが45％。両方たす

と、55％強の方が望んでおられておるということになりますので、これになり

ますと、いろんな介護、要支援１、２、一般の方もみえますので、介護予防と

いうことも考えられるわけですけども、そういうふうなことも取り組んでもら

わないかんなというふうに考えます。 

それから、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるようにするため、地域で

はどんなことが重要と思いますかというふうな設問がございます。これでいき

ますと、近所同士のつきあいを深める。災害などの緊急時の支えあい体制を充

実する。近所で気軽に集まれる場所、地域の人々とで作り出すということで、

これをたしますと約80％というふうになります。これで見ると、そういう場所

で活動の機会がつくれるのかなと、こういう人たちのというふうなことは見え

ると思いますので、後で、またお伺いしますけども、そのようなことが伺える

と思います。 

それから、行政が行う高齢者施策で特に望まれるものは何ですかという設問
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がございます。ここで圧倒的に多いのが47.5％、在宅サービス、ホームヘルプ

サービス、デイサービス等の充実というのが、そういうことを感じられており

ます。 

施設サービスでは、特別養護老人ホーム、老人施設等の充実と、あと行政の

職員などによる訪問サービスの充実、これが11％ということで、ここら辺、あ

と介護に関する相談や、介護教室の充実ということで、これでほぼ90％ぐらい

の割合があるということですので、ここら辺のところも今後の取り組みという

ことで、具体的にわかるということになるかと思います。 

あと、この設問の最後のところですけれども、31番なんですが、介護者、主

に介護している人は、今後どのように介護をしていきたいとお考えですかとい

う設問があります。ここでは、介護制度を利用せず家族で介護をしていきたい。

これは少ないんですが4.3％、積極的な方がおみえになる。また、あとホーム

ヘルプやデイサービスなどの在宅サービスを受けて、在宅を継続させたい。こ

れが40.9％あるということで、45％近いのが自宅におりたいという形になりま

す。 

特別養護老人ホームや老健に入りたいという人は18％ぐらいということで、

介護をしている方の意識も、ホームヘルプやデイサービスなどの在宅サービス

を受けて、在宅で生活したい。在宅生活継続への関心が高いというふうなこと

が、このアンケートで読み取れると、私は見させてもらいました。 

それで、このような形の中で、このアンケート、先ほど言わさせてもらった

んですが、ここら辺のところを踏まえてですね、今後、事務事業計画を、介護

保険の第５期の計画でも言われておりますが、このアンケートを見ると、その

ようなところも改善できる点が多々あると思いますので、私が先ほど言わさせ

てもらったようなところも、改善の一つの方策としてですね、取り組んでいた

だきたいというふうに、お願いをしたいと思います。 

それから、次に、政府の社会保障制度、国民会議は８月上旬に、最終報告の

検討において、要支援者の保険給付化について、受け皿を確保しながら、段階
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的に市町村事業への移行をさせていくべきであるという方針を示しました。こ

れは、町長も行政報告の中で言われましたのですが、要支援１、２の方を現行

の介護保険制度から切り離すということが、一番言われておりますけども、町

長のお考えをまずお伺いします。 

○議長（北岡 泰） 奥山議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 社会保障制度の国民会議の最終報告は、行政報告でも

少し触れさせていただきましたが、その中で、要支援の１、２を現行の介護保

険の中から切り離して、市町村事業として、いわゆる介護予防サービスの中で、

いろいろやっていく方向が、打ち出されております。具体的には、平成26年度

の通常国会へ、冒頭にも申し上げましたように、法律的にいろいろと具体的な

中身について提案が、国のほうでされるというふうに聞いております。 

従いまして、我々は本来ですと、介護保険で対応していただきたいという思

いもあるんですけれども、一方、特養とか、いろんな部分の介護保険事業全体

に占める給付の割合が、当初の平成12年から、制度が始まった、その時に比べ

ると、ちょうど倍になっているというような状況のなかでは、要支援の部分に

ついては、何とかというのが、国の考え方だろうというふうに思います。 

我々としては、受けざるを得ませんので、どのような形で、この要支援１、

２の方々に対する支援を展開していくのか。現在の部分では、既にいろんな形

で予防対策をやっているわけでありますが、そういう方たちが、ざっと要支援

の１と２で、明和町の場合、約170人程度の方が、今そういう認定を受けてい

るわけでありますので、その方たちが介護保険から離れて、いわゆる一般事業

的なものに振り替わってくる形の中では、それ相当の対応を考えていかないと

運営ができないのかなというふうに思っておるところでございます。 

従いまして、我々としては本当に介護が必要なのかどうか、そういうところ

も見極める中で、今いろいろやっている、いきいきサロンとか、そういったと

ころで、デイサービス、すぐデイサービスとういう形ではなしに、そういった

自前でできる、先ほど何ていうんですか、アンケートの中でおっしゃっていた
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だいたように、直ぐデイサービス、日中一人になっている、そういうところを

やはり地域の人たちがうまいこと支えあっていただけるようなですね、そうい

うシステムをやっぱし構築していかなければならんのかなと、そのように思う

ところであります。 

その中でですね、一番ちょっと頭が痛いのは、要支援の１、２の中で、現在、

特別養護老人ホームに入所されてみえる方が、若干名おみえになります。これ

がご案内のように介護保険制度から外れるということは、特養から出なければ

ならんという、そういう状況に追い込まれるわけでありますので、これらの対

策もですね、その制度がきちっと始まる、平成27年ぐらいからだというふうに

聞いておりますが、それまでの間にきちっと対策をとっていかなければならん

と、そういう対策と、それから、そういう予防的なもの、これらについて、も

っともっと町としても、真正面から向き合ったなかで取り組んでいかないとで

すね、それこそやないけど、スタッフの問題もありますし、人の問題もありま

すし、場所の問題もありますし、どういう形で事業を展開していくのかという、

そういうところもですね、課題のほうが大きいように思いますので、これから

いろんな関係者も含めて、議論しながら、その体制を、この１、２年の間にで

すね、きちっと整えていきたいと、そのように考えています。 

○議長（北岡 泰） 答弁が終わりました。 

  再質問ございますか。奥山議員。 

○１番（奥山 幸洋） ありがとうございます。私もこれは国民会議が出され

た時に感じたんですが、この要支援の１、２の判断が、要介護のほう、軽い

ということで、そちらへいった時に、非常に大変になるなというふうなとこ

は感じておりました。それでですね、先ほどもちょっと介護予防のことを言

われましたが、この介護予防事業に、要介護、要支援含めてですね、この取

り組みの予算といいますのは、この事業費のですね、今お聞きすると、大体

補助、国、県、町、負担もあるわけですけども、大体５％以内でやられてお

るというふうな形で聞いておるんですけども、ここら辺のいまのこの事業の
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計画を進めていただいたら、かなり対応ができていくかと思うんですけども、

先ほど来いろいろ言っております、そういうほかのされていない部分の取り

組みになると、今までの予算の、今は国の動きもわからん中でですけども、

最終的には町の持ち出しになるということになるわけですけども、ここら辺

は、町長さんのお考えは、確実に老人の方は増えるわけですので、そこら辺

の取り組みは手厚く考えていく方向をお持ちなのかどうか、具体的にはでき

ないと思いますので、お考えだけお聞かせください。 

○議長（北岡 泰） 奥山議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 現在、これまた決算特別委員会でも、後ほど設置をし

ていただいて、議論いただくのかなと思いますが、介護保険の保険給付費の

支払い状況のなかで、現在、介護保険のなかで、介護予防サービス等にとい

うことで使われておりますのが、約5,800万円ほど費用が、それで大体、今、

目一杯の状態でありますが、これが、この中からごそっと抜けて、新しい形

でということですが、これを下回るとですね、今、要支援１、２の方に、や

っているサービスそのものが低下をするという話に相成りますので、これは

絶対避けなければならないということでございます。 

  従って、今後ですね、今やっている介護予防サービス事業にどれだけプラス

アルファできるかというのは、検討課題だと思うんですけれども、質を落とし

てはいけないということは思っておりますので、それ相当の対応を考えていき

たいと、そのように思っています。 

○議長（北岡 泰） 答弁が終わりました。 

再質問ございますか、奥山議員。 

○１番（奥山 幸洋） ありがとうございます。是非とも、今町長のお考えの

ような形で進めていただくようなことで、お願いを申し上げたいと思います。

ありがとうございます。 

それで、続きまして、後、生活支援者の必要性が高い、要支援者に対する地

域の実情に対応した生活を支えるための総合的なサービスの提供があげられま
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す。介護保険以外のサービスを利用することと、高齢者の方がボランティア事

業などに参加することで、自身の引きこもり防止や、社会参加によって規則正

しい生活を送ることによる、認知症の防止、ひいては要介護化そのものを防止

することにより、介護保険サービス利用による公費負担を軽減する効果が、や

ることによって見込まれます。 

これについては、実務を行う明和町社会福祉協議会のボランティアコーディ

ネーターなどのボランティアに関わる専門職、さっきも出ておりましたが、権

利擁護事業の担い手である、支援員などの介護予防事業の要である包括支援セ

ンターの人員の充実、機能強化が必要であると考えますが、これらの事業の充

実について、どのように考えられるか、お伺いします。   

○議長（北岡 泰） 奥山議員の質問に対する答弁、町長。 

○町長（中井 幸充） 先ほどの話の延長線上になろうかと思うんですが、要

支援の１、２が介護保険制度から外れてくるということなりますと、当然、

要支援向けのサービスが、市町村負担という形になりますし、独自事業で展

開をしていかなければならないという、そういうふうに思っております。 

  従いましてですね、前の議員さんの質問にもお答えしましたが、この事業を

展開していこうとすればですね、当然、そのスタッフと申しますか、そういっ

た部分がですね、必要になってきます。これは社会福祉協議会で人員増強する

のか、町の中で人員増強をするのかということの中でですね、それはともかく

として、いわゆる今いろいろ言われておりますボランティアの活用もですね、

当然必要になってくるのではないか。多くの人の手を借りないとですね、この

事業がなかなか展開していかないという、そういうふうな危惧も持っておりま

す。 

従いまして、第５次の総合計画の中にもですね、介護保険事業計画のなかに

もうたわさせてもらっていますのは、ボランティアの活用、ただボランティア

してくださいということだけではなしにですね、他の市町でも活用されていま

すように、そのポイント制などを導入してですね、何か一つ見返り、見返りと
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いうと変なんですけれども、やっていただくその代わりとしての、何か特典的

なものもやっぱし合わせ、考えていかないとですね、ただボランティアで頼み

ますだけではですね、なかなか進まないんではないかなというふうにも思いま

すので、そういった点も含めてですね、要はマンパワー、人の問題を受け皿と

して、どんなふうに確保していくかというところ、そこのところも考え合わせ

ながら進めてまいりたいと、そのように思います。 

当然、それに対する専門的なコーディネーター的なものもですね、やっぱし、

きちっと配置をしていかなければならないと、そのようにも思います。特にボ

ランティアという形になってきますと、社会福祉協議会に委ねることが非常に

多うございますので、我々としては社協との連携というのを、もっともっと強

めるなかで、ボランティアの育成も含めて対応をしてまいりたいと、そのよう

に考えています。 

○議長（北岡 泰） 答弁が終わりました。 

  再質問ございますか。奥山議員。  

○１番（奥山 幸洋） ありがとうございます。 

それで、最後になるわけですけども、一番要になるのが地域包括支援センタ

ーが、今後の一番要になってくると思います。その中で、要介護認定において

ですね、要支援と非該当と行き来するような高齢者の切れ目のないような総合

的なサービスの提供とかですね、虚弱や引きこもりなどの介護保険利用に結び

つかない高齢者に対する円滑なサービスの導入、また、自立や社会参加の意欲

の高い方に対するボランティアによる、こういうふうな事業への参加活動の場

というのが考えられると思います。 

そこでですね、この第５期明和町総合計画でもうたわれておるわけですけど

も、地域包括支援センターの機能強化ということで、地域包括支援センターは

介護保険サービス、インフォーマルサービスなどの連携や介護サービスの担当

者、医療関係者、民生委員、児童委員など地域資源や人材をコーディネート、

役割を担う必要があり、包括支援センターの役割は、ますます重要になってま
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いります。 

地域包括ケアを有効に機能させるための拠点としての役割は、かなり改善さ

れたと思いますが、もし特に改善されたところがあったらお聞かせください。

それで、人員体制の確保や質の向上は、この事務事業計画にも書かれて、人員

体制が問題視されておるわけですけども、今後の人員体制の充実というところ

をお聞かせください。 

○議長（北岡 泰） 奥山議員の再質問に対する答弁、町長。    

○町長（中井 幸充） 何度も申し上げますが、高齢化の進展とともにですね、

要介護者そのものも増えてくるというのは、もう明らかな事実であります。

先ほど他の議員の質問にもございましたように、包括支援センターそのもの

の重要性というのは、ますます増してくるというふうに思っています。現在

のところですね、社会福祉士を２名、それから主任ケアマネジャーというの

が１名、それから保健士が１名、それから事務という形のなかで、現在５名

体制で包括支援センターの運営をさせていただいております。 

  そして、内容的には相談が、昨年500件あるという状況のなかで、それと合

わせてはつらつ教室とか、いきいきサロンとかですね、それから、縁側お元気

教室、そういったものも含めてですね、予防教室等々を展開をさせていただい

ております。今年はゴーゴー体操というようなことでですね、そういったもの

も職員、一生懸命になって考えてくれております。 

  やはりですね、これからの要介護者、対象者が増えてくるということのなか

ではですね、先ほど言いましたマンパワー、そういったものをもう少し充実し

ていく必要があるのかなというふうな思いであります。 

従いまして、この４月からですけれども、包括支援センターではなしに、こ

ちらのほうに社会福祉士の資格を持った職員、専門職を実は採用をさせていた

だきました。まだ直接的に、この介護保険あるいは高齢者対策のほうには配置

はしておりませんけれども、やはり、そういう資格を持った専門職を、これか

らも充実強化していかないと、これからの高齢者社会になかなか対応していけ



 126

ないんではないかと、そういう思いがありますので、できる限りそういった職

員の確保も図りながら、資質の向上も図っていきたいと、そのように考えてお

ります。 

○議長（北岡 泰） 答弁が終わりました。 

  再質問ございますか。奥山議員。    

○１番（奥山 幸洋） ありがとうございます。 

  そのようなことで、今後の取り組みを充実させていただきたいと思います。

最後にこの第５期の計画につきましては、ちょうど国の方針と、ちょうど27

年というと入れ代わりに３年ですので、なるかと思います。しかし、総合計

画の方で、今後の取り組みということで、介護保険事業に関わる評価の推進

とか、介護給付適正化に向けた取り組みの推進、また、地域支援事業の推進

というような大きな取り組みのなかで、全体的な事業は取り組まれるように

計画されておりますので、是非とも今度改正されて厳しい状況になるかもわ

かりませんが、充実した事業の介護という取り組みをお願いして、私の質問

を終わります。 

○議長（北岡 泰） 以上で、奥山幸洋議員の一般質問を終わります。 

 

 

散会の告知 

 

○議長（北岡 泰） これをもちまして、本日の日程はすべて終了いたしまし

た。 

本日はこれにて散会いたします。ご協力、誠にありがとうございます。 

（午後 3時 55分） 

 

 

 


